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平成24年知立市議会９月定例会建設水道委員会 

 

  １．招集年月日  平成24年９月24日（月） 午前10時00分 

  ２．招集の場所  第１委員会审 

  ３．出席委員（７名） 

     杉山 千春     川合 正彦     永田 起也     村上 直規 

     風間 勝治     中島 牧子     三浦 康司 

  ４．欠席委員 

     な し 

  ５．会議事件説明のため出席した者の職氏名 

     市 長   林  郁夫      副 市 長   清水 雅美 

     建 設 部 長   佐藤 勇二      土 木 課 長   稲垣  衛 

     建 築 課 長   塩谷 興信      都 市 整 備 部 長   神谷 幹樹 

     都市整備部次長   杣谷 正樹      都 市 計 画 課 長   鈴木 克人 

     まちづくり課長   野々山 浩      都 市 開 発 課 長   加藤  達 

     上 下 水 道 部 長   加藤  初      水 道 課 長   杉浦 範夫 

     下 水 道 課 長   塚本 昭夫 

  ６．職務のため出席した者の職氏名 

     議 会 事 務 局 長   成田 春夫      副 主 幹   池田 立志 

     議 事 係   加藤 智也 

  ７．会議に付した事件（又は協議事項）及び審査結果 

                  事  件  名                審査結果 

     議案第50号 平成23年度知立市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について 原案可決 

     議案第51号 平成24年度知立市一般会計補正予算（第２号）           〃 

     議案第53号 平成24年度知立市公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）    〃 

     認定第１号 平成23年度知立市一般会計歳入歳出決算認定について      原案認定 

     認定第３号 
 平成23年度知立市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定につ 

 いて 
  〃 

     認定第７号 平成23年度知立市水道事業会計決算認定について          〃 
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――――――――――――――――――― 

午前10時00分開会 

○川合委員長 

 定足数に達しておりますので、ただいまから建

設水道委員会を開会いたします。 

 本委員会に付託されました議案は６件。すなわ

ち議案第50号、議案第51号、議案第53号、認定第

１号、認定第３号、認定第７号です。これらの案

件を逐次議題といたします。 

 議案第50号 平成23年度知立市水道事業会計未

処分利益剰余金の処分についての件を議題としま

す。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第50号について、挙手により採決します。 

 議案第50号は、原案のとおり可決することに賛

成の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○川合委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第50号 平成

23年度知立市水道事業会計未処分利益剰余金の処

分についての件は、原案のとおり可決すべきもの

と決定しました。 

 次に、議案第51号 平成24年度知立市一般会計

補正予算（第２号）の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○中島委員 

 今回の補正の中で財源構成というところで道路

新設改良費550万円、県費が入ってこの財源はな

ったということであります。その下は400万円と

いうことで河川改良、これは特に財源的なものは

なく、一般財源で追加していると、行うと、この

辺、財政的な関係を御説明ください。 

○土木課長 

 15ページの道路橋梁補助金ということで550万

円、これを補正させていただいております。 

 これにつきましては、山屋敶町３号線の歩道設

置工事でございます。交通安全施設の整備事業費

補助金ということで、かねてより要望しておりま

した補助金でございます。これにつきまして、補

助対象事業費として1,100万円の県費補助を予定

しておりまして、その２分の１の550万円が補助

金ということになります。 

 以上でございます。 

○中島委員 

 河川改良費のほうは400万円というのを独自で

行うということですね。 

○土木課長 

 そのとおりです。河川改良につきましては、単

独費で400万円歳出させていただきます。 

○中島委員 

 結局550万円いただけるよということの中で財

源をこちらのほうにシフトというか、そういう考

え、財源確保という意味では550万円の県費が入

るので、その分浮きますから単独でつけたと、こ

ういうことですか。そういうことではないですか。

因果関係はないんですか。 

○土木課長 

 そういった因果関係はございません。 

○中島委員 

 山屋敶３号線の歩道設置と言われましたよね。

単独でやろうと思っていたけども、これについて

は補助がつくと、こういうことですね。それでい

いですか。 

 それで、もう尐し工事の内容についても歩道設

置ということで大変狭いところで要望が強いとい

うことですけれども、どのように今後工事が進め

られるのか。 

○土木課長 

 これは、前年度实計メニコンにも出させていた

だいております。知立小学校の通学路ということ

もございまして、高場住宅の東側約10メートルぐ

らいだったと思います。高場住宅の前から山屋敶
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町の公民館までは３メートル程度の歩道がついて

おりまして、その通学路は、ちょっと北へ折れて

いくんですけれども、その一部、折れる手前の10

メートル区間に歩道がないというところで危険じ

ゃないかというところで歩道設置の計画をさせて

いただきました。 

 实計メニコンでも一応大多数の賛成をいただい

ております。そういった中で、県費補助事業とし

て要望させていただいたものが今回採択されたと

いうことで財源構成をさせていただくものでござ

いますが、用地としましては約三十数平方メート

ルぐらいになります。３メートル掛ける10メート

ルということでございます。 

 あと、補償費ということで、建物がそこには工

場が建っておりまして、工場の移転と用地の買収、

そういった費用を見込んでおります。 

 以上でございます。 

○中島委員 

 工事はどのようにということを聞いたんですよ

ね。 

○土木課長 

 工事につきましては、今、用地交渉を継続中で

ございます。早速用地交渉を継続しておるわけで

すけど、合意をいただいた中で工事を進めていく

ということで、まだ完全に合意はいただいてはお

りません。10月中には合意形成ができるではなか

ろうかというところで、その後に工事に入ってい

きたいというそういった考えでおります。 

○中島委員 

 移転補償とかいうものも含めてということで全

体で1,100万円という内容なわけですけども、10

月中に合意をいただいたとして、場所移転という

ことも含めて言いますと、年度内にこれは完成と

いう見込みでよろしいんでしょうか。 

 高場住宅も出入りするようになって、人通りも

車も多くなるかなと思うので、できるだけ早くと

いうことが課題と思いますが。 

○土木課長 

 大変失礼いたしました。 

 工事のほうが、用地の物件の調査から入って用

地交渉、それから物件交渉というそういったとこ

ろから単年度では難しいだろうということで、工

事完了までがということで、工事につきましては

次年度施工ということになりますので、大変申し

わけございませんでした。用地補償までが今年度、

工事につきましては平成25年度ということになり

ます。よろしくお願いします。 

○中島委員 

 すると補償費のみという、そういうことなわけ

ですね、ことしの予算というのは。調査とかいろ

いろありますが、工事費は来年度と。平成25年度

ということで、用地等が完了すれば、長い距離の

工事ではないので速やかにということでお願いし

たいとは思いますけど、それが順調にいってほし

いなと。用地の補償費ということでいいですね。 

○土木課長 

 用地費及び補償費ということでございます。 

○中島委員 

 この牛田高根の排水路の改修工事は、本会議で

も質問が出ておりましたけれども、これについて

は、あのあたりいろいろ道路の改修なども行って

いる付近なわけでありますけれども、これは具体

的にどのような日程で進められるんですか。 

○土木課長 

 牛田町20号の工事のことにつきましては、現在

設計中でございます。今後、発注した中で工事の

ほうは着手して、３月いっぱいまでには完了して

いきたいというふうに思っております。 

○中島委員 

 牛田町20号なんですけども、牛田の安城市のほ

うから非常に幅の広い道路がずっとできておりま

して、ちょうど高根の用水の交差点のところがま

だ完了していないという状況ですよね。 

 幅を見てみると歩道も相当広くとった道路が東

のほうはできてくるなという感じなんですけども、

昭和４丁目に入ってくるところでは、ちょうど歩

道分の広さがこちらにはないと。幅広くなってく

るけども、きゅっと歩道の部分だけが住宅の部分

は昭和４丁目に入ってくると幅がとれないので、

向こうまでは広いんだけども、交差点から西に来
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るときゅっと狭くなると、こういう形状になって

いますよね。これは４丁目のほうはバックして広

げるなんていう計画は、全く毛頭ないわけであり

まして、その辺のすりつけという言い方はちょっ

とおかしいかもわかりませんけれども、大変交通

事故の危険性をちょっと感じるんですね。 

 新しい道を狭いところで広く急になったところ

でよくぶつかったりするというようなこともあり

まして、その辺はどのように今後考えていらっし

ゃるのかなという、その辺の見解を伺います。 

○土木課長 

 牛田町20号線の計画につきましては、安城市境

から明治用水の西高根用水まで280メートルござ

います。この間に２メートル50の歩道と２車線の

車道という形になります。それ以降の北へ３丁目

までの踏切までにつきましては歩道がございませ

んので、その辺につきましては疑似ブロックとい

うような形で路肩に歩道帯を設けたような形にし

ております。 

 歩道の動線としましては、安城市境から来ます

と西高根線の西高根緑道の歩道を使っていただい

て左右に行くことができる歩道が使えるという形

になりますけど、３丁目までのほうは路肩部分し

か使えないという状況でございます。 

 あと、取りつけの関係ですけど、西高根用水が

両サイド東と西に60メートルずつ、これも２車線

にしますので、２車線プラス歩道、今の歩道が６

メートル近くございますので、それの一部を車道

とさせていただいて２車線と歩道という形になり

まして、４丁目につきましては、たしか北へ80メ

ートルぐらいは７メートル幅員の用地がございま

す。そういった中で、60メートル区間ぐらいです

りつけ、交差点部分は２車線として60メートルぐ

らいですりつけたいなというふうに考えておりま

す。そうしますと、車線を5.5メートルとります

ので、あと75センチずつの路肩になろうかと思っ

ております。 

 以上です。 

○中島委員 

 図面ではないので十分理解はできたというわけ

じゃないんですけど、要は、２車線で歩道が2.5

ある道路が安城市側からできると。緑道のところ

でそれはストップして、その先が歩道部分が、拡

幅される歩道のことですが、その歩道の部分の幅

はそれ以降は全く取れないというふうな状況にな

ってますよね。 

 その先、踏切のほうに向かって今、舗装だとか

いろいろとしていただいてきれいになってきてお

って、もう尐し時間がかかるみたいですけど、舗

装してきれいにしていくということでありますの

で、緑道よりも踏切方面に向かって拡幅というの

は、ちょっと困難だという。今説明は緑道側の拡

幅という意味で言われたのか、ちょっと私は理解

できないんですけど、西高根用水の緑道のほうに

ついて、もう尐し拡幅するという意味なのか、今

ちょっとわからないんですけど、両方の交差点と

も、そう拡幅できるような用地がないので、とり

あえず20号線のほうが拡幅が完了するときには、

交通事故があそこで起きないといいなというふう

に思うんですね。 

 今までにももう既に工事が始まって、尐し様相

が変わってきたら、あそこに交通事故が、前は田

んぼに落ちるということで苦情はあったんですけ

ども、車と車がぶつかったりすることはなかった

んですが、今、工事が始まって拡幅された状況に

なったところで角のうちにぶつかって交通事故が

現にあったわけなんですね。それは高根側の角の

うちですけどね。 

 今度新しくできてしまうと、昭和の側の角のう

ち、安城側から直進してきたときに急に幅が狭く

なると、あの家にぶつかっていくんじゃないかと

いう恐怖も感じるんですよ。そういうところが今

のお話にもう尐しいろいろ話述べられましたけど

も、その辺の交通安全対策は大丈夫かというここ

に絞ってお話をしていただきたいなと思うんです

けど、もう一度お願いします。 

○土木課長 

 交差点改良でございますけど、西高根用水から

安城市境までにつきましては用地買収を進めてき

ております。西高根用水からは名鉄本線までにつ



 

- 5 - 

きましては既存住宅が建ち並んで拡幅というのが

非常に難しい。用地買収も困難な状況ということ

がございます。 

 ただ、現在の幅員としまして、昔の大受のあの

信号のあたりは幅員が６メートルしかないんです

が、ちょうど現在の高根の交差点のところにつき

ましては、４丁目の部分が７メートルあります。

そういった中で、交差点改良をそれぞれ東西南北

それぞれ２車線をすりつけるような形で改良して

いきたいというふうに思っております。だから東

西も南北も全て車線で改良をしていく。歩道の動

線につきましては、安城市から交差点までいきま

すと左折の西高根用水の歩道を使って団地の中に

入るというそういう形になりますけど、自転車は

車道という形で、そんなような状況になろうかと

思います。 

 交差点の交通安全対策はというところでいろい

ろ考える方法はあるんですけど、ガードレールと

か防護柵とかいろいろそういったことを考えられ

る限り対策は考えていきたいなと思っております。 

○中島委員 

 ちょっと確認ですが、ここの交差点を両側とも

一定の期間は２車線にすると言われましたね。真

ん中に線を入れるということですね、２車線にす

るということは。今、旧国道なんかもそれを除い

てしまって、お互いに譲り合う方式の線を取り払

うというようなことで安全対策ということをやっ

ているんだけど、ここの狭いところで真ん中に線

を引いてしまうという意味なの、２車線にすると

いう意味は。 

○土木課長 

 来迎寺の信号交差点もそうなんですけど、交差

点部分のみは大体30メートルぐらいは２車線、線

を入れて区切っております。 

 ここの交差点につきましても一定の区間は２車

線で車がすれ違いできるような交差点にしたとい

うふうに考えております。 

○中島委員 

 それが60メートルぐらいということですか。60

メートルを両方とも２車線に線を入れるというこ

とですね。 

 信号は全体にできた段階で、いつごろこれはつ

けるという、日程的なことはどういうふうなこと

になるんでしょうか。まだ相当先ですか。 

○土木課長 

 信号につきましては、ずっと要望させていただ

いておるんですけど、信号機がつけられる交差点

ということで築造はしておるんですけど、信号を

つける日にちにつきましては、警察のほうからは

まだいただいておりませんので、ちょっとまだい

つつけれるかというのが決まっておりません。 

○中島委員 

 でも信号をつける前提で今２車線にするという

話ですから、これは認めてもらわないと大変なこ

とになりますよね。それはいつになるかがわから

ないということであって、それは確約されている

んですね。道路形態とかの矛盾が出ますよね、そ

うじゃないとね。 

 その確認と、この西高根用水よりも安城市寄り

の拡幅の工事完成というのはどこに目標値がある

んですか。 

○土木課長 

 信号交差点となるように工事は進めております

けど、信号がつくという確約はいただいておりま

せん。工事につきましては、来年の３月31日まで

には完成させたいというふうに思っております。 

○中島委員 

 ここを広くなったら交通事故がほんとに多いし、

尐し八ツ田側へ行く緑道、あそこでも、あわや死

亡事故となるような、小学生がここの道路を渡ろ

うとしてはねられて重体ということがあったんで

すよね。だから、ここすごいスピードが出るよう

になっているんですよ、今。だから、つくかどう

かわからないという姿勢では大変危ない。ちゃん

とつけてもらうということが必要だと思うので、

そのように臨んでいただきたいというふうに思い

ます。 

 こういう形態をとるという中で、なかなかお役

所仕事というのはつけるということが確定しない

までは、つくかどうかわからないという言い方す
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るのかもわからないけれども、そうでなければこ

んなに２車線で交互に分散するという形態は要ら

ないわけで、逆に言ったら。その辺はきちんとや

っていただきたいと要望しておきます。 

 この排水路の工事そのものについては、この道

路の横という意味でいいんですか。高根保育園の

ほうまでとかという話ですよね。 

○土木課長 

 排水路につきましては、ちょうど今現在工事が

途中で終わっております。そこのところに道路を

20号を横断した排水路があります。それが高根保

育園の北側まで排水路が全体では500メートルぐ

らい延長がございますが、その排水路が用排水兼

用の水路ということになっておりますので、それ

を用水工事費を地元がやりますので、その分一緒

に排水路のほうをお手伝いさせていただくという

そういった補正でございます。 

○中島委員 

 それで、まだよくわからないのは、西高根用水

のほうも交差点を挟んで60メートルぐらいを２車

線にしていくとさっき言われましたよね。 

 それで今の形態では、とても２車線なんていう

形態じゃなくて、相当手を加えなければならない

ですよね。これは具体的にどのようにしてやるん

ですか。 

○土木課長 

 ２車線にするためには１車線が2.75メートルで

すので5.5メートルに路肩をつけた形になります。

そうすると路肩が標準75センチ、50センチまで縮

小できますけど、大体７メートルぐらいの幅員が

あれば２車線ができるということで、現在あそこ

の現況幅員が５メートルから５メートル50センチ

ぐらいあったと思います。ですから１メートル50

センチぐらい現在の緑道を縮める形で、６メート

ルある緑道が４メートル50センチぐらいにはなり

ますが、そういった歩道と車道の整備ができると

いう形になります。それが東西ですりつけていっ

ている形になります。 

○中島委員 

 わかりました。緑道は今、明治用水のせせらぎ

のようなものも住宅側にあったりして、あるとこ

ろとないところありますけど、コイがいたりね、

いろいろあるわけですけど、その緑道を狭めると

いうことしかないですよね。そういうことという

ことわかりましたが、ここの交通事故がほんとに

ないことを願うということをね。今、街路灯が１

本立っておりますけども、交差点の改良の際に、

どの場所がいいのかいろいろと見直しが必要かと

思いますので、その辺をよろしくお願いいたしま

す。 

 それから、ミニバスの運行事業のところで、時

刻表の見直しということが中心的な事業になると

いうふうに伺っているわけです。オレンジコース、

３コースを除いて４コースを全部時刻の見直しを

するということですね。慢性的なおくれ、これは

私どももしょっちゅう聞かされて、一生懸命、頭

下げながら時間があることで我慢して半分言って

ましたけど、今度は直るでねという話はしてるん

だけども、見直しをしていくということで、これ

は交通対策会議を具体的にもって開いて、これを

議題にのせるというのは、どんなスケジュールや

られますか。 

○まちづくり課長 

 タイムスケジュールについての御質問ですけど

も、明日９月25日に地域公共交通会議にこの議題

を出させていただきます。そのあと10月に運輸局

へ許可申請を行い、市民の皆様へのお知らせしま

して、11月16日号の知立市広報に掲載させていた

だきまして、予定としましては12月１日を改正さ

せていただきたいと思っております。 

○中島委員 

 改正は大歓迎ですけれども、慢性的なおくれと

いうことで、時刻表がありますけども、大体コー

スで言うと、それぞれ１コース回ってくると何分

おくれるのか、現状。そして、それをどのように

改正しようとしているのか、方針、この両方につ

いてお答えください。 

○まちづくり課長 

 現状と方針についての御質問かと思われます。

現状は、３コースを除きまして慢性的におくれが
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ありまして、全体としまして１便が１周してきま

すと最終的には知立市の駅で平均的５分から６分

おくれが生じております。 

 が、しかし、この中に特に平日の朝夕の道路渋

滞等で便にはおくれがひどいものがありまして、

特に４コースブルーコース、５コースイエローコ

ースに多大なおくれがみられまして、その時間は

15分から20分になるようなことも頻繁に発生して

いるのが現状でございます。 

 もう一つの御質問の改正方針でございますけど

も、今考えておるのは、朝夕と昼間の便では運転

時間に差を設けます。朝夕の交通渋滞時期のダイ

ヤを長くします。それから始発の時間及びそれぞ

れのコースの運行便数10便、12便ありますけども、

これは現行等変えません。結果、運行終了時間が

長いもので１時間以内ぐらい遅くなるのではない

かなと、こう思っております。 

○中島委員 

 最終便が１時間ぐらい遅くまで走るということ

になるわけですね。朝夕と昼間と实際かかる時間

をはかって差をつけると。これは、前は一応回っ

てみて時間を決めたと聞いておりましたけれども、

その辺がちょっとやり方としてはまずかったと。

朝夕と昼間を２回回るとかそういうことせずに昼

間だけ回って決めていたと、こういう感じですか

ね。だから昼間は大体今のとおりということです

か、そうすると。朝夕というのは何時から、時間

帯をもう尐し言っていただけると、どのぐらいに

なりますか。 

○まちづくり課長 

 朝夕うちの今の考え方につきましては、ブルー

コースでいきますと１便、２便が午前中の朝で、

夕方のほうは９、10、11便でございまして、イエ

ローコースのほうですと朝は２便、３便、夕方の

ほうは10便以降。 

 それで一つ考えているのが、バスが待機できる

ような余裕バス停を設定したらどうかなと。例え

ばブルーコースでしたらば、野田新町駅ならばそ

こでとまっておりますのでそこでおるとか、イエ

ローですと福祉の里八ツ田、こちらのほうに時間

合わせと言ってはいかんですけども、そういう調

整バス停を設定していったらどうかというような

考えでおります。 

○中島委員 

 それはいいことだなと思います。本会議でも池

田福子議員が指摘しましたけども、野田駅がＪＲ

が着いたその１分前にミニバスが出るみたいな、

おくれているときは乗れるという感じかな。そう

いう感じで逆転していたので直してほしいという

そんな御意見が切实に寄せられていたんですけど

も、調整ということで、私はもつということです

ね。それは野田駅のところと福祉の里、大体その

２カ所ということで。ＪＲ東刈谷のほうは、それ

は対象ではないんですか。 

○まちづくり課長 

 可能なバス停ですので、東刈谷のほうも考えて

おります。 

○中島委員 

 基本方針としては、そういうふうにやっていた

だけると市民のニーズに合うようになるのかなと

いうふうに思います。 

 もう一つは、イエローコースの方と話すことが

多いわけですけども、福祉の里八ツ田に遅い時間

に行ったって誰も乗らんし、おりんし、あれはち

ょっとという話があって、あることを前提にひょ

っとしたら来る方もみえるかもしれないので、簡

単には変えれないよというふうな話はしてるんで

すけども、公共施設で完全に閉鎖した時間に、特

に田んぼの中ですので、あそこを遠回りしないで

行けれないのかねという、こんな御意見もあるん

ですけども、そんなお話聞いたことはないですか。

どうですか、その意見について。 

○まちづくり課長 

 私は直接的にはないんですけども、コースで文

化会館とかそういうところにつきましても、まだ

開館してない時間等につきましては違ったバス停

があるところについては、そういう運行はしてお

ります。 

 文化会館のところにつきましては、文化会館ま

で行かずに違ったバス停にて、手前にバス停があ
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りますのでという運行はしております。 

 福祉の里につきましては違ったバス停がないの

で、現状で行っております。 

○中島委員 

 イエローコースだと今、福祉の里八ツ田、ここ

のところが午後７時とか、今度見直しになって、

もっと遅くなるという時刻がね、そういうことが

予想されるわけですよね。 

 そのあたりは何人ぐらいが乗っているとか、乗

降実は、福祉の里の場合、夜の時間帯というのは

どうなっているのかというのはわかりますか。 

○まちづくり課長 

 ちょっとバス停ごとの資料は手持ちにないんで

すけども、尐ないかと思われます。 

○中島委員 

 ちょっとそういう公共施設だから回ってるとい

うところあると思いますが、遠回りしてそこを回

ってるようなところであれば、普通の通っていく

通り道であればいいと思うわけですけども、給食

センターに福祉の里八ツ田、クリニック、こうい

う病院があるだけで、ほとんど一般の民家という

ね。ないわけじゃありませんよ、もちろん。八ツ

田のほうからすればね。だけど非常に尐ないんで

はないかなと。 

 その辺も一度ね、朝はいいと思うんですけど、

夜の遅い時間ちょっと無駄ではないかという声が

上がっておりますので、一度調査していただいて、

そこのところも検討課題に乗せていただけたらな

と思うんですが、どうですか。 

○まちづくり課長 

 調査させていただきます。 

○中島委員 

 それから、昭和の地域のバス停のところに椅子

を置いていただいて座れるようになったわけです

けども、これについてはありがたいと思ってます

が、ちょうどバス停が、昔のバス停、名鉄バスの

バス停で切り込みがあるところで、ちょうど待っ

ているところね、御承知のとおりですけれども、

一般の車が入り込んでしまって、ちょうどベンチ

のところのガードレールがあったからよかったん

だけど、そこにぶつかってガードレールが壊れた。

ベンチの目の前にあるね、そこに座ってたら大変

だったわけですけども、直していただきましたけ

れども、そういう安全性ということもちょっとも

う尐し考えないとバス停についてはいけないなと

いうことをひとつ言っておきたいのと、昭和１丁

目のところについてのやはり切り込みがあるわけ

なんですけども、その切り込みのところについて

は、ほとんどが不法駐車されていまして、イエロ

ーコースの乗降実も多くはないんですけども、バ

ス停のほうに寄れないでそのまま行かなきゃなら

ないという状況があります。ちょうど前にお店が

新しくできて、そこのお実さんがそこへとめてし

まうという状況がありまして、これについては、

やはり注意していただきたいということもお願い

したんですけれども、この点、２点お願いします。 

○まちづくり課長 

 まず最初の２丁目のバス停での交通事故は、８

月７日に発生しまして、バス停ベンチの前に、こ

れも安全対策としましてガードパイプがやったわ

けですけども、そこに多分夜間だと思いますけど

も車が接触し、破壊されまして、私どもやっぱり

バス停ベンチ、安全な場所であるところにそのよ

うなことがあってはいけないわけでございまして、

先ほど委員言われましたけども、それがバス停を

使っているときであったならば、変な言い方です

けども、やはりああいったところにはバス停ベン

チとガードパイプ、防護柵というのはセットでこ

れからもやっていきたいと思います。 

 設置位置につきましては、なかなか難しいわけ

でございますけども、基準等を考えますと、２丁

目のあの位置につきましては、私どもとしまして

は考えた末のことでございました。 

 あと次に、１丁目のバス停の切り込みところへ

の違法駐車でございますけども、我々のところに

もよく苦情の電話が入ります。私たちのほうも店

舗等への御指導はしておるわけですけども、ちょ

っと苦慮しておるところでございます。連絡をし

てるという程度でございます。 

○中島委員 
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 連絡はしていただいたんですか。 

○まちづくり課長 

 行って現状を把握してきまして、お声かけたぐ

らいです。 

 ただ、今現在は間隔的には尐なくなってきてる

じゃないかなというのが私の感じです。ちょっと

それは土日とかあれですので、何せそんなところ

に車をとめるなんていうこと自体は明らかにいか

んことですので、苦慮しておるところです。 

○中島委員 

 こことまっていけませんよというような何か道

路に印をつけてはどうかと思うんですね。土木課

長のほうにこういうのは聞いたほうがいいの。道

路、また車線、ゼブラというのは変ですかね。こ

こはとまってはいけませんよというね、そういう

印をつけてもらいたいんですよ。ちょっと参考に

御意見を。 

○土木課長 

 道路管理者として、バス停の注意喚起をしたら

どうかという話だと思うんですけど、市内ではど

こでもやってないですし、私がほかを見ても、ど

ういうことを他市とか名古屋市とか、かなりバス

の多いそういったところだとどういう対策をされ

てるのかというのも存じてませんので、一回研究

をさせていただきたいと思います。 

○中島委員 

 まちづくり課長のほうでもあるかしら。それは

研究課題にしていただけます。 

 やっぱり、あまり悪気がないんだと思うんです。

すぐ行くからいいわみたいな。二つお店ができち

ゃったんで、外へベンチがあって、カフェテラス

みたいになっていて、お酒飲んでるんじゃないっ

て思っちゃうような人までいるので、そこでまた

車で行っちゃうということがあっては大変ですの

で、その辺は道路管理者と十分に相談していただ

いて、とまらないように。尐なくとも駐車場を設

けてくださいと、お実さんには。そういうお願い

をしないと、どこに駐車場が何台ありますかとい

って具体的に聞いて話をしないとだめじゃないで

すか。多いときはすごく多いですよ。出たなと思

ったら、そこへさっと入って来るし、私もしょっ

ちゅう通るので、ほとんどとまってますね。 

 ですから、それはバス停がああいう状況である

ということは、たまたま乗降実が尐ないかもしれ

ないですけども、あそこの場所については。バス

停がないからとまっていいですよというわけには

いかないんですよ。あそこにとまると、やっぱり

切り込みよりも尐しはみ出してとまるので、あそ

こを一応右折と直進、左折と二つに分かれてるん

ですね。 

 ところが狭くなっちゃってて、それが不便だと

いうことも苦情できてるんですよ。それこそ牛田

のほうからきてるんですよ。向こうへ回る人が、

右折帯の人と一緒にならんじゃって、左へ回れな

かったと。あそこにいっぱいとまってるから困る

のよという形で言われてるので、これはバス停だ

けの問題じゃなく、道路管理者のほうとしても、

あそこの信号の直前でしょう。信号直前の右折帯

がある場所の切り込みですので、やっぱりきちん

としてもらわないと困るんですよ。土木のほうで

もいいから現状を見ていただいて、あの切り込み

があったところは駐車していいんですか。どうな

んですか。駐車禁止でしょう。どうなんですか、

切り込み。 

○土木課長 

 道路そのものが駐車禁止になっているところに

ついては、その切り込みも駐車禁止になろうと思

います。 

 これも違法駐車ということになれば、警察のほ

うとも一回連絡を取り合って何とかしなきゃいけ

ないのかなと。これも安心安全課とも、それから

まちづくり課、３者で一回協議させていただきた

いと思います。 

○中島委員 

 警察が出動しなきゃ解決しないようなことでも

ほんとに情けないなと思いますので、まずはバス

停の管理者が、ここは駐車禁止ですと。停車って

いったって随分長いこと停車してますから、食事

したりしているのね、そこで。物を買って行くん

じゃなくて、食事ができるものだから、食事して
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いる人が結構ふえているんですね。だからバス停

の管理者として、まずはそういうここは駐車禁止

だし、バス停だしということをもう尐し明確に言

って、これは道路交通法違反ですと。これは警察

が来ればぺたんと張られまして罰金ですよと、こ

ういうところですよということをきちんと話をし

てきてくださいよ。けんかに行かなくてもいいん

だけど、何もけんかするという意味じゃないんだ

けど、よく知ってもらわないと警察が来るかもし

れませんよということも含めて、あそこはいくら

何でも駐車しちゃ困りますよ。２台、ひどいとき

は３台切り込みの中にね。だからおしりはぐっと

真ん中に出して３台とまっちゃうんですよ、現状

は。ですので、それだけはやはり解消してもらう

ように、よろしいでしょうか。 

○まちづくり課長 

 こちらから注意喚起、オーナーのほうにお話を

差し上げに行ってきます。 

○中島委員 

 地域交通会議は、あした開くとおっしゃいまし

たよね。そこのあしたの提出する資料は、もう既

に新しい時刻表をつくってお見せするという、こ

ういう段階なのか、どういう内容になるんですか。 

○まちづくり課長 

 本来ならば確定したものを出させていただいて

というのが筋だと思うんですけども、また方針の

ことは決まっておるんですけども、实は調整中で

ございまして、あしたお出しするのは素案ぐらい

というふうに思っております。 

○中島委員 

 今いろいろ話をさせていただきましたけれども、

福祉の里の夜遅いところで、ほんとに必要かとい

うことも含めて、一度資料も全部出していただい

て、皆さんに諮ってください。 

 これは要るんだよって皆さん交通会議の方が口

をそろえておっしゃったというならばあれなんで

すけど、夜遅く何しろ行ってもおりないし、誰も

乗らない中でただやって、ぐるっと回ってくるだ

けなんですよということを乗ってらっしゃる方が

皆さんおっしゃいますので、どの時間帯でどうす

るかということは、その条項の資料をしっかり見

ていただいて、今出なかったので見ていただいて、

それもあした皆さんに諮っていただけるような、

きょう出しました問題について、ちょっと諮って

いただけるようなそんな内容にしていただきたい

なと思います。 

 11月16日でこれは警察のほうへ出すとおっしゃ

いましたかね。 

○まちづくり課長 

 スケジュールの話ですが、10月には運輸局のほ

うに許可申請をしたいと思います。11月16日は市

民の皆様への広報掲載でございます。 

 先ほど委員のおっしゃられました夜間の公共施

設につきましても、いま一度市のほうも考えてい

きたいと思っております。 

 今回の地域公共交通会議におきましては、委員

の八ツ田等の夜間への公共施設への利用について

のバス停云々につきましての議論につきましては、

尐しちょっと議題とか間に合ってないので、書面

的にはできないかと思います。ですが、御意見は

その後については、しっかり反映していきたいと

思っております。 

○中島委員 

 書面では間に合わないけども、口頭でお話をし

ていただけるということなんですか、あしたの会

議で。それは間に合わないということで、口頭で

も十分に調査ができないので、ここでは議題にの

せられないという、こういうことですか。 

 そうすると、10月中に運輸局と言ってますけど、

時間的なことが非常に窮屈ですよね、これは。で

きるんですか。 

○まちづくり課長 

 皆様へのバスのおくれを解消するためのために

バスダイヤ改正を12月１日を目標としますと、こ

のスケジュールでいきたいと思っております。 

 ですので、議題において口頭で出していきます

けども、ちょっとどこまでかというのがここでは

回答できません。 

○中島委員 

 急な指摘ということで言えばそうなのかもしれ
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ませんけども、文化会館でも使わないときには回

っていかないという措置をとっていらっしゃるな

ら、その方針の一環ですよということであれば、

突拍子もないことではないと思いますので、何か

乗ってるわということがはっきりすれば、それは

それでいいんですよ。 

 ただ、時間を短縮しようという今回の改正の大

きなテーマがある中で、そういうことをやればま

たもっと短縮できるのかな。おくれの問題ですけ

ども、１時間ぐらい延びてしまうところもあると

いうというお話でしたので、それはという。 

 ちなみに、１時間も全体でおそく来るというの

は、どこのコースになるの。それぞれ何時に最終

便になるのか、するっと教えていただけますか。

最終便、知立市に戻る時間ですね。 

○まちづくり課長 

 ちょっと手元にないので、そろい次第、回答さ

せていただきます。 

○中島委員 

 そろい次第、教えてください。 

 次のテーマなんですけども、知立市開発等事業

に関する手続条例に係る公共施設等の構造等技術

基準等の規則、長い規則がありますが、開発に関

するものですね。 

 この公共施設等の基準という中に、いろいろな

ものがあるんですが、道路、水路というものの基

準という点でちょっと今、問題指摘されているこ

とがありまして伺いたいと思うんですが、ここの

中の基準で、道路側溝というものについては、ど

のような側溝を入れていくのかということが書い

てあります。 

 新設道路及び開発等事業区域に接する道路には

道路側溝が整備されているものとする。側溝がな

きゃいけませんよと。当然のことですよね。車道

部は排水計画に適合した断面が確保されたＰＵ３

型を使用し、原則的に蓋をかけ、５メートルごと

に細目格子蓋をすると。グレーチングですかね、

こうなってます。 

 歩道部はＰＵ２型、車道部はＰＵ３型というふ

うに規定しているわけでありますけども、これに

限定するということについては、どういう理由な

んですか。 

○土木課長 

 開発等に関する手続条例の中の基準ということ

で、道路基準ということで私のほうからお話させ

ていただきますと、開発の中の新設道路及び接続

する道路、そういったものの側溝をつくるときに

つきましては、県の標準仕様という形の中で、こ

の基準をつくるときには、そういった標準からい

こうということで、ＰＵ３というそういった側溝、

それが県の標準側溝ということになっております

ので、側溝部分につきましてはそれでいこうとい

うことと歩道部分につきましてはＰＵ２型という

ちょっと強度の低いやつですけど、そういったも

のをやっていこうというそういった基準でござい

ます。 

○川合委員長 

 ここで10分間休憩いたします。 

休憩 午前10時56分 

――――――――――――――――――― 

再開 午前11時07分 

○川合委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○まちづくり課長 

 先ほどのバスダイヤについてでございます。 

 今回の改正は、現状のバス運行に合わせたダイ

ヤ改正をするというのが主なことでございます。 

 また、ダイヤ改正については地域公共交通会議

については承認事項でございません。コース変更、

委員のバス停との変更とかバス運行のコース変更

につきましては、これは承認事項になっておりま

して、また、そういったことにつきましては多く

の方の意見をお聞きしながらやっていきたいと思

っておりますので、今考えております３年サイク

ルで見直しをやっておりますので、次回にそのこ

とについては意見をいただいてから決めていきた

いと思っております。 

 それから、各バス停、コース前の何分遅れとい

うことでございますけども、今、私どもが思って

いるのは、ここに手元にある時間よりも、もっと
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短縮を考えております。 

 発表いたします。一応３コースオレンジコース

については現行時間を変えないでという考えで思

っております。１コースグリーンコースにおきま

しては48分遅くなる予定です。あと、パープルが

２コース、53分。４コースブルーは51分。イエロ

ーは59分というような、素案なんですけども、私

どもはこの素案では尐し遅すぎると思っておりま

すので、もう尐し昼間を短くするとかそういうこ

とを考えておりまして、30分から１時間以内のな

るべく遅くならないようなことに努めていきたい

と思っております。 

 以上です。 

○中島委員 

 わかりました。 

 バス停そのものを飛ばしてしまうというような

ことについては、今回はこの会議では決定事項に

は対象にならないというようなことで、３年サイ

クルの中でという話が今出まして、バス停をなく

してしまう、その時間切ってしまうというそうい

うことになるわけだから、強引にやってもいけな

いということもありますので、ちょっとその辺は

注目しながら今後見ていっていただきたいと、こ

ういうふうに要望しておきます。 

 もう一つは別件で補正かというお話がありまし

て、補正予算にはないんですけども、現在でも地

域内では開発が行われているわけでして、そこで

使う側溝というものがこういうふうになってると。

これ以外のものは使えないのかという話が尐しあ

りました。 

 それはスリット型の側溝があちこちでは安城市

でも刈谷市でも、みんな要綱の中でもそれも認め

るというふうになっているけど、知立市は認めな

いというふうになってるねと、こういうお話がき

たので、あえてここで質問させてもらったんです

けど。立市で言えば駅の周辺の区画整理の事業の

中で、スリット型使っていらっしゃると。県も弘

法通り、愛知仏壇の前のあたりずっとスリット型

のが埋まってるし、旧国道の新しく信号ができた

牛田のところですね、あそこのやはり周辺もスリ

ット型の側溝が埋められているんですね。 

 道路そのものでいえば開発ではないのでいいわ

けですけども、スリット型というのが結構一般的

にも使われるようになっているという、これが現

实。駅周辺では区画整理で市が使っていると、こ

ういうふうになってるので、限定的に一般の民間

の開発、こういうものが20件、30件とできたりす

るその回りの中の道路なんですけども、スリット

型ということについて、これでは禁止事項になっ

てるのでどうかと、こういうことで私は、あえて

この場で指摘をさせていただいているわけですが、

その点について、駅周辺のほうは使ってみえる開

発とは言いませんけど、区画整理で使ってる。こ

の辺の整合性ということからも、どうですか。 

○土木課長 

 この開発条例ができたのが平成19年でございま

す。基準もそのときに一緒につくっておるわけで

すけど、このときの愛知県の土木構造基準、これ

が平成16年の土木構造基準ということで、ＰＵ３

型というタイプに限定されておりました。 

 その後いろいろ改正がされておるかと思います、

県の構造基準につきましては。現在の愛知県の構

造基準につきましては、セメントコンクリートで

の製品ではＪＩＳ規格、日本工業規格に合った製

品であればいいよということを言っておりますし、

また、ＪＩＳ規格以外でも監督院が認めるもので

あれば使ってもいいということに変わってきてお

ります。 

 そういった中で、そのスリット側溝というのは、

やはり車の交通量が多いところだとか、歩道があ

って外渠の部分、Ｌ型側溝の部分、そういったと

ころとか、いろんな使っていったときの有利性と

いうのは結構あるもんですから、今後につきまし

ては、そういった製品がＪＩＳ規格製品とか、そ

の場所に合った製品が使えるような形で認めてい

けるようにしていきたいなというふうには思って

おります。 

○中島委員 

 県の基準も古いものをそのまま知立市が適用し

てたということがわかったんですけれども、県の
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ほうも変わってきていると。そういう整合性でＪ

ＩＳ規格で安全でというそういうものであれば特

定のものをというふうにしなくてもいいじゃない

かと。これは基準を見直しというふうになると、

これはいつごろやっていただけるんでしょうか。 

○土木課長 

 今から検討させていただきますけど、年度内も

しくはできるだけ早いうちに改正していきたいと

思います。 

○川合委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第51号について、挙手により採決します。 

 議案第51号は、原案のとおり可決することに賛

成の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○川合委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第51号 平成

24年度知立市一般会計補正予算（第２号）の件は、

原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 次に、議案第53号 平成24年度知立市公共下水

道事業特別会計補正予算（第１号）の件を議題と

します。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○中島委員 

 落合ポンプ場の施設について伺いますが、これ

は昨年も点検してきたり、ディーゼルエンジンが

不調だなというようなことが言われておりまして

やってきた経緯があるというふうに思いますが、

老朽化ということが全般に言われている中での修

繕というものが続いているということですが、こ

の昨年も含めて一連の修理というものが、どうい

うものであったのかということについて御説明を

いただきたいなというふうに思います。 

○下水道課長 

 今回の補正でございますが、落合ポンプ場の施

設の修繕工事ということで、昨年もその中身とし

ては、雤水ポンプを動かすためのディーゼルエン

ジン、これを整備させていただきました。 

 今回も同様に、その雤水ポンプのディーゼルエ

ンジンを整備をさせていただくわけなんですけど、

これにつきましては、私どもが落合ポンプ場で施

設管理を業者のほうに委託をさせていただいてい

ます。その中で、ここのポンプを動かすための点

検を月に２回、委託の業務の中で行っておりまし

て、昨年の５月にエンジンを点検のために動かし

たときに、エンジンがかからなかったと、そうい

うことがございました。 

 そのかからなかった原因をしっかりと見れたわ

けではないんですけど、もう業者のほうから、そ

の中身については、このエンジンを動かすための

圧縮空気で、いわゆる車で言うとセルモーターが

圧縮空気の代替えでエンジンを動かしておるわけ

なんですけど、その圧縮空気をつくるコンプレッ

サー、コンプレッサーから空気を送る配管、その

エンジンを受け入れる、空気を受け入れるところ

の軌道弁といったようなところがさびついておる

と。これを原因を想定したところ、やっぱり経年

务化によるコンプレッサーの異常だとか、空気を

圧縮することによって水が生じるわけなんですけ

ど、その水を排除する機械等も経年务化で機能を

果たしていないということがわかりまして、昨年

９月補正であげさせていただいた中身は、その中

身を受けて業者のほうは便宜的にはもうエンジン

を動かすことはできたわけなんですけど、このま

まほかっておいても同じことが生じるということ

で、これは直していこうと。直していこうという

中身の中でも９月の時点でございましたので、来

年度の、今年度に当たるんですけど、去年のこと

で、来年度の当初予算にあげていこうという中身

を考えたわけなんですが、そのときに業者のほう

は、いろんな部品等、もうこのポンプ場ができて

30年余りたってございまして、相当エンジン関係



 

- 14 - 

の消耗品、いろんな部分に务化が生じていて、こ

のままその部分だけを直しても意味がないという

ことから、去年の９月のときに、その中の部品で

５カ月ぐらいかかる部品がございまして、それを

部品をつくるために９月補正で対応しないと当初

で対応すれば、すぐ次の年の雤期に入ってしまっ

てエンジンを動かすことができない、エンジンを

とめなきゃいけないという状況が生じてしまうも

のですから、去年の９月の段階で、その年度内、

去年の間で既に工場製品の部品も含めて対応でき

るように去年の９月の補正でその部分がまた同じ

ことが起きないようにということで補正をさせて

いただいて整備を行わさせていただきました。 

 その部品をつくって、そのエンジンをオーバー

ホールしていろんな消耗品も変えながらやったわ

けなんですけど、その工事を行ったのが、ことし

の２月、３月の時点でございます。实際に工場生

産する部品も含めてエンジンをばらして取りかえ

るということで、９月の補正をいただいたわけな

んですけど、部品製作の発注をさせていただいた

んですけど、すぐにはやっぱり部品ができてから

一気に整備を行うために２月、３月でそれを行わ

させていただきました。 

 そうしたところ、細かい内容的には御説明はち

ょっとできませんが、もう一つこの落合ポンプ場

には同じタイプのエンジンがございます。大きな

ポンプを動かしております。二つでですね。その

もう一つのエンジンについても、オーバーホール

した中身を見ますと、もう同じことが発生してい

る可能性が十分考えられて、このまままた同じエ

ンジンがとまってしまうということが想定される

ということを聞きまして、私どもまた１年当初予

算、今年度の10月で来年度の当初予算を考えてい

くわけなんですけど、その中で対応すると、また

当初で５月に発注するわけにはいかないものです

から、また来年の雤期を過ぎてから整備する格好

になるものですから、今回同様に業者のほうから

の報告を受け、このまままたとまってしまったら

何の意味もございませんので、今回補正で対応さ

せていただくということを決定させていただいて、

この議案を提出させていただいたわけでございま

す。 

 エンジンについては以上で、補正はまたもう一

つバッテリー、バッテリーと言いますと、主要電

源が切れたときにエンジンの始動だとか、先ほど

言いました真空ポンプ、コンプレッサーだとかそ

ういったものを動かすためのですね、電源が切れ

てしまったらすぐにそういったものは使えなくな

るものですから、このポンプ場には、いわゆる車

でいうバッテリーが置いてあって、停電のときに

それを使って制御盤を動かして発電機を動かして、

その発電機の電源でもって正常に機能するように

ということで、そのバッテリーを置いております。 

 バッテリーについては、２年ぐらい前から、こ

れ１回かえておるんですけど、30年余りたってい

る間のときにかえておるんですけど、かえたバッ

テリーももう既に耐用年数を過ぎてございまして、

耐用年数は、たしか10年、今のバッテリーが16年

目に入ってます、かえてからですね。そんな中で、

２年ぐらい前から業者のほうからバッテリーの耐

久性について比重をいつも確認をさせていただい

て、このバッテリーが調子がいいかどうかという

ところを報告を受けているわけなんですけど、２

年ぐらい前からかなりバッテリーの务化が進んで

いるということで報告を受けまして、２年ぐらい

前のときに、それを一回考えようかとしたわけな

んですけど、ちょうどそのときに財政的に大変厳

しいリーマンショック等のそういった中身がござ

いまして、国費を削られたことによって、ちょっ

と執行できなかったという部分がございまして、

ここまた１年ぐらい様子を見させていただいた中

で、業者のほうから、このバッテリーについても

务化が極限にきてるという報告を受けまして、昨

今のゲリラ豪雤でかなり雤水浸水に対する被害が

報告されてる中で、私どもがこのような状況の中

で、また同じような被害を出さないようにと。と

まったことによって雤水排水ができないというこ

とでは住民の方に説明できませんので、そういっ

た対応のために今回あわせてバッテリー、非常用

電源についても交換をさせていただく補正をあげ
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させていただきました。 

 以上でございます。 

○中島委員 

 ありがとうございました。 

 そうすると、この内訳は金額的にはどうなるん

ですか。 

○下水道課長 

 今回、雤水維持管理費ということで、落合ポン

プ場施設修繕工事費3,246万5,000円をあげさせて

いただいております。その中で、雤水用ディーゼ

ルポンプの整備工事として1,575万円を計上させ

ていただきました。 

 もう一つ、先ほどのバッテリー関係で、直流電

源装置更新工事と呼んでおります。その部分で

1,671万4,000円ですね、それを計上させていただ

いて合わせて3,246万5,000円ということでござい

ます。 

 以上でございます。 

○中島委員 

 わかりました。 

 財政厳しいという中で、２年間はちょっと我慢

しとったみたいなところが今、話がありまして、

何もなくてこの間よかったということですけれど

も、そういったことも今後はいろいろ何が重点的

にやらなきゃいけないかということもこういう防

災的なものについては、しっかり目配りしなけれ

ばならないテーマだなということを思いますので、

市長もその辺は押さえていただきたいなというこ

とを思いました。 

 冷や冷やですよね、お話聞いてたらね。大変冷

や冷や。ほんとに大雤があったら、あの辺の水害

が解消できないということになりますので、これ

は耐震性という意味では、どうなんでしょうか。 

○下水道課長 

 耐震の件につきましては、ちょっと資料的には

年数が違っているかもしれないですけど、平成15

年度のときに、この施設の耐震診断を行いました。

施設の耐震診断の結果としては耐震性があるとい

う診断でございましたので、施設自身は今の東日

本前の対応の耐震性でございますが、その耐震性

はあるという判断をいただいております。 

○中島委員 

 それから10年たつわけですけども、この施設そ

のものの耐用年数という意味でいったら、先ほど

も大分経過してるということですが、耐用年数と

してはどのぐらいみてるんですか。 

○下水道課長 

 耐用年数という中身でございますが、こういっ

た施設の鉄筋構造物の耐用年数という中身につい

ては、一般的に私どもが、今ちょっとここに資料

がないんですが、大体50年というふうで言われて

いる施設でございます。50年たったらだめかとい

う中身ではございませんけど、たしか耐用年数的

な考え方として50年というものが示されてたとい

うふうに思っております。 

○中島委員 

 今、30年たっているということですね。公共施

設全体に長寿化計画みたいな橋梁の長寿化計画、

いろんな公共施設も全部長寿化計画をきちんと立

てたらどうだと。一度に取りかえはできないし、

建てかえもできないし、修繕もどんどんかさんで

いくということもありますし、計画をしっかり立

てようということになって、50年というと、あと

20年は耐用年数的にはあるものなのでいいかと思

いますが、こういったものについては、また決算

でも聞きたいなと思いますが、全体的な中で、担

当としては発信してください。ありがとうござい

ました。 

○村上委員 

 この落合ポンプ場につきましては、特に西町関

係させていただいております。先ほどから、それ

から本会議の中でもいろいろ議論がされました。 

 それで、この耐用年数という話とエンジンの点

検の話、今、詳しく課長のほうからお聞きしたん

ですが、点検基準という部分について、エンジン

ですね、当然ディーゼルエンジン、車であれば車

検というものがございますが、この点検基準と、

どのスパンでやっていっておるのかという部分に

ついて、ちょっとお知らせいただきたい。 

○下水道課長 
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 この施設の今言われたエンジンについての点検

基準という中身でございます。 

 私、点検基準について、こういった関係のエン

ジンがどういった点検の基準の中で整備をされて

いかなきゃいけないとかいう中身について、今、

現時点では承知しておりませんが、施設管理とい

うことで業者に、先ほども説明しましたけども委

託をさせていただいている中で、月に２度、今言

った始動の点検をさせていただく。そうした中で、

エンジンオイルだとかそういった部分については、

定期的に変える基準がある中で対応していただい

ておるというふうに考えております。ほかの部品

等についても、そうした基準の中で一応点検をし

ておるものと私、確信しておるんですけど、細か

い部分について、大変申しわけございません、そ

の辺のところについて承知しておりませんので、

ちょっとお答えできないという、その細かい部分

について。申しわけございません。 

○村上委員 

 今、聞いて、先ほどバッテリーの話も聞きまし

た。そういう中で、こういう緊急対応の施設に対

して、どちらかというと放置しっぱなしだなとい

う感じがするんですね。 

 だから何年に一回のオーバーフローだとかそう

いう点検だとか、ディーゼルエンジンですから、

これ一番大事なのは、先ほど真空ポンプと言われ

たんで、噴射ポンプなんですね。この噴射ポンプ

のところが一番大事で、圧縮かけて、そこに出る

圧縮の熱が出るもんですから、燃料。ここに噴射

してあるとぱんとはぜるという、だからエンジン

がかかるんですね。 

 そういうことをやはりきちっと見ておいてもら

わないと、東海豪雤のとき、これどうなったのか

なという。大変でしたよね。エンジン動かなかっ

たんだよね、豪雤のときに、いきなりはというこ

とで。その辺のところをもう一回。 

○下水道課長 

 今言われた東海豪雤のときのお話でございます

けど、私もしっかりとその辺の中身を引き継ぎを

受けたわけではございませんが、今、委員の言わ

れたように、当初動かなかったときがあって、そ

の当時の課長が現場に出向いて一晩中見て、その

エンジンを動かしていたという中身までを聞いて

おりますけど、ちょっとそれ以上の細かい中身に

ついては承知してございません。 

 それと、今、委員の言われた各設備の更新計画

というような中身みたいなことについては、先ほ

ど中島委員が言われたように、長寿命の対応をす

るために昨年調査をさせていただいて、国のほう

に、その中身を説明して同意をいただくという準

備を進めておりますが、まだその同意をいただい

ておるわけではございません。 

 計画的にこのような補正ばかりの行き当たりば

ったりの対応ではいけませんので、そうした更新

計画、長寿命化計画等を先に国のほうの同意をい

ただいて補助金をいただける形でもって対応して

いきたいという考えでおりますけど、まだそれは

同意はいただいておりません。 

○村上委員 

 これのところをあまり長くやっとってもいけな

いものですから切りあげますけど、先ほどエンジ

ンかけるバッテリー、耐用年数が10年、16年、２

年おくれたと。もうずっとおくれてるんですよね。 

 だから急を要するものに対して予算が逼迫して

るからとかそういうことじゃなくて、常にかかる

ようにしといてもらわないかん。使えるように。

じゃないとこのポンプ場そのものの機能というの

が、雤が降った、水がたまった、エンジンかけよ

うと。かからないじゃ意味がなさないですよね。

いくら立派なものがあって。 

 だから、その耐用年数30年だからいいとか、バ

ッテリーが10年ということであれば、やはりそこ

できっちり変えていくという。まだ使えるだろう

というふうじゃなくて、きっちり変えていく。エ

ンジンもオーバーフローとか、車で言うなら車検

ですよ。これ違反ですよ。だからそういう部分を

きっちりと見ていくという話をしていっていただ

きたいねということで、この辺のところ、副市長、

そういうことで今後に向けてどうなのかという部

分、こういう緊急施設に対して、今後どういう計
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画できちっと進めていっていただけるのかと。い

ざとなったときに動かないということでは、これ

は意味をなさないものですから、そういう部分に

ついて、やはり今後の姿勢として尐しお聞かせ願

いたいなというふうに思います。 

○清水副市長 

 今、御指摘のとおりだろうというふうに私も思

います。 

 そういう意味では、課長も説明いたしましたけ

ども、毎月の定期点検も怠りなくやらせていただ

きます。その中で、指摘される事項については早

くそれに対応していくということでございますの

で、こういった緊急性のあるものについては、ま

た補正予算をお願いするという場合もあると思い

ます。 

 今、御指摘のバッテリーですとかそういったも

のについては、やはり一定の製品が保証されてい

る、そういったものの中で、しっかり更新計画も

立てていくことが必要だというふうに思っており

ます。 

 何にいたしましても、今、御質問者おっしゃい

ますように、いざというときに動かないというの

では、どんな立派なものであっても、これは全然

意味がなさないわけでございますので、行事の日

常の点検も含めて、きちっと対応してまいりたい

と、このように考えております。 

○川合委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第53号について、挙手により採決します。 

 議案第53号は、原案のとおり可決することに賛

成の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○川合委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第53号 平成

24年度知立市公共下水道事業特別会計補正予算

（第１号）の件は、原案のとおり可決すべきもの

と決定しました。 

 続きまして、認定第１号 平成23年度知立市一

般会計歳入歳出決算認定についての件を議題とし

ます。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○中島委員 

 一番最初に、区長からの土木申請というものが

あって、また、突発的なものについては対応する

というのが基本的なスタンスで土木のほうの対応

が行われてきているわけであります。 

 突発的なというところでは、前の予算のときに

は1,200万円から1,400万円ぐらいの間で突発的な

ものも対応するかなと、そういう枠を一定示して

いただいたという経過があります。 

 申請数は、もはや出るわけです。平成23年度は

145の申請があったと、101の採択があったという

ことで、パーセンテージもお示しがあったんです

が、これはそのとおり順調にいってるということ

で、まずはいいですか。 

○土木課長 

 カーブミラーと若干の取り下げは物理的にでき

ないところについて取り下げがございましたが、

ほぼ全て順調に進んでおります。 

○中島委員 

 金額的にはこの枠で考えていたものが、どのよ

うに動いたのか、追加的な工事ということで、ど

のぐらい行われたのか、その両方について。 

 全体で不用額はないのかという、そういうこと

ですね。その辺を大枠の話ですが、お聞かせをい

ただきたいと思います。 

○土木課長 

 金額的には１億1,500万円のそういった予算を

いただいておったわけですけど、これにつきまし

て、１億1,491万9,350円という決算になっており

ます。 

 中身としましては、舗装修繕が22カ所、側溝修
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繕が19カ所、準市道整備が10カ所、歩道その他修

繕ということで契約件数としては57件ほどでござ

います。 

 それから、緊急対応のほうですが、修繕費とい

う需用費のほうで1,200万円いただいております。

側溝ですとか、路肩ですとか、陥没だとかいろん

な修繕等がございます。それから交通安全施設等

の修繕もございました。1,396万1,064円というこ

れが緊急修繕ということで執行させていただきま

した。 

 以上でございます。 

○中島委員 

 緊急の主なものというものでは、今、道路の陥

没というものも何件かありましたよね。緊急とい

う意味では、この1,396万1,000円というふうに言

われたほうでは、主はものはどんなものだったん

でしょうか。 

○土木課長 

 特に側溝の修繕が多くを占めております。側溝

の修繕、それから舗装の修繕、ガードレールとか

防護柵、そういったものの修繕。特には側溝の修

繕が多くを占めております。 

○中島委員 

 側溝の修繕というお話もありましたね。収支支

払い調書の補助金見せていただいて、いろいろあ

るなと思って見たんですけども、今57件の１億

1,490万円余ですね、これが区長申請と。緊急対

応のほうがありましたけども、これは何件だった

か、ちょっと確認をさせてください。何件ですか。 

 それで聞きたいのは、市内業者発注と市外業者

発注と、こういう意味では、これらの件数的には

どのようになったのか。ほんとは金額もそれで市

内が何件で幾ら、市外が何件で幾らと、こういう

ふうにお知らせいただきたいと思うんですけども、

わかりますか。 

○土木課長 

 緊急修繕につきましては、主要成果報告書の96

ページでございます。一番上に道路維持補修事業

ということで市道山屋敶町３号線ほか66件という

ことで、全部で67件でございます。 

 このうちの市外業者ということでございますが、

ちょっと市内業者、市外業者はちょっと調べてな

いので、集計するまで時間いただきたいんですけ

ど。 

○中島委員 

 こういう区長申請から出たものは、巨大な工事

ではないので、ある程度市内で全部業者としては

可能、もちろん入札という制度がありますからあ

れですけども、一応市内業者が参入できる対象の

ものがばかりだなというふうには思ってるんです。

電気屋でも何でもそうですがね。 

 そういうことで、市内の方々の建設関係の人た

ちも要望されているわけですけども、市内の方が

やられた中で、最大金額というのもわかれば教え

てもらいたいなと。どういう工事で、最大どのぐ

らいまで対応したかと。金額的なものですね。工

事金額ということも、これはいろんな分野にわた

るので、どこでお答えがいただくかちょっと難し

いところもあるかもしれない。でもわかりますか。

まだわからないね、先ほどの話は。後から教えて

くださいね。 

 市内業者育成ということと、活性化という視点

も見ながらということですが、その辺では、特に

配慮していただいたみたいなところはあるんでし

ょうか。 

○清水副市長 

 この辺、市内業者への発注の状況ですけども、

企画文教委員会のほうでも尐し議論があったと思

いますけども、私どものほうも昨年の12月に業界

のほうから議会宛てに、また市長宛てにも要望を

いただく中で、一定の見直しをさせていただいた

ところでございます。 

 総合評価方式の件数を今まで試行で１件だよと

いうようなことでしたけども、今年度は何とか５

件やらせていただきたいということで、今、事務

方が、たしか３件発注済み、あと２件を準備中と

いうふうにこの前の企画文教委員会でもそんなお

答えをさせていただいていると思いますけども、

そんなふうで、大きなものについてはそんな形で

進めさせていただいております。 
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 また、今の話になっております緊急工事であり

ますとか、その他の区長申請のほうにつきまして

も、指名審査会の中でも各委員からも出ますけど

も、できるだけ特殊な工事でないものについては、

当然市内の業者で適正に競争していただくと、そ

ういうことが必要だろうということは常々出てる

ことでございますので、そういったことを配慮し

ながら私どもは進めさせていただいているという

ふうに認識しております。 

○土木課長 

 土木課の緊急工事のほうですね、1,390万円の

ほうの市内業者と市外業者の数の振り分けでござ

います。 

 市外業者につきまして13件、全部で67件でござ

いますので、54件が市内業者でございます。 

 それから、土木申請の１億1,400万円のうちは、

ほとんどが市内業者でございます。 

○中島委員 

 緊急のほうを54と13という件数だけでしたが、

もし金額的なこともわかればお願いします。 

○土木課長 

 失礼しました。金額につきましては、市外業者

13件で197万6,100円でございます。これは道路反

射鏡の業者が市外業者であったということでござ

います。 

○中島委員 

 このあたりの工事については、市内業者に多く

はいっているということ、特殊なものは市外業者

ということもあるという、こういうことがわかり

まして、それはスタンスとしては、やはり重要視

しなければならないことかなというふうに思いま

した。 

 一つ、側溝修繕のことで考え方伺いたいんです

けど、ある会社が工場と駐車場を市道を挟んで向

かい側に持っていると。市道を挟んで駐車場と会

社があると。恒常的なものなので、トラックが向

こうの駐車場から会社のほうへ物を運んだりする

のにいつも通ると。側溝がすぐ割れてしまうと。

こういう場合の補修はどういうふうにしてますか。 

○土木課長 

 明らかに原因者が工場側にあるということであ

れば、そちらのほうにも一定の負担をいただいて

修繕をさせていただいております。 

○中島委員 

 多分市がやったのかなと思うんだけど、やはり

恒常的にそういうような状況にあるところについ

ては、きちんとさっきのスリット型の側溝じゃな

いですけども、丈夫なものを入れていただいて、

市が直さないならいいんですけども、市が行って

いくというようなことであれば困りますし、それ

って開発要綱にも当たらないわけですよね。工場

ができるところの前の側溝はどうするかという。

これは開発要綱で何か網がかかって指導ができる

ものならやってもらいたいなと思いますけれども、

その辺の判断はどうなんでしょう。 

○土木課長 

 工場もあわせて開発するとか、一定の面積を超

えて開発する場合につきましては、その前面道路

ですとか、開発内道路の指導とか誘導ということ

はさせていただきますけど、単に既存の工場の前

面道路ということになると開発ではございません

ので、ただ、事前にこういうことで修繕したいと

いうそういう申し出で承認工事ということでやっ

てただく場合もありますし、通過交通がかなりあ

って、通過交通も半分あるんだよというようなと

ころについては市のほうで、先ほど言いましたよ

うにスリット側溝とか、ちょっと強靭な側溝とい

う、蓋ががたつかないような側溝を入れるという

場合もございます。 

○中島委員 

 現場よく見ていただいてということで、通学路

でもあって、一方通行なので、そう一般の車がば

んばん通るわけじゃないところなんですが、専ら

自社のトラックが出入りするという感じで、よく

壊れるのよという話で、通学路でもあるから早く

直してというこういう話がありまして、そういう

ところであれば、きちっとした側溝なり乗り入れ

てきなものとか、段差があるわけじゃないんです

けども、道路から平面ですっと入っちゃうのでね。

その辺が規制がなかなかされてないんだろうなと
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いうふうに思いますけども、そういった場合には、

やはり自己責任でその辺はきちっと対応していた

だけるようなことをしないと、何回も繰り返すと

いうふうな話になってきますので、その辺の対応

をというお願いをしておきたい。 

 具体的に言ってないので、すごく雲をつかむよ

うな話に思えるかもしれませんけれども、一般論

で見てもそういうことではないかというふうに思

いますので、もう一度見解を。 

○土木課長 

 ちょっと現場の状況もございますので、ケー

ス・バイ・ケースで対応させていただきたいと思

います。その件につきましては、後でちょっとお

話をお聞きしたいと思います。 

○川合委員長 

 午後１時まで休憩とします。 

休憩 午前11時57分 

――――――――――――――――――― 

再開 午後０時59分 

○川合委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○中島委員 

 側溝の件は一応お願いしておくということで、

根源的に問題がある場合には普通に、ただ修繕す

ればいいという問題でなく、問題を見きわめてや

っていただきたいということ。それから、強度の

足らないところは先ほどあったような強度のある

側溝をつけてくれということも含めて、場所、場

所で対応をしていただきたいということを申し上

げておきます。 

 それから、道路照明についてもたくさん修繕費

でやっていらっしゃるということであります。街

路灯、地下道、いろんなところで明かりをキープ

するということの取り組みもしていただいており

ます。街路灯というのは、今、市内では全基幾つ

なんでしょうか。今回直したのが何基ですか。 

○土木課長 

 道路照明の修繕ということでございます。 

 道路修繕の箇所ですけど、256カ所で485灯とい

うことでございます。そのうち、修繕したのが27

カ所ということでございます。 

○中島委員 

 道路照明というと１カ所につき金額も高い、防

犯灯よりも相当高いというものになるわけであり

ますけども、完全にこれは市の管理ということで、

これは今回の地下道なんかは暗くなって耐用年数

というか、20年もたったなとかいうこともありま

すけども、道路照明全般としては、どういう管理

をしていらっしゃるのか。 

 それから、これもやはりＬＥＤに変えていくと

いう方針に切りかえていくのか、このあたりにつ

いてもお聞かせください。 

○土木課長 

 256カ所のうち道路照明が、ちょっと道路照明、

こういうオーバーハングで10メートルぐらいの高

いやつ、そういったのが何灯あるかというのが、

ちょっと把握できてないので、申しわけないんで

すけど、256カ所の中には地下道の照明だとか、

例えば福祉体育館へ入っていく草刈地下道もあり

ますし、文化会館に入っていくそういった足元灯

とかいろいろありますので、単体の道路照明だけ

というのが今、把握できてなくて申しわけないで

す。 

 この修繕というか、ＬＥＤ化にしていくという

内容と修繕の内容がどうなっているかということ

ですけど、修繕につきましては、申しわけないん

ですけど、切れたら修繕ということで、前もって

取りかえるということはしておりません。切れた

ら修繕に出向くという形にしております。 

 それと、ＬＥＤ化なんですけど、一般の蛍光灯

のＬＥＤとは違いまして、灯具から一切全て変え

ていかなきゃいけないというそういったことから、

コストがかなり出てしまう。10年、20年、30年で

計算していっても、なかなかもとが取れない。今

のところは、まだ研究させていただくというとこ

ろで、今、ＬＥＤ化に変えていこうということは

考えておりません。 

○中島委員 

 そうすると、公園の照明灯も同じような、今回

もいろいろ修理があったり設置がありますけども、
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ＬＥＤ化ということについては同じような見解な

んでしょうか。 

○都市計画課長 

 今、土木課長のほうも説明をしていただいたん

ですが、灯具そのものは非常に高価になるもので

すから、公園で言いますと、いたずらにおいて照

明灯を割られたり壊されたりするものですから、

そのものを交換するとなると、非常にコスト高に

なります。 

 といったことで、我々のほうではエバーライト、

ＬＶＤがこれから考えてるわけですが、そういっ

た方向で、ＬＥＤに近いエバーライトという灯具

を最近では使用するというケースがふえておりま

す。 

○中島委員 

 最近ではふえていますというのは、知立市がや

っているということですか。 

○都市計画課長 

 新たに公園を新設する等、また照明灯が老朽化

によって交換するというときには、そういった方

向に今、転換しているところでございます。エバ

ーライトのほうに転換しております。 

○中島委員 

 实績があるということですね。そういうような

感じで街路灯、道路照明はどうなんですか。 

○土木課長 

 256カ所の485灯のうち、水銀灯が236灯、ナト

リウム灯が53灯、ＬＥＤが７灯ということで、先

ほど都市計画課長が申し上げましたが、都市計画

課のほうで新設で道路をつくっていただいた場合、

新規に道路照明をつくる場合はＬＥＤでお願いし

ているという、そんなような状況でございます。 

○中島委員 

 实際にはあるわけですね。新設のところが地下

道で草刈地下道も平成23年度で修繕してますが、

ああいうところはどうなんですか。ああいうとこ

ろならこういう腕つきの街路灯じゃないもんだか

らやりやすいですよね。地下道なんかは対応して

るんですか。 

○土木課長 

 地下道は全て蛍光灯でございます。 

○中島委員 

 ついでにＬＥＤ化ということについてのお考え

があればと思って聞いているわけですけども、意

を酌んでほしいと思います。 

○土木課長 

 研究させていただきます。 

 灯具の交換だとか、球だけで交換できればそう

いうことも可能なんですけど、器具そのものから

変えていかないけないというやつも中にはあると

思いますので、その辺で種類分けをしなきゃいけ

ないというのもありますので、一回調査させてい

ただきます。 

○中島委員 

 種別を調査してということで、町内のほうへの

対応と市の対応と整合性があるようにやっていた

だきたいなというふうに思います。 

 次に、放置自動車、撤去数は非常に計算してみ

る限り尐ないですけれども、状況はどのようにな

っておりますか。移動させたのが１件、２件とい

うような感じでなってますけど。 

○土木課長 

 放置自動車につきましては、平成23年度７台処

分させていただきました。発見台数としてはなく

て、以前からの積み上げの中で処分したという、

そういった状況でございます。 

○中島委員 

 車のほうもリサイクル料を依然取るというよう

な方向で、後で返すと。制度が変わった中で多尐

減っているのかなという感じはしますけども、長

年ずっと張ってあるのもたまに目につくというの

もあったんだけど、張ってあってね。そういうの

が最大どのぐらい、何カ月、現場に最大何カ月ぐ

らい置いてありますか、現状としては、長いので。 

○土木課長 

 最短で28日ですけど、最高では、ちょっと所有

者がわかったものについては、その都度連絡差し

上げてますので、最大ですと結構長い時間あるの

かなという気がしますけど、最大で何日間張って

あったかというのは集計はしてございません。 
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○中島委員 

 知立団地の中も道路に放置できないような形態

にしたということがあって、そういうものの苦情

が激減ということにはなっておりますけども、条

例を生かして十分やってもらいたいと。 

 今、放置自動車については、パトロールなんか

もやっていただいて対応していただいているとい

う。住民はもちろん通報もできますし、パトロー

ルで発見という、こういうのもあるんでしょうか。 

○土木課長 

 住民の通報が結構シェアを占めておりますけど、

当然パトロールのほうも一緒にやっております。 

○中島委員 

 放置自転車のほうでパトロールの撤去台数とか、

リサイクル台数とか、また最終的に知立衛生のほ

うに移動させてもらうという最終処分というふう

なルートがあるわけなんですけれども、そのあた

りは平成23年度はどうでしたか。 

○土木課長 

 放置自転車の平成23年度の撤去台数でございま

す。全体ですね、駅周辺、路上全て含めまして、

無料駐輪場含めまして849台でございます。その

うち、所有者がわかって返還したというのが238

台でございます。 

 また、廃棄処分したというのが486台でござい

ます。 

リサイクル、再生自転車ということで78台をリ

サイクルということにしております。 

○中島委員 

 リサイクルというものは、なかなか難しいのか

なという感じがしますけど、今、安い自転車が売

り出されてしまうので、リサイクルしても業界の

方たちもメリットが尐ないということなのかなと

思いますが、できるだけリサイクルしていただい

て、知立市のレンタサイクルもありますけども、

ああいうところでの活用とかね、いろいろやって

もらいたいなと思います。 

 これは知立衛生のほうに移動委託をされた場合

というのは、今、件数が出ましたけれども、これ

はその後はどのようになるのか。売却ですか。 

○土木課長 

 知立衛生のほうで処分しているのは486台です。

刈谷市の処分業者のほうに移動処分ということで、

現在無料で処分しております。 

○中島委員 

 自転車も、いまやそういう意味では有価物とし

ての活用ができないのかなという、そんな気がし

たものですから、全部無料で処分してもらうと。

移動委託料だけを払うという形ですね、そういう

ことになってると。 

 放置自転車そのものについては、駅周辺ではあ

まり放置されてるのは見なくはなったんですけれ

ども、そういった道路環境という意味でいって、

今、駐輪場に放かりっぱなしというのが結構ある

ように思いますけども、道路にほっとらかしてあ

るというのは意外と尐ないかなという感想は持っ

てるんですが、その辺はどんなふうですか。 

○土木課長 

 割と道路は尐ない状況にはなっておりますけど、

ただ、警告の札つけ、こういったものを条例上で

は約3,000台つけております。路上では260台、１

割ぐらいは一般の道路にもあるよというところで

ございます。 

 ちなみに、無料駐輪場では402台、札つけをし

ております。 

 ただ、このうちの撤去とか移動ですね、それに

つきましては、駅周辺が359台、路上が166台、無

料駐輪場が279台、こういった結果になっており

ます。 

○中島委員 

 無料駐輪場とかでも学校が卒業しちゃってから

置いていくだとかいろんなものもありますし、そ

ういったことがないように学校などにもお願いし

たらどうかなというふうには思います。この件は、

これでいいです。 

 無料の駐輪場、今、堀切１丁目のところにあり

ますよね。ここの保管場所の除草作業ということ

で47万2,500円で牛田の駅等々でも結構管理にお

金かけてるんですけども、全体で200万円近くか

かってるんですけれども、私、これらの仕事を今、
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全部シルバーにお願いをしておりますよね。シル

バーとのバッティングということにはちょっと心

が痛いんですが、例えば市のほうで考えていただ

いて生活保護の皆さんで就業が非常に困難だと、

50歳超えちゃったというような人たちの自立支援

プログラムの対象として、そういった駐輪場の整

備とか草刈りだとか、そういった仕事を提供する

ということができないものなのかなということを

思うんですね。 

 シルバーの仕事を取っちゃうという、そういう

ことではちょっと心は痛むわけですが、でも若く

て働けるけど仕事がなくて生活保護というふうに

なっている方々がいるので、市がそうやって発注

している簡単ですぐにできるような仕事であれば

そういう対象に考えてはどうかなっていうふうに

思うんですけれども、それは土木課長というより

も市のトップのほう、何かそういうお考えはでき

ないものなのかどうか、ちょっと見解を伺います。 

○清水副市長 

 本会議の中でもそういった生活保護者の雇用促

進という面での動機づけといいますか、そういっ

た面でボランティア活動でありますとか、今、御

紹介のあったような軽作業、そういったものもあ

るのかなということでございますけども、この辺

は今の自転車の駐輪場の整理ということに限らず、

これは一度福祉課のほうでも生活保護者の方の雇

用促進の面から検討させたいなというふうに思い

ます。 

 必要があれば市役所にも今の駐輪場の話もあり

ますし、ほかにもいろんなボランティア活動があ

りますので、そんなところも選択肢としてあるの

でれば、そういったことも全庁的に検討すること

も必要なのかなというふうに思いますので、これ

は一度また別の機会に私のほうから話題にしたい

と、このように考えております。 

○中島委員 

 ぜひお願いします。 

 一日ぶらぶらしているというのは、ほんとにつ

らいということで、ひきこもりになってしまうと

いう方たち、尐しでもということで畑つくって、

つくったものをちょっと買ってくれないという、

そんな話もくるんですが、プロじゃないのでちょ

っとどうかなというようなね、必死になってるこ

とは見えるんですよ。だけど、なかなか収入につ

ながらない、動いてもつながらない、そういうジ

レンマの方たちもたくさんおみえになるので、こ

ういったことについての検討を全庁的にというこ

とで今、お話がありましたので、ぜひ早い段階で

具体化をしていただきたいというふうに思います

ので、よろしく。 

 来年度からはぐらいのことができるのかどうか

のか、その辺もぜひスピーディに対応していただ

きたい。シルバーの方にもちょっと御協力いただ

かないといけないということもあるかもわかりま

せんけど、あちらも仕事がほしいという、もちろ

んありますので、だけどやっぱり生活保護の方た

ちの支援ということをちょっと優先する場面もあ

っていいのではないかというふうに思いますので、

お願いをいたします。 

 それから、ちょっと話が違う、土木のところで、

これは何だろうと思った支払い調書の中で、観か

きつばた券というのがありましてね、購入してい

らっしゃる。かきつばたを観賞する券ですけど、

観賞の観ですね。これは２枚で5,600円。2,800円

のが２枚というこういう感じですね。土木で購入

をされているということで、これは平成24年の３

月27日ぎりぎりのところで買ってみえるんですけ

れども、これはどのように活用するものなんです

か。 

○土木課長 

 これは毎年、知立建設協議会の要望会というの

が５月に行うわけですけど、そのときに今まで市

長交際費という中で、かきつばた券、要望会やっ

たあとに観光とか知立市のＰＲということで、か

きつばた園でお茶を飲みながら懇親を図るという、

そういった中でお願いしておったんですけど、こ

としは担当課のほうでお願いできないかというこ

とでしたので、私のほうで茶わんと拝観料とお茶

券のセット券ですね、それを知立建設の上層部用

に購入させていただきました。 
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○中島委員 

 知立建設事務所と、それは誰が集まるんですか。

もう尐し内容を。 

○土木課長 

 知立建設事務所の課長以上10名と担当、愛知県

の知立の県議と市では課長以上、市長、副市長。 

 以上でございます。 

○中島委員 

 毎年１回かきつばたを見ていただきながら懇親

会をやるということですね。 

 それで、かきつばた券２枚というのは、これは

２枚だけで足りるんですか。各ところで全部見れ

ば出てきちゃうのかな。 

○土木課長 

 今、県議と所長用ということで２枚をお願いさ

せていただいて、あとの方につきましては市長交

際費の中から出させていただいて、市部局につき

ましては部長にお願いして实費で出していただい

ているという状況です。 

○建設部長 

 ただいまの件につきましては、特に懇親会とい

うものはありません。要望会のあとに、毎年県の

知立建設事務所に対して建設部局合同で要望会を

開いておりまして、この要望会のあとにかきつば

たのちょうどお祭り期間中ということでかきつば

た園を見ていただくと。その場で所長と県議に対

して今の茶わんを差し上げるということで、あと

の方、また市の職員につきましては、その時間内

で終わってきますので、特に何もありません。 

○中島委員 

 この間も出ておりました連立とか何かで、なぜ

話してこなかったのかというふうな話がありまし

て、あの要望会ですか、年に１回ある。あれは違

う、この要望会とは違うわけね。これはどういう

ときに。購入は３月27日ですけど、３月に行って

ると。年度末に行っているんですか。 

○土木課長 

 ことしは、たしか５月のかきつばた期間中に行

っておりますけど、前売り券がお値打ちだよとい

うことで、５月にやるということはわかっており

ますので、事前に購入をさせていただきたいとい

うことで、以前の要望の連立の関係の話は、県の

建設委員会の県内調査ということで、県庁のほう

の偉い方と建設委員、そういった方が知立建設事

務所にみえて、５市の市長と提言をさせていただ

いたということで、今回の５月の要望会につきま

しては、知立市内の県事業８カ所だったと思いま

すけど、市の事業７カ所あるわけですけど、そう

いったものの要望促進、そういったお願いを県の

知立建設事務所に要望させていただいたというこ

とでございます。 

○中島委員 

 それはどこでやるんですか、要望会は。 

○土木課長 

 市長応接审で、いつも行っております。 

○中島委員 

 市長応接审というと、さっき言ったたくさんの

メンバーは入りませんよね。課長以上10名とかい

ろいろ言われましたけど、誰が出るんですか。 

○土木課長 

 総勢で22名ぐらいだったと思いますので、全員

そのパイプ椅子等も使って、パワーポイントです

か、そういったもので説明しながらパンフレット

等で説明しながらということで、全員その部屋の

中に入っております。 

○中島委員 

 これは市長交際費で従来はあったけれども、や

めてこちらへと。なぜそういうふうにしたのか、

経過は。 

○土木課長 

 ちょっとその辺の経過はわからないんですけど、

今まで秘書のほうでお願いしてたんですけど、今

回は同じ需用費だからということで、担当課のほ

うでお願いしたいという話でした。 

○中島委員 

 所長と県議にお土産を出すということですよね、

結局。お茶わんとお抹茶飲んでいただく、観賞し

ていただくと、こういうお金が要るんですか、こ

ういうお土産が要るんですか。 

 市長交際費は、多分私が思うには、これはちょ
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っと市長交際費として公開するには、はばかられ

るなということじゃないんですか、こういう種類

の出費というのは。県議がもらっていくという、

その姿を彼もあまりよくわかりませんけどね、議

会もしっかりそれはそういうものについては全部

お断りしようということで改正で、かきつばたは

参加させていただいて、金額が妥当かどうかちょ

っと私は不安なところがありますけど、でもこう

いうものを配らなきゃいけないのかどうか、幹部

だけ、所長と県議だけに。どうなんですか。やめ

てもいいんじゃないですか。こういうものがない

と立つ瀬がないですか。 

○清水副市長 

 抹茶茶わんを差し上げたらどうかということは

ないので、それは必要ないと思います。 

 この要望会ですけども、先ほど課長、部長も説

明いたしましたけども、今年度の場合で言います

と平成24年度、県が行っているやつ。例えば猿渡

川の河川改修ですとかそういうものの利用促進、

いろんな県道の拡幅の工事なんかが事業促進を具

体的にお願いする。それも午後、現場をまず事務

所の所長以下、担当の課長と私どもの担当課長が

一緒に現場を見て、そのあと市長応接审に入って、

もう尐し詳しくその説明をさせていただいて、そ

のことを要望させていただくと。それが終わった

ところで、市の観光ＰＲも兼ねて八橋のほうに足

を運んでいただいて、観光ボランティアの方に八

橋のいろんな観光とか歴史を説明していただきな

がら回る。その間に茶审でお茶だけですけどもい

ただいて八橋の状況を見ていただくと。そんなよ

うな中身になっておりますので、ちょっと話が長

くなって恐縮ですけど、もとの茶わんの話は別に

なくてもいいのかな、そういったふうに思います。 

 しかし、八橋のかきつばたそのものは、せっか

く知立の建設事務所にお勤めの皆さんですので、

いろいろ市外からもおみえになってますので、そ

ういったところはごらんになっていただいて、ま

たそういうことをほかのところで話題にしていた

だくというのもいいのかなと私自身は考えており

ますので、その辺については、引き続きやらせて

いただければありがたいなというふうに思ってお

ります。 

○中島委員 

 おっしゃることはわかります。せっかくだから

見ていただこうと。仕事はその前に時間内で仕事

として要望会は全員の方が話し合われるわけです

よね、要望したり説明したりということでやられ

る。それは仕事としてやられる。 

 そのあとちょっと寄ってもらおうということな

んですよね。それは見て行ってくださいという、

それはいいんですけど、やっぱりお土産的なもの

を一部の人にトップの人だけに渡すというわけで

すから、どうかなと思う。 

 市長、これはあなたの御意向で市長交際費から

切ったという、こういうことでいいんですか。 

○林市長 

 私、ほんとに今のこと、抹茶茶わんを渡してい

るということを初めて、非常に不徳でありまして、

今、副市長申し上げましたように、私も抹茶茶わ

んは要らないのかなと。やはりこういうかきつば

たは知立市のすばらしい財産でありますので見て

いただく、そんなことはこれからもやりたいなと

思っておりますけれども、抹茶茶わんは私は要ら

ないのかなと思っております。 

○中島委員 

 だから市長交際費としてこれはやらないよとい

うふうに、あなたの意思があって市長交際費から

は切ったのか、その辺を聞いているんですよ。 

○林市長 

 そのあたり、私、ちょっと。自分は事務のほう

がそういうふうにやってくださったのかなという

ふうに思っております。 

○中島委員 

 平成24年度もここまできたわけでして、平成24

年度の抹茶券がこれですね。平成23年に買ったね。

来年のは買ってないわけで、それは今おっしゃっ

たように、こういうものはきれいにしてくという

ことでいいですね。 

○清水副市長 

 そのようにさせていただきたいと思います。 
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 それから、私もこれちょっと推測というか、そ

こまで私も承知していなかったので大変申しわけ

ありませんけども、これは担当のほうが交際費と

いうのは一つの大枠の中で処理していくというの

はなかなか明確でないので、その目的ごとに執行

したらというような多分提案だったというふうに

思います。 

 そういうふうで平成22年度のものは平成23年度

そういうふうに執行させていただきましたけども、

今後においては、先ほど申し上げましたように、

そんな抹茶茶わんをお出しするということは必要

ないと思いますので、それは廃止していきたいと、

このように考えています。 

○中島委員 

 ぜひこういうものは、ずっと縁がないものだと

思っていたものですから、知立市にとってはね。

出てきたので尐し違和感を感じて、ぜひ是正をと

いうことで取り上げさせてもらいました。 

 それから、次に話変わりますが、道路後退用地

の寄附歳納登記委託料業務、私が見る範囲では14

件分が出たのかなというふうにお見受けする。ち

ょっと抜けていたらずっと調べて14件寄附歳納の

業務委託という形であったように思うんですけど

も、その辺、实績を明らかにしていただいて、道

路後退してもなかなか寄附してもらえないで、一

般質問でもありましたけれども、寄附歳納率とい

うのは何％ぐらいに工事をやられた方の中で当た

るのか、その辺がわかれば。何件あって14件だっ

たよとかわかればお知らせください。 

○土木課長 

 この中には一般の寄附と道路後退の寄附とあり

まして、一般の寄附は10件、道路後退は11件でご

ざいます。 

 訂正させていただきます。 

 平成23年度の道路後退の届け出の件数が23件で

ございます。寄附の件数は３件でございますので、

13％ほどになります。面積としては86.24平方メ

ートルということでございます。 

○中島委員 

 道路後退用地寄附歳納登記委託、八橋、山屋敶、

山町、御手洗、牛田町、新地町、東新池、ずっと

書いてあって出てたんですが、これ違うんですか

ね。３件ってことはないですよね。ここだけでも

５件。正確かどうか、ちょっと私は今、疑問に思

っておりますが、今言われた中でいうと23件が道

路後退の届け。寄附したのが３件。面積でいうと

多かったということですか。面積が86.24％とい

うことですね。あと小さいのはそのままだよとい

うことになっていると、そういうことでいい。３

件ですか、ほんとに。 

○川合委員長 

 しばらく休憩します。 

休憩 午後１時40分 

――――――――――――――――――― 

再開 午後１時43分 

○川合委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○土木課長 

 失礼いたしました。 

 道路後退の寄附は３件でございます。そのほか

道路用地の寄附歳納の一般の寄附の関係の登記で

ございます。 

○中島委員 

 そうすると、一般の寄附が10件、さっき言われ

た。最終的な確認。道路後退で寄附したのが３件。

数が合わないでしょう。道路後退と一般寄附とい

うのはどう。 

○土木課長 

 一般が10件で道路後退が３件でございます。 

○中島委員 

 わかりました。 

 23件の後退といういろいろ申請はあって、寄附

は３件ということで、面積的には結構86％という

ことですから寄附してもらったのかなと思います

けれども、経年的に言っても寄附は非常に尐ない

と。後退はしたけれども、道路形態は地域にとっ

ては十分にもちろん活用できないというようなこ

とでトラブルがあるという、これが現状だなとい

うことを改めて認識したわけですけれども、この

辺で刈谷市等が買い上げというようなことをやっ
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たりということもあって、その辺、議論、課題に

するということにはなっておりますけども、進ま

ない道路後退の問題も含めて考えると、その辺や

っぱり真剣に買っていくということも含めてやら

なきゃいけないんじゃないかというふうに思うん

ですけれども、改めて基本的な考え方、今後への

取り組みの方針、この辺を明らかにしてください。 

○土木課長 

 現在の道路後退の要綱が、そういった住環境を

よくするという目的のためにつくったものでござ

います。一般的には寄附でございます。 

 ただ、建築基準法の中で、そういった狭い道路

につきましては４メートル確保しなければならな

いという法律の中で動いている中のものですので、

一般的には寄附ということで、その後退要綱も寄

附でございます。 

 隅切り部分につきましては、出入り口の方につ

きましては広い道路についてるから奥の道路は寄

附する必要がないだろうというそういった考え方

もありますので、隅切りについては買っていこう

という、そういった要綱にはなっております。 

 要綱は出していただいたものの寄附をしていた

だけない、そういった方についていろいろ問題は

生じておるわけですけど、寄附はしないけど舗装

はしてもいいよと、そういう方もみえます。そう

しますと、分筆をせずに舗装だけして固定資産税

は減免しておりますけど、そういった方もみえる。

それから、この法律、要綱が平成16年から行って

おりますので、それにさかのぼって何件かござい

ます。そういった方ですとか、ほかの市ですとい

ろんなやり方をやってみえるようですけど、非常

に公平性が問題になってくるようなものですとか、

１路線が必ず将来に向かって４メートルになるよ

とか、その辺の確約がないと買わないよとか、い

ろんなところが見え隠れしている他市の要綱がご

ざいますので、ただ、今の知立市の要綱でこのま

まずっといっても、今、委員おっしゃられるよう

になかなか前へ進まないところがあるというとこ

ろで、本会議でも部長が答弁しましたように、や

っぱりある程度一定の方向を研究しながら前へ進

めていかなきゃいけない問題だなというふうに思

っております。 

○中島委員 

 再度の質問という感じで、一般質問等でも行わ

れたわけでして、实績見てもこうなのでというこ

とで改めて言ってるわけですけども、今、土木課

長がおっしゃった、検討していかなきゃいけない

なということですけれども、これも目標を決めて

検討してもらわないといけないわけで、気持ち的

にはわかるわと言いながら５年、10年とたつとい

う問題でなく、具体的にこれを進めるというそれ

をきちんとしないといけないんですが、その点で

は、建設部長はお考え持ってますか。 

○建設部長 

 私もことしの仕事宠言の中にこれをちょっとあ

げておりまして、先ほど言ったように、工事名義

のまま整備だけやったとかやらんとかいうことが

このあと管理をどうなってくるのかなと。市が整

備したところが、例えば舗装に穴があいたと。そ

れを今度だれが直すのと。今の考え方は、全部個

人の負担ですよと、個人が管理ですよということ

になっておる中で、そういう疑問がわいてきます。 

 また、個人のまま寄附もされない。砂利道のま

まにしちゃっといて草場になってどうするのか、

あるいは既存の道路との取り扱いどうするのかと

いうこともありますので、何とか公共にして、あ

る程度連続性が保てた段階で整備するとか、そん

なことをしていかないかんのじゃないかというふ

うに思っております。 

 ただ、今、課長が言いましたように平等性、う

ちが要綱をつくった平成16年から今、資料では13

件の寄附をいただいております。この人たちが率

先して協力したのに、ばか見ちゃったなというこ

とにもなりかねんもんですから、そういう方たち

をうまく、満足していただけないかもしれません

が、救うような手だてがないだろうかというのを

含めて、それから知立市の場合は市街化率が高い

ものですから、特殊な事情がありまして、これは

ほかの市もあるかもわかりませんが、昭和20年代、

30年代ぐらいですか、地元で道路を広げる。この
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当時は土木事業を補助事業として地元に町内に補

助しまして、町内がそれを使って道を広げたと。

それが分筆されておるんですね。分筆されとるけ

ども所有権移転ができないというものがかなりあ

ります。こういうものをどうしていくんだという

問題もありまして、そのパターン的に三つ、四つ

のパターンがありますので、そういうものを振り

分けまして寄附、あるいは買収、あるいは今思っ

ておりますのは測量費を補助するとか、いろんな

ケース・バイ・ケースに合わせて対応して、最終

的には買収してでも公道にしていかないかんなと

いうふうに思っております。 

○中島委員 

 いつごろまでにそれを決着つけるかという、こ

の点ですが。 

○建設部長 

 私も来年の３月まで、これまでに案的に私の試

案ということではちょっとつくりたいなと思って

います。 

○中島委員 

 もう在任期間中に案をつくっていくと。今言わ

れたことをもっともだなと思って聞いとりました

よ。いろんな事例があったりありますので、期限

を今ある程度定めていただいてお答えいただいた

ので、案をつくっていただいたら、早速全庁で進

めていくと。副市長、そういうことでいいですか。 

○清水副市長 

 この話、私もそういった決裁のときにも何でそ

うなのという話をしたんですけども、今、建設部

長が説明したようなことで、非常にいろんなケー

スがあると。過去の方は市の要綱に従って善意と

言いますか、そういう協力的なお考えの中で御寄

附をいただいたと、そういった方もおみえになり

ますし、今後そういうものを新たな市の施策とし

て方向転換をするのにすれば、過去の方は４月１

日施行だから今までの方はそれまでですよという

ことが通るのかどうかも辺も含めて、今、建設部

長もその辺が非常に悩みの種ですし、また、過去

のそういう道路整備のあり方についても歴史的な

ところもあって難しいなというのが本当に私も話

を聞いてそう思いました。 

 しかしながら、だからといってこのままにして

おいてはなかなか現状が改善はされませんので、

そこはひとつ内部ではもちろん一つの案として固

めますけども、どういった方に御相談して公平性

を担保できるのか、そんなこともありますけども、

いずれにしても内部では早急の詰め、今の建設部

長の試案というのがもしできるのであれば、そん

なものをたたき台に、しっかりとした議論、協議

をしていきたいと、このように考えております。 

○中島委員 

 試案を大至急つくっていただいて、進めていた

だきますようにお願いいたします。 

 まちづくりでも大きな区画整理がうまくいかな

い地域ね、消防車が入れんとかいろんなことがあ

ったり、すりかわりが不便だとか、いろんな地域

がたくさんまだございますので、そういった手法

をまちづくりの中で生かしていくというそういう

ものにしていっていただきたいなというふうに思

います。 

 それから、橋梁長寿命化計画点検委託業務

4,262万円ということで、藤コンサルに業務委託

をされております。平成24年度が寿命化計画を策

定の入札のあれも出ておりましたけども、それと

の流れということかなというふうにはもちろん思

ってますけれども、この藤コンサルに委託した

4,262万円、これについての中身をもう尐しお知

らせください。 

○川合委員長 

 ここで10分間休憩いたします。 

休憩 午後１時55分 

――――――――――――――――――― 

再開 午後２時04分 

○川合委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○土木課長 

 橋梁点検委託業務ということで、462万円でご

ざいます。これにつきましては、橋梁の長寿命化

修繕計画の中の前段の点検委託業務でございます。 

 平成22年度におきまして、１、２級幹線市道の
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15メートル以上を11橋やっております。平成23年

度につきましては、その他の橋梁も含めまして、

３メートル以上の橋梁28橋、全てで39橋でござい

ますけど、平成23年度につきましては28橋を行い

まして、平成24年度にこの38橋についての橋梁長

寿命化計画を作成して、将来かかるコストの平準

化と言いますか、そういったことのために計画づ

くりをしていきたいということでございます。 

○中島委員 

 橋梁耐震詳細設計委託業務というのも別にあり

ますね。これは新池橋というんですかね、これは

何ですか。 

○土木課長 

 その下の橋梁耐震詳細設計委託業務につきまし

ては、新池橋と新田橋の２橋でございます。この

２橋の耐震補強の調査設計委託業務ということで、

252万円ということでございます。 

○中島委員 

 だから長寿命化の一方で取り組みしながら耐震

ももちろんやっていかなきゃいけないというその

かかわりがちょっとわからなくて、今あわせて聞

いたわけなんですけども、長寿命化は、例えば新

池橋や新田橋、これらも入ったものなのか、また

別のものなのか、長寿命化計画には入っていない

別のものについてやってるのか、その辺の関係を

お知らせください。 

○土木課長 

 新池橋、新田橋は長寿命化に入っているかどう

かということでございますけど、新田橋は入って

ございますが、新池橋は長寿命化に入ってないで

す。 

 耐震につきましては、その橋の橋長７メートル

以上で避難所のアクセス道路の経路になっている

橋について耐震の補強を、１、２級の22橋やった

あとに、その他道路の10橋ぐらいやろうかという

中のその２橋でございます。 

 それと橋梁の長寿命化につきましては、知立市

内全橋梁につきまして、３メートル以上の橋梁に

つきまして、あとボックスとか簡単に書きかえが

できるという橋梁を除いて、その長寿命化のサイ

クルコストの計画づくりというそういったことで、

全く別の事業になっております。 

○中島委員 

 １、２級の幹線道路にかかる橋というものにつ

いては、耐震関係はもう終わってるんですよね。

３メートル以上というもう一方の28橋、その中に

この新田橋も入っていると。耐震という意味でい

うと進行状況は、もう一回確認させてもらいたい

んですけど、28橋のほうで。 

○土木課長 

 28橋につきましては、１、２級の15メートル未

満、１、２級以外のその他道路の３メートル以上、

これが28橋でございます。 

 先ほどの私の持っている資料はおかしくて、長

寿命化のほうの点検のほうに新池橋入っておりま

した。訂正させていただきます。 

○中島委員 

 ということは、長寿命化計画で網羅されている、

それはそれでやりながら避難所の経路というよう

なことで、先に耐震補強をしなきゃならないとい

う方針でいくものについては、このように取り組

んでいるという、こういうことでいいんですか、

新池橋、新田橋。28橋ある中の耐震状況はどうな

のかと、全体的にね。避難経路に向かっていくと

ころについては早くやらなきゃいけないと。この

方針は一般論でわかるんですけど、具体的に全体

どうなっておるんですか。 

○土木課長 

 28橋を点検するんですけど、それが耐震が行わ

れておるかどうかということとは、またちょっと

違いますので、その辺が精査されてないんですけ

ど。 

○中島委員 

 その辺を精査してもらえれば、そうすると長寿

命化計画というのは、一体何をやるんだろうとい

うことになっちゃうもんね。耐震がばっちり補強

されているものも、ないものもあるという中で点

検委託をやっていくという、そういうことになる

わけですよね。 

 だから、私どもから見ると、ちょっとわからな
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いですよね。長寿命化だから大体四、亓十年しか

もたない橋を延命しようねという大きい目標はい

いですよね。そのためにという。それから、一遍

に建てかえがくっつかないように、ラッシュにな

らないように平準化するというためにやりましょ

うということはいいんですけれども、耐震そのも

のでいうと、これと整合性がまだ十分把握されて

いないと、今の数でいうとねということなので、

これは後からまた、すぐわからなければ、もう尐

し後から教えていただければと思いますけども、

この辺、両方セットでわかったほうがいいですよ

ね。 

○土木課長 

 後で説明させていただきますけど、とりあえず

点検委託業務で長寿命化を図るというのが、さっ

き39橋と言いましたけど、40橋でございます。耐

震のほうが17橋、１、２級が22橋で、あとプラス

10橋程度ということで、まだ確实に何橋やろうと

いう数字は決めてないんですけど、10橋程度やっ

ていこうという、１、２級の15メートル以内とそ

の他道路の10橋程度を第２次耐震対策でやってい

ったらどうかというふうに計画をしておったとい

うことでございます。一回後で整理させていただ

きます。 

○中島委員 

 よくわからないので、長寿命化計画ができるの

とあわせて耐震化計画もそれにセットしてなって

いくよというように、わかるようにお願いしたい

なというふうに思います。 

 補強工事としては、御手洗橋と芋堀橋が实施さ

れました。芋堀橋のほうについてなんですが、こ

れは県と市で契約を交わして、負担金という形で

知立市が出しているということですよね。2,758

万1,000円ですか、知立市の負担金ということで

す。 

 これについては、県、市の割合はどのように、

金額は協定書に書いてあったのでわかるんですが、

契約のときの金額ですけど、どういうことでこの

負担割合をしているのかと。それから、これは県

が執行した入札ということで、これについては入

札、落札率というところは一応わかるかどうか、

わかりますか。 

○土木課長 

 負担割合の原則は、通常河川改修に伴う橋梁改

築につきましては２分の１が通常でございます。 

 ただ、芋堀橋につきましては、幅員２メートル

でしたけど、現在の歩行者、自転車用の道路とい

うことで標準が３メートルになっておりますので、

市の意向で１メートル付加しましたので、３分の

２が市の負担で、３分の１が県の負担になります。 

 あと、これを負担事業ということで県のほうに

やっていただきますので、完全に２対１ではなく

て、県の事務費が付加されることになります。 

 執行関係はわかるんですが、今ちょっと手元に

ないもので、入札執行関係ですね。ちょっと後で

調べさせていただきたいと思います。 

○中島委員 

 それは出てきたら教えてくださいね。 

 ほんとは２対１だけどもということで、幅を１

メートル広げたと。２メートルから３メートルに

広げたということで、３分の１、３分の２と、こ

ういう割合になったという、これは県のほうでそ

ういったものがあるんですかね、基準を決めるた

めの根拠が。こういうふうにした場合にはこうだ

というのが。１メートル拡幅したらこうなったと

いうのでは、ちょっと割合という意味では不明朗

なところはあります。 

 实際お金で見ると、県が529万円、約530万円で、

知立市が最初の契約の協定のときなので執行した

金額違いますが、協定の中では約530万円と約

3,000万円ということで、相当の乖離があると。

事務費が乗っかるとこれだけになったのですかね。

相当乖離がありますよね。３分の１と３分の２と

いう意味ではね。その辺がどうしてこれだけ膨ら

むのかということが、ちょっと疑問ですね。その

辺のこともすぐにはわかりませんか。 

 全体で3,500万円という工事費の総額が大体書

いてありますからね、これを３で割って、２と１

というふうに分けると2,000万円と1,000万円とい

う、ちょっとオーバーでしたが、ということで大
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分違うので、具体的にもう尐し何が上乗せになっ

たのか。 

○土木課長 

 この事業が平成22年、平成23年ということでや

ってきとるわけですけど、平成21年につきまして

も委託等やっておりまして、市の負担はゼロなん

ですけど、県のほうで全て負担していただいたと

いうことで、全体事業の中で9,600万円かかって

おるわけですけど、この事業の中で、知立市負担

が３分の２の6,500万円、県が3,000万円という全

体の中で調整しておりますので、平成23年度につ

きましては、若干ちょっとこの負担割合としては

違ってきてる状況になっております。 

○中島委員 

 完了したわけですから、総事業費が２年度にわ

たって委託料も含めてあったということに、県の

ほうだからわからなかったんですけども、それは。

総事業費9,600万円、もう尐しそれの具体的に示

したものと県と市がどうなったのかということを

また改めて。今すぐわかるんですか、数字まで。

２年間で芋堀橋のための総事業費が幾らであった

と。県と市が幾らだったと。２年間総じてどうだ

ったと。たまたま平成23年度は割合がえらい乖離

があるよということだけども、２年間では３分の

２と３分の１、大体そうなっとるよということな

のかどうか、その辺が見てるだけではわからない

んですね、これでは。 

○土木課長 

 委託業務からいたしますと、平成21年のときに

県が702万4,123円でございます。これを本来なら

ば、３分の２対３分の１なんですが、県が全額負

担ということでやっていただいております。 

 平成22年度に入りまして、平成22年度の事業費

が5,746万7,877円です。知立市の負担が3,800万

円でございます。平成23年度の事業費は3,191万

9,716円で県の負担が433万8,766円で市の負担が

2,758万950円で、平成21年から平成23年のトータ

ルが9,641万1,716円で県の負担が3,083万766円で

市の負担が6,558万950円でございます。 

 この中に市の負担の中には県の事務費等が入っ

ておりますので、３分の１、３分の２という数字

がきちんと出てこないという、約３分の１、３分

の２ということでございます。 

○中島委員 

 わかりました。 

 まだ落札率、入札結果ちょっとわかりませんけ

れども、県のほうでやっているものについてもき

ちんと把握できるような、またこういう説明を都

度してほしいなというふうに思いました。 

 それから、これは踏切の拡幅工事、市道上重原

町の13号線の交差の踏切ですね、今きれいになっ

ておりますね。これは名鉄の施工ということであ

りました。この名鉄施工、この場合の負担割合と

か負担金ですからね、ここに入る。これは入札の

状況とかそういうものがわかるんでしょうか。 

○川合委員長 

 しばらく休憩いたします。 

休憩 午後２時56分 

――――――――――――――――――― 

再開 午後２時57分 

○川合委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○土木課長 

 名鉄の負担金につきましては、１億1,000万円

で当初協定を結びました。 

 その後、名鉄としては、随意契約により矢作建

設工業のほうに発注をいたしまして、精算額とし

て9,364万9,000円ということで変更協定を結んで

おりますけど、この中には名鉄の事務費等が入っ

ております。 

 以上でございます。 

○中島委員 

 当初の協定では１億1,000万円であったと。こ

れは知立市の負担金の金額を言ってるんですね。

今言われた9,364万9,000円をここの57ページの成

果報告書に書いてある金額と同額ですよね。市の

負担金がこうなったということですね。 

 だから最初の契約協定というのは、市の負担金

をこれだけいただきたいよという協定が１億

1,000万円だったと、こういうふうに見ていいで
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すか。 

○土木課長 

 この踏切の工事をお願いするのに市のほうでは

できないものですから、名鉄のほうに負担金とし

てお支払いして、名鉄側に発注して工事を实施し

ていただいたということでございます。 

○中島委員 

 踏切の安全性ということだけども、名鉄側は一

銭も出さなくて、知立市だけで基本的に工事を行

うという、こういうものであるというふうで解釈

すべきですか。 

○土木課長 

 基本的に原因者が知立市ですので、道路側が全

額負担で拡幅をしたということでございます。 

○中島委員 

 随意契約で矢作建設が行ったと、こういうこと

ですね。そうすると、これは落札率はこの割り算

すればいいという、こういうことですか。落札し

てこうなったから知立市の負担がこうなったとい

うことでいいんですね。さっき事務費はどうのこ

うのってちょっと言われましたね。 

○土木課長 

 事業費の１億1,000万円の中に軌道部分と信号

部分と電線の部分と通信機の部分といろいろあり

まして、矢作建設工業は、その軌道部分のみを請

け負っておるわけですけど、あとの電気関係につ

きましては株式会社メイエレックというところが

請け負っております。 

 軌道式につきましては、その軌道式と電気通信

費等全てそういった工事費関係では１億５万

6,000円でございます。 

 あと、監督費、事務費、補修費というのがござ

いまして、それが994万4,000円というところで１

億1,000万円という数字が出ております。 

 請負ということでございますけど、工事関係に

つきまして8,478万5,646円ということで、約85％

ほどの請負かなと思います。 

 あと、事務費関係も若干安くなりまして、886

万3,354円というところで、合計が9,364万9,000

円というところでございます。 

○中島委員 

 詳細には説明をしていただきました。落札とい

うふうには言わないのかな。随意契約ですよね、

これ。随意契約ですりあしでやってここまで下げ

てもらったというような形。電気関係も株式会社

メイ何とかとおっしゃったかな。名鉄のメイです

かね。これも随意契約ですか。 

○土木課長 

 いずれも随意契約でございます。 

○中島委員 

 随意契約で予定価格をこれだけ下回ったという、

こういうことではあるんですけど、全部随意契約

というやり方であったということですよね。 

 知立駅の連続立体交差事業の関係では、どのよ

うにやられているのかということが問題になって

いるわけですけども、都市整備部長、連立の場合

は名鉄の入札関係、これは、まさか随契じゃない

ですよね。わかります。 

○都市整備部長 

 今、透明性の部分でございますけども、これま

で私ども、県を通じて確認をさせていただいたと

ころにつきましては、名鉄もはっきり契約を明示

をしませんので、県も聞き取った内容の中の解釈

だと思うんですが、一般的に鉄道の軌道、もしく

は電気通信関係、これは鉄道輸送の安全性にかか

る部分でございますので、これはこれまで信用で

きる業者ということで、一般的には随契でやって

いるのではないのかと。それ以外の土木行為に関

する内容については指名なのか一般競争入札入札

なのか、その内容についてはわかりませんが、入

札方式でやっているということは聞いております

が、これも正式に書面で私ども確認したわけでは

ございませんので、今後そういった部分について

も県のほうには、私どもも含めてですが、契約方

法については情報提供があるということですので、

そういう中で確認を取っていきたいと思っていま

す。 

○中島委員 

 中心的な部分は随契でやっているのではないか

と、軌道の関係だもんね。安全性はわかりますけ



 

- 33 - 

れども、東京などでは議会の中でも議論されてい

ますように、入札でやっているところもあるわけ

で、今の話で言えば、矢作建設工業が全部随契で

受けると、こういうような流れに今の話を類推す

るとなるなという、そんな感じがしたわけですね。 

 それは中身的にやはりきちんと報告していただ

くことで、今、踏切の中では85％というふうなこ

とでしたけれども、予定価格がどうだったかとい

うことも含めてちょっとわかりませんけれども、

そういうものがきちんと明らかにならないと、や

っぱりまずいですよね。 

 名鉄の連立じゃないところでは具体的な数字が

一応出されるわけですから、これは市の事業だか

ら県の事業じゃないからそこは違うわけですけれ

ども、県がわかっている情報を市に出さないとい

うことが、おかしいですよね。県がどこまでわか

っているのか。わかっている部分は市にも100％

明らかにすると、こういうのは当たり前のことで

はないかと思うんですが、その辺はどうなんです。 

○都市整備部長 

 透明性の確保については、これまでも鉄道事業

者に何回と重ねてお願いをさせていただいたとこ

ろでございますが、名鉄の基本的な考え、連立事

業につきましては国の一定の決められた枠組みが

ございますので、そこの中で事業者である県には

その枠組みの中でいろんな項目についての資料は

提示しているということで、その中に国が定めて

いる透明性の中に、これまで言っております契約

の方法だとか、契約の過程にかかわる内容につい

ては明示されてないということで、鉄道事業者で

ある名鉄もそこについては情報を流してないとい

うことで、県もそこについては、多分情報を得て

ないということでございます。したがって、私ど

もにその部分についても情報的なものは流れてお

りません。 

 ただ、实際の執行の契約した内容、また、そう

いった契約額等については、これは一個一個契約

体ごとに県も確認しておりますし、私のほうも情

報としてはいただいております。 

 ただ、名鉄はそれに対して一般の公開という部

分については承諾していないと。これは県も情報

公開条例の中で、いわゆる民間とのやりとりの中

の情報については相手方の同意がないと開示でき

ないということもございまして、そういった中で

名鉄が同意をされないという今現状の中では、知

立市に内容の情報提供があるのか、それを表に出

すことは私どもとしてもできないというのが現状

でございますので、一定の部分については情報は

きているわけですが、今言われているような契約

の内容について契約の方法、契約過程については

現状としては、その部分の情報は流れてないとい

うのが現状でございます。 

 しかし、これ本会議でお話しましたとおり、名

鉄のほうもその部分については、各年度の完了確

認の時点で契約の過程についても今後は確認をさ

せていただくということで了解をしておりますの

で、市としても、その部分については、どのよう

な過程で契約されたかということについては確認

をしたいというふうに思っております。 

 ただ、この点は、同様に内容を一般に開示する

ということは、名鉄まだ同意しておりませんので、

適正に執行されているかどうかの確認はできます

が、その内容を表に出すことができないというの

が現状でございます。 

○中島委員 

 現段階では県に情報が公開されたものでも市の

ほうへはきていないと、契約方法の内容について

ということですね。 

 今後、完了の確認の部分では、それは市のほう

へはくるだろうと。けれども公開はできないと、

議会へも報告ができないと、こういうことですね、

今のお話はね。市のほうへ適正かどうかは市が独

自に判断しますよというわけだけど、それは議会

側の判断は全く無視されると、こういうことでは

やっぱり問題ですよね。二元代表制の議会という

ところには報告してはいけないと、こういうこと

ですか。例えば秘密会で議会のほうには内容を詳

しく説明すると。最低限でもそれやらないと、ほ

んとにそれが妥当かどうかという基準がわかりま

せんよね。慣例とかいろんなことで言われてくる
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と、そうかなというふうに流れてしまうような気

がしますよね。だから、今のところはまだ県から

のいろんな情報が入ったことがない、契約に関し

ては。あるんですか。 

○都市整備部長 

 契約過程に関する業者の選定をして入札なりそ

ういった過程については県にもその内容は伝わっ

てません。それ以外の契約以後の内容については、

これは書類として県にも出されておりますし、私

のほうは県から内容についての確認はさせていた

だいておりますので、その部分については情報は

きております。 

 ただし、さっきも言いましたように、契約に至

るまでの過程については、県も市も現段階では確

認をとれておりません。 

○中島委員 

 全然問題だわね、それじゃあ。お金をちょうだ

いというわけだから、結果幾らになりましてと結

論が出てくるのが当然で、お金出さないきゃいけ

ない。請求するわけだから。幾らでしたよという

ことはもちろん言うと。それは当たり前のことで、

じゃないとお金出せないもんね、執行できないも

んね。それはやるよって、そんなことは当たり前

のことで、問題になっている公開性は、その過程

ですよね、問題は。 

 過程は今も県にも一切出さないんだよという答

弁ですよね。これは前から何回も何回もやってい

ることで、さっき私がちょっと完了の確認の部分

ではというのは、それは結論のお金の部分だけと

いう意味ですね。いつの段階になっても過程につ

いては公開するというルールはないと、今のとこ

ろ。国の基準には書いてないじゃないかというこ

とで一切公開しないというのがそれがルールなん

だということで言っていると、こういうことです

ね。 

○都市整備部長 

 現状として、そういう今、契約の過程に対する

部分については県も市も確認を取ってない、情報

が流れてないというのが現状です。 

 ただし、名鉄も透明性という部分について、多

尐なりとも御理解をいただきまして、現在お話を

させていただいている中には、今年度から、今年

度の完了、単年度ごとの事業確認の中では名鉄と

しては、その契約の過程についても県、市に確認

をしていただくということについては了解をして

いるということでございますので、今年度の執行

内容については、契約の過程についても事業の今

年度の終了時点ですので、３月７日と思いますが、

その時点で契約の過程も市としても確認をさせて

いただくということで名鉄と話が今できておりま

すので、ほんの尐しですが前進はしてると。 

 ただし、この内容を表に出すということは、ま

だ名鉄としても了解をしておりませんので、確認

ができるというそういった状況にあるということ

でございます。 

○中島委員 

 来年の３月の段階、年度末の段階で、今年度の

契約についての過程は明らかにしてくれると。過

去のものについては対象にはなってないんですか。

過去のも含めて経過を全部明らかにしてもらうと。

こういうことは理屈上は拒否するものではないよ

うに思うんですけども、そういう内容にはなって

ないんですか。 

○都市整備部長 

 まだそこまで名鉄と過去のものも含めて全部と

いう、そんな協議、話の内容までいっておりませ

んので、今の件踏まえて、過去の分の内容につい

て、どう名鉄が対応していただけるかも、また協

議をしていきたいと思います。 

○中島委員 

 エレベーターをつけたり渡り廊下つくったり、

そういう大きな工事も行われたわけで、あれは対

象外だよということじゃいけないですよね。一応

全ての過去の契約の経過を手のひらに乗せると。

まずは市がそれをちゃんともらうと。そこのとこ

ろは全面的にわかるように要求してもらいたいで

すね。過去のものについてもと。 

 単年度という話もちらっとあったので、単年度

ごとに全部というならいいんですけどね、それに

ついては確認をしてもらわなきゃいけない。この
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話というのは、いつの段階で確認をされた話なん

ですか。 

○都市整備部長 

 ちょっと正式な日にちまで私、記憶にないんで

すが、８月の終わりに県のほうから正式に名鉄の

意向ということで、これまで名鉄のほうに県から

も透明性について要望、お願いをさせていただい

ておる中で、名鉄のほうから現状できる範囲とい

う中で、第１段階としてそういった回答をいただ

いたということを県から８月の終わりごろだと思

いますが、確認をしておりまして、これは議会で

公表させていただくということで県も了解をいた

だきましたので、本会議でもお話をさせていただ

きました。 

○中島委員 

 こうやってもらうことを公表することはいいと。

だけど中身は公表してはいけませんということで

すよね。まだそこの関所が高いと。議会のほうに

は一切報告はしてはだめと。これはここのところ

が一番問題ですもんね。明らかにするということ

が公正、公平性、公開性、市民にほんとは公開し

なきゃ意味ないですよね。議会で秘密会というち

ょっと邪道かなと思うし、全ての市民に明らかに

できるような形で、市民が出した税金ですもんね、

国の補助ももちろんあるわけですけども、それも

もとはといえば税金ですもんね、全部ね。ですか

ら、市民が知る権利があるというふうに思うんで

すよね。ここのところはやっぱり絶対引かないで、

こちらに手にしたものは出すよというぐらいの勢

いで、ここまでくればいいじゃないですかと。何

を隠さなきゃいけないんですかっていう、その辺

をやってもらいたい。 

 専門だからといって矢作建設工業に全部随意契

約だったっていうふうなのは、やはり問題じゃな

いかなというふうに思いますし、矢作建設が受け

た場合には、地元の業者というのはどういうふう

に考えているんでしょう。地元業者への請負。直

接じゃなくてそのグループでやっていただくよう

なそういうことは話し合いがあるんですか、今後

のこととして。 

○都市開発課長 

 そういった提案をいただきまして、投げかけた

ことはございます。過去には、東海連立、太田川

ですけれども、太田川市内の業者が請け負った实

績があります。 

 ただし、この業者は準大手ということで、それ

なりのノウハウは持っている業者ということです。

当市のような零細と言いますか、弱小な事業主体

が工事を受けられるかどうかと言いますと、やは

り技術的な問題もあって、尐し可能性が薄いので

はないかということです。 

 ですから、下請、孫請、その下になるかもしれ

ませんけれども、そういったところで使っていた

だくことを今後投げかけていきたいというふうに

考えております。 

○中島委員 

 ほんとに大きい怪物のような大きな大きな工事

が行われても、地元は指をくわえて見ているだけ

ということではね、経済効果がないわけでして、

まちづくりの過程でも経済効果が生まれるという

ことでなければ皆さんが気持ちよく推進してくれ

という気持ちにならないですよね。 

 全部仕事を取られて、市は結果的にはお金がそ

こに集中するから、みんなのところになかなか発

注、公共下水道も減っちゃったとか、いろんな形

で事業が回ってこないという、こういうことにな

ってしまうのでは、やはり大きな意味の効果がそ

こで半減してしまうということですから、そうい

うことはしっかりやってもらいたいなというふう

に思います。 

 まちづくりという点では、これまでも出てまし

たけれども、駅周辺事業ということで、再開発の

ビルもありますけども、駅周辺のところでは全体

的な見直しということで、道路ネットの検討見直

しというが既に説明を受けたわけですけど、こと

しになってからね。この辺は全体的なこういうも

のができた段階で、地元新地だとか本町だとかい

う直接的なかかわる地域に対しては、十分に説明

を行って、それで意見交換を行うと。見直しにつ

いてもしっかりと皆さんの理解をもらうんだと、
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こういうふうに言って進めていらっしゃるわけで

すけれども、その辺では、どのような行動がとら

れたのかですね。 

○都市開発課長 

 今現在、委員会ということで進めております。

その間に地元にも接触をし、意見を吸い上げてい

くということを表明しております。 

 实際に商店街の方には、もう既に实施をいたし

ました。５商店街です。そのときには駅南の方が

出席されませんでしたので、その後、別の機会が

ありましたので駅南の方にも説明をしております。 

 今後ですけれども、宝町、新地、本町というこ

とで意見交換会を開催することが決まっておりま

す。 

 以上です。 

○中島委員 

 ５商店街プラス駅南ということで、６商店街。

これはいつやったのか、そして、皆さんの御意見

というのはどうだったのかですね。 

○都市開発課長 

 ５商店街ですけれども、尐々時間をいただきま

す。 

 ５商店街につきましては、８月24日午後７時か

ら我々の事務所で行いました。そのときに駅南振

興会は出席されませんでしたので、後日駅南で独

自に設置しているまちづくり研究会、そういった

ものがございまして、そちらに参加をさせていた

だき、説明をさせていただきました。 

○中島委員 

 その内容はどうですかということも聞いたんで

すけども、これは平成23年度の決算審査ですけど、

平成23年度の当初予算の審議のときにも今のよう

なことをやるということで言われてましたけども、

平成23年度でそれ实施された、今、日にちは平成

23年度でいいんですか。 

○都市開発課長 

 平成24年度です。今年度行いました。 

 意見の内容でございますけれども、やはり駅前

商店街の方々は、一方通行ということで、その閉

鎖が解除されたということは一定の評価をいただ

きました。 

 コミュニティが交互通行になったことも評価を

いただきましたが、やはり一番望んでおられるの

は、現在と同様の交互通行でありまして、それを

やはり今でも望んでおられます。 

○中島委員 

 これ、ずっと長いスパンで議論して、もちろん

これで終わりということで進めるべきものではな

いわけで、去年の３月議会でこのように説明会を

行いますというふうに言っていて、行われたのが

ことしになってからの夏ということでは、随分今

のお話ですと、もっともっとという話やらなきゃ

いけないんじゃないかなというふうに思いますけ

れども、東西線に一番大きな中心、皆さんの関心

があるということですが、南北線については何か

意見がありましたか。 

○都市開発課長 

 特には出ておりませんが、駅南の方々からは、

どちらにしても早く方向性を出してくれというこ

とを言われております。 

 今年度に入ってからということの御指摘ですけ

れども、特別委員会を今年度の５月28日に開催し

ておりまして、その後、地元との交渉を始めたと

いうことでございますので、そういったことにな

ってしまいました。 

○中島委員 

 見直し案そのものがまとまるという時期が、な

かなかだったということもあって、そういう日程

になったと。ことし話し合いをしてみえると、そ

ういうことですけれども、このぐらい事業そのも

のとしてはなかなか進まないなというそういうこ

とだと思います。 

 東西線については、最終決着という時期という

のは、都市計画決定を審議会開いてやっていくと

いう方向ですよね。いつまでに結論を住民との合

意を取ってやろうとしているのか、見切り発車で

はいけないということですよね。その辺はどうい

うふうに考えてみえますか。 

○都市開発課長 

 最終的に都市計画変更を平成26年から平成27年
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度の間で行っていきたいということを考えており

ます。 

 したがいまして、見直しは今年度原案を作成し、

来年度関係機関協議を重ねて、都市計画の原案を

作成していくというところでございます。 

○中島委員 

 今年度中に原案を策定するということで、説明

を特別委員会等でされた内容を、今見直しをして

いると、そういうものがありますか。 

○都市開発課長 

 实際に愛知県警察本部、公安協議ですけれども

行いました。やはり結構なボリュームでございま

すので、その一日ではやはり全てを協議すること

はできませんでした。街路については、おおむね

行ったんですけれども、駅前広場の計画について

は、まだ公安協議のほうは入っておりません。 

 愛知県のほうにつきましては、協議を今、進め

ている段階でございます。 

○川合委員長 

 ここで10分間休憩いたします。 

休憩 午後２時57分 

――――――――――――――――――― 

再開 午後３時06分 

○川合委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○土木課長 

 先ほどの芋堀橋の件でございます。設計委託と

橋梁の平成22年度、平成23年度の設計金額と契約

金額の関係でございます。 

 平成21年度の設計委託につきまして、設計金額

1,135万500円でございます。契約金額が668万

8,500円でございます。平成22年度の下部工の工

事でございます。設計が6,239万4,150円、契約金

額が5,480万7,877円で、平成23年度でございます。

設計金額が3,300万2,550円で契約金額が2,998万

9,050円でございます。 

 以上でございます。 

○中島委員 

 ありがとうございます。また後からじっくりな

がめます。 

 駅周辺の計画の中で見直しについては、先ほど

お話があって、今後のスケジュールが示されまし

た。十分に見直し案に沿った地域住民の願い、ま

た、議会の声、これらを反映した形でのまとめ上

げをやってもらいたいなというふうに思います。 

 案は案としても出ているわけで、大幅に駅広に

ついては、まだ検討に入っていないと。一番そこ

が中心的な関心事ですよね。たくさんの街路のい

ろんな計画見直しが出ましたけども、個々に言え

ばあるのかもわからないけど、市民が今すぐに関

心があるところはあそこと、駅前ということです

よね。 

 ですから、そこのところをどうまとめ上げてい

くのかということですけども、東西線の今、交互

が一番いいという地元の話、これについては、も

う見直す可能性がないということなのか、さらに

何か検討する余地が残っているのか、そのあたり

ですね、一番焦点は。その辺はどうですか。県の

ほうが最終的に見直し案を見るということですよ

ね、県の事業ということでね。駅広はあれですか。

県のほうの意見を今、聞いてるということですね。

見直しがまだ余地があるかどうかということでは

どうですか。 

○都市開発課長 

 考えておりますのは、公安協議の際に、いわゆ

るＡ案ですね、自分のところが望んでいる交互通

行で道路の真ん中から出入りするという案を示し、

意見を聞くことも必要かなということで、今その

ように進めたいというふうに考えております。 

○中島委員 

 公安のほうの一つは関所がありますからね、そ

この中で最大限地元の要望が实現できるかどうか

と、こういうことが正念場に入ってくるというふ

うに思いますが、公安にも逆に言うと、地域のた

めに知恵を絞ってもらわなければならないと。こ

ういう方法ならいいよというような地元の皆さん

の意見が实現できるような方法を、公安としても

考えて出してもらうというぐらいの勢いで、地元

の声を实現させようという勢いでやってもらわな

いと、何のためのまちづくりかという最後そこに
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いってしまうので、その点については全力でやっ

てもらわなきゃいけないと、そんなふうに思うん

ですが。都市整備部長、その辺ではどういうふう

にお考えですか。 

○都市整備部長 

 やはり連立事業を初め、大きな事業を動かして

いく中で、それを事業効果、いわゆるまちづくり

として中心市街地が活性化できるその一つには、

やはり連立や駅周辺の骨格づくりだけでなくて、

まちづくりという観点で知立の駅周を魅力あるま

ちにしていくということの中で、やはりその中に

は、住民の方、商業者の方、そういった理解があ

ってまちの活性化も生まれてくるということでご

ざいますので、そういった意見は十分お聞きした

中で、見直しに当たってまいっておるわけでござ

いますが、これまでの御意見踏まえて、今、私ど

も議会にも御説明した素案をお示ししたわけです

けども、これからはその素案をもとに、再度皆さ

んの意見をお聞きをして、最終的な原案にまとめ

たいということでございますので、その中には、

先ほど委員もおっしゃったように、公安委員会等

の関所もありますので、そういう中で理解が得ら

れないと、やはり行政や地域だけの希望というの

が通っていかないということがございますので、

今後、協議に十分地元事情も説明をしながら、公

安委員会の理解と、また、私どもも地域の御意見、

御要望をかなえるような見直しに努めてまいりた

いと思いますが、いずれにしても、地域の皆さん

の理解が必要だということは、これは私ども肝に

銘じておりますので、そういう中で、今後計画を

固めていきたいと思っております。 

○中島委員 

 まちづくりが一番のもとであるという、こうい

うことですね。100年に一度という話もありまし

たけど、そのスパンというだけでなく、ほんとに

今、住んでいる人たちが、みんな逃げて行っちゃ

ったと、もうここには住んでられないわというこ

とで、自分の店を売り払って出て行ったなんてい

うまちになったら、それは失敗だと。今、住んで

る人たちが、ほんとによかったねって言えるよう

なものにしなければならないというね、それが一

番の命題だというふうに思うんですね。 

 再開発ビルについても同じようなことが言える

んですけども、たくさんの税金２億5,000万円と

いうことで投入するというふうに言われてるわけ

ですが、この間から案が出ているわけですが、去

年の段階では、まだ１階だけでなく店舗を入る余

地が希望を募って２階にもして、その辺が活気の

あるそういうものにしたいなというお話も３月議

会の中では、当局のほうとしての発言はされてい

たわけですけれども、昨今出されたものは１階で

すよと。２階からは駐車場なり住宅ですよってい

うふうになってきてしまって、そういう活気とい

うものについて大丈夫なのかなというのが、やっ

ぱり大きな市民の皆さんの思いですね、不安です

よね。 

 その点について、１階だけの店舗で埋まって、

これ以上は私もやる、私もやるというふうに出て

くるという可能性がもうないからああいう絵をか

いたんだと、こういうこととして理解していいで

すか。 

○まちづくり課長 

 駅北ビルの件でございますが、地権者22名のう

ち、ここの１階に店舗床としまして、自分でやり

たいという方は現在２名でございまして、とはい

っても90％以上がこの１階店舗の床が決まってい

るわけですけども、そこに何が入るかにつきまし

ては、こちらの計画、尐し先と１階だけではいか

んですけども、現在まだ尐し先の計画をこの時点

で決定するには早いかと思っております。 

 なので現計画では、今は都市計画決定をしてこ

こに法令的な意味を込めまして、準備段階でござ

います。地権者のほうも、にぎわいについては私

どもと質問者と全く思いは同じでございますので、

ともににぎわいのある店舗のほうを今後検討して

いきたいと思っております。 

○中島委員 

 結局、１階だけという構想で一応固まっていま

すかという、そんな質問したんですけどね、今。 

○まちづくり課長 
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 端的に言いますと、もう一度繰り返しになるん

ですけども、現在は素案でございます。なので確

定したものはございません。 

 今、今年度決めようとしている都市計画決定特

別の内容は、この0.3ヘクタールのエリアを決め

ることと、高度利用等についてを決めたく事務を

進めております。 

○中島委員 

 そうはいっても２階まで店舗が希望を募ること

ができるのかなという、そんなことですよね。素

案ですと言われても、素案では１階だとなってる

んですよね。さっきの駅広の素案じゃないけど、

なかなか素案が動かないんですよね。 

 これはもちろん私も私もという話がくればあり

がたいですけど、それはどうぞという話になるか

もわからないけども、今のところではそういう発

信、募集、ある程度そういうことも、この段階で

やれるかどうかわからない。でも打診していくよ

うな何か行動というものが必要かなとも思うんだ

けど、その辺はどうでしょうかね。見通しをつく

るためのＰＲ募集、こういうことはやられるんで

しょうか。 

○まちづくり課長 

 店舗についての考え方は、委員と私ども同じ考

えだと思っております。にぎわいの出るような店

舗につきまして、どのような形で決定していくか、

募集していくかにつきましても大きな課題だと思

っておりますので、まだそうは言っても先、時間

がありますので、重々研究してまいりたいと思っ

ております。 

○中島委員 

 にぎわいをつくり出すというのは一方的なもの

じゃないのかもわからない。市民がいろんな知恵

を出してというのもあるとは思うんだけど、今は

夕方にぎわいがあるけども昼間のにぎわいがない

じゃないかという意見も言ってみえたけれども、

夜のにぎわいもなくなっちゃったって昼間もしん

としてたなんていったらね、さらに最悪だなとい

うふうに思うんですよね。 

 地権者の方であれば店舗代が要らないわけで、

店舗を借りてやろうとするとお金がかかりますよ

ね、貸し店舗的にやろうとするとね。今はよそか

らの区画整理のほうで移転して入ってくるとかそ

ういうことで、床代、土地代、借地代、借地とい

うか部屋代、そういうものが要らない人が大体そ

ろって、一応名前が挙がっているんですかね。地

権者とかよその区画整理で引っ越してきて、そこ

を仮換地でこちらにくるからそこに入るというね、

そういう場合は借地料要らないですよね。自分の

ものになるわけだから。１階の広さの中で、どの

ぐらいそういう土地代が要らない人が今、占めて、

大体予想がついてるのか。あと、どのぐらい残っ

ているのか。 

○まちづくり課長 

 店舗部分につきましては、尐し細かな数字はわ

からないんですけども、先ほどと同じですけども、

２件の方は現在やってみえるお店をその中でやり

たいと。それ以外の方は、90％ほどが権利があり

ますよという方につきましては、そこで貸してい

きたいということでございます。 

 そういった回答でよろしいでしょうか。 

○中島委員 

 ２件はお店がほぼ決まってるようなもんだと。

全体の90％、じゃあ10％が２件の方という意味ね。

90％という言葉がわかりにくいですね。もう一度

言ってください。 

○まちづくり課長 

 全床面積の90％が権利が決まったと、権利者と

いうことです。 

○中島委員 

 そうすると、あと10％は権利者でないので、土

地代、部屋代を出して、そこで店舗を行っていく

という人になるよということですね。90％の中で

も２件以外の方は、全部貸し店舗にしたいという

ことは、实質店舗を運営される方は、結構高い部

屋代を出して運営しなきゃならないと、こういう

ことになるわけですよね。 

 そうすると、普通の店舗で、何店舗に区切るか

わかりませんけれども、どういう部屋代を出して、

借り料を出して店舗が募集されるというかね、大
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体の目安というのはどうなんでしょうか。建設費

から全体のコストからということになるわけです

けど、その辺というのは、大体わかってるんです

か。そうじゃないと募集といったってなかなか、

貸しますよといって地権者は家賃が要らんわけで、

持ってればいいんだけども、借りる人からしたら、

どの程度のお金を出したらその店が借りれるのか

見通しがね、そんなら出て行こうかなというよう

なことにもなりますよね。 

 だから、その辺もイメージとして建設費が全部

わかってるわけだから、国の補助、御本人たちの

負担全体わかってるわけだから、そうすると平方

メートルどのぐらいの賃貸料、もちろん本人がも

っと高く貸したいといえばあれだけど、採算ベー

スではこのぐらい平方メートルお金をいただかな

いといけない価値のある物件なんだということは、

当然わかるわけでしょう。どの程度のものなんだ

ろうと。そうすると入るか入らんかということも

そこで考えていくわけだから、どう思いますか。 

○まちづくり課長 

 大変申しわけないです。私だけかもわからんで

すけども、現在そういった平方メートル幾らで貸

すというような想定については、数字は持ってお

りません。申しわけないです。 

○中島委員 

 具体的になってくるとそういう話になってくる

ので、事業費そのものがこれだけかかれば、当然

これだけという区画整理でも事業を行って、土地

単価はこれだけというふうに出てくるわけでしょ

う。評価も変わってくるというような形でわかる

わけで、床面積についてもそういった試算を行っ

て募集をしていく、お店の身の丈に合った募集と

いうことになるのかどうなのか、そういうことも

一応検討してみてください、試算してみてくださ

い。今は結構ですからね。 

 そういうこともしながら２階も応募があるとい

いなといったって、幾らになるかさっぱりわから

なければ応募もできないですよね。ということで、

もう尐しこれも詰めていかないと絵にかいたもち

ということで、お店ががらがら、夜の飲み屋も高

くて入れないから誰も来ないというようなことに

なったら最悪と。最悪のことを考えながらやって

いかないといけないと思うんですよ。 

 ですから、夢を語りながら、でも最悪のことも

考えながらきちんと押さえることは押さえていか

なきゃならないというふうに思いますので、これ

は市の建物ではないので勝手に評価して、これだ

けで貸すなんてことはもちろん言えないですよ。

だけど地権者の皆さんと一緒にその辺は一度どう

なんだろうかという議論はしてもいいんじゃない

か。そして試算するお手伝いをしてもいいんじゃ

ないかというふうに思います。 

 なかなかこれもちょっと前途多難かなという感

じもしますけれども、いいまち、駅前のにぎわい

ということで頑張ってもらわなきゃならないとい

うことですね。駅再開発ビルはどこも失敗してる

よというようなことを聞くと、ちょっとほんとに

心配になるので、その辺を十分に心してやってい

ただきたいということです。 

 もう一度連立の三河線の駅のことについてもふ

れさせていただいていいかしらね。コスト削減だ

けじゃないよと。まちづくりという観点からも駅

の位置というのは考えるんだということもおっし

ゃってみえたわけですね。削減が第一というふう

には思ってはいるわけですけども、その辺の基本

的な考え方は、今もそういうふうに思ってみえる

のかどうか。 

○都市開発課長 

 国の協議によりまして、そういった話が出てき

たわけです。どういうことかと言いますと、やは

り駅を移設する理由です。我々はコスト削減とい

うことを前面に出して要求しているわけですけれ

ども、やはり国の観点からすると、そのコスト削

減だけではどうしても頼りないと言いますか、や

はりまちづくりという観点から連立事業もそうい

った観点がございますので、その方面から实現性

があるのならば、そういった理由もつけるべきだ

ということで、そういった話が出てきたわけです。 

 しかしながら、我々この移設の問題をスタート

させた根本の目的というのは、やはり事業費の削
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減ということでございますので、そのスタンスは

あくまでも変える考えは持っておりません。 

○中島委員 

 そうでなければ全体的にやっていけないという

事情ですからね。お金をかければ何でもいいもの

買えるわけだけども、そういうわけにはいかない

ということで、その点だけはトータルな面で合意

が得られればコスト削減でなくてもというような

ことも過去の御発言の中ではあったんですけども、

あくまでも削減ということに視点を置いてやって

いきたいと、こういうことですね。それはそうで

なきゃいけないというふうに思うわけです。 

 まだ名鉄とは移設した場合の線増に対するとか

いろんな考え方がきちんと調整ができないという

こともあって、名鉄側の考え方が、まだほんとに

十分にはわからないのかなという感じもするんで

すが、名鉄とは何回ぐらいこれについては移設と

いう問題については話、県のほうがすると思うけ

ど、やってるんですか。 

○都市開発課長 

 担当者レベルで連立ワーキングというものを毎

月１回ずつ開催しております。それ以外に三河知

立駅の移設に関してだけ特別に扱うワーキングと

いうものも１カ月に一度開催してきております。 

 以上です。 

○中島委員 

 それは誰と誰がやるんですか。県、市、名鉄。 

○都市開発課長 

 名鉄は複雑でして、偉い課長と、その次の課長

がいらっしゃいまして、その課長、４人ぐらいで

すね。そのあと係長レベルですかね、ちょっと名

前がいろいろありましてよくわかりませんが、４

名です。愛知県のほうは補佐以下担当まで、知立

建設事務所も補佐以下担当、主査までですね。当

市は次長と私が出ております。 

 以上です。 

○中島委員 

 三河知立ワーキング、ここではどこまで煮詰ま

ったんですか、話し合いとして。 

○都市開発課長 

 煮詰まっておりません。ですけれども、昨年度

末に都市整備部長にも出ていただきまして、この

協議をだらだら進めるわけにはいかないというこ

とから、遅くても今年度中には結論を出すという

ことを明言していただきまして、そのように進ん

でおりますので、我々もそのように進めておりま

す。 

○中島委員 

 去年も今年度中ということを言ってたよね、確

かね。ことしも今年度中と言っていて、また来年

度も言うかもしれない。去年も今年度中とおっし

ゃったんですよ。ほんとに今年度中に結論を出す

ように進めようということで急ピッチで議論して

るということですか。 

○都市開発課長 

 三河線の仮線工事を平成31年から始めようとい

うことは、平成33年までに終わるという工程から、

これは絶対条件になっています。 

 そのためには、その前段として、まず用地を買

収する区域が固まらなければいけない。その後、

路線測量、用地測量をやって、初めて用地交渉が

始められるわけです。これを工事が始まります平

成31年までにやらなきゃいけないということです

ので、遅くても平成30年までには更地化する必要

があるということから考えますと、今年度結論を

出さねば、ほんとに限界に来てるというところで

ございます。 

○中島委員 

 ほんとに限界ということで、そういったところ

で言うと、今年度あと半年ということですけども、

内部的にはどの辺を今、考えていらっしゃるんで

すか。 

○都市開発課長 

 先ほども申し上げました、あくまでも目的はコ

スト削減ということですので、これが实現性がな

ければ現在の实施計画、今の駅をそのまま築造す

るという計画に戻らざるを得ないと考えておりま

す。 

○中島委員 

 コスト削減という場合に、だからまた堂々めぐ
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りになっちゃうんだけど、名鉄がどこまで出すか

ということもかかわってくるもんね。線増という

ことに対してどこまで出すか、それがかかわって

くるという。知立市の負担のコスト削減ですよね。

知立市負担が下がらなきゃならないと。そういう

意味では、知立市だけでということでなく名鉄が

一番大きいキーポイントですよね。これから名鉄

とももっとぐっと詰めた話し合いをして結論を出

すと。名鉄の負担がこれ以上は嫌だよといったら、

もうばちっと打ち切って現況の位置でと、こうい

う話ですね。そういう今、時点にきているという

ことです。 

 三河知立駅の周辺の皆さんのというのは、話し

合いとか何かは直近ではいつごろやられた。 

○都市開発課長 

 移設を目的にした説明会は開催しておりません。 

 ただ、環状線の測量の説明会の折には、移設に

ついてのお話もさせていただきました。そのとき

の反応ですけれども、やはり街路の説明会がメー

ンであったということから、一切移設についての

お話は出なかったです。 

○中島委員 

 わかりました。 

 コスト削減ということが前提なので、議論のス

タートは、そこのところで十分に詰めていただき

たいなというふうに思います。 

 あと尐し伺いたいんですが、ちょっと戻っちゃ

って土木の課長のほうにお尋ねしたいと思うんで

すけども、木造住宅の耐震診断ですね。ちょっと

改めて实積とか、ある程度のこの中にも意見書の

ほうに書いてあったんですけども、平成23年度の

实績については47件というふうに書いてあります

が、監査のほうでは49件と書いてあって、ちょっ

と数を確認をさせていただきたいと。 

 緊急支援の補助金を使ってというのもありまし

たが、別に書いてありますよね。耐震補強ですよ

ね、これも。全体で耐震補強が今年度どれだけ要

ったのか。その辺の目標との関係、今そちらのほ

うで建築のほうですね、お願いします。 

○建築課長 

 平成23年度の耐震診断は91件、木造改修の实績

が一般型が46件、木造の解体实績が２件、簡易改

修の实績が１件ということでございます。 

 改修について、实績としてあげますと、木造改

修の实績46件と木造解体の实績２件と簡易改修の

实績１件、これを足し算しますと49件ということ

で、市のほうの補助金の関係で实績というふうに

表現させていただいております。 

 それでいきますと、累計でいきますと、全部の

累計は1,716件が耐震診断の合計ですね。それか

ら改修のほうの合計が一般型が147件、木造解体

の实績が６件、簡易改修が３件ということです。 

○中島委員 

 診断された方に対しては9.1％程度の改修です

かね、これはね。９％ぐらいが改修をされた。

1,716件に対して156件。解体も含めてますけども、

こういうことで、やっぱり大変これは足取りが重

いということですが、木造２階建てのアパートと

いうのは、これは対象になりますよね。 

○建築課長 

 木造２階建てのものであれば、昭和56年以前は

当然耐震診断を受けたものであれば対象になるか

と思います。 

○中島委員 

 なると思います。 

 それで、診断は無料ですね。改修については

100万円が上限ということですね。こうなってお

りますが、民間のアパートというと、大家が市外

に住んでる場合もあるんですね。知立市にアパー

トを持ってると。そこに知立市の市民が何人か住

んでると、こういうアパートもあるわけですよ。 

 うちの要綱を見ていると、補助金の対象者はと

いうことで、市内に既存する旧木造住宅の所有者

とするということで、ただしということで市税を

滞納しているものは補助金を交付しない。これ、

市税滞納者はだめだよという話あるわけですけど

も、市外に大家が住んでいる場合は対象になるん

ですか、ならないんですか。滞納とか関係ないで

すけどね、これは。 

○建築課長 
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 大家が、所有者が市外の方であっても住民が住

んでるということであれば、それは対象になると

思います。 

○中島委員 

 そうすると、この市税を滞納している者には補

助金交付しないというところがちょっとひっかか

って、滞納者ではない全く納めていない人という

ことになるんですけど、市外ですからね。固定資

産税は納めるよね。だけど市民税は納めないよね。 

固定資産税は納めるよ。市外であってもそこへ納

めるということになるものですから、この表現が

ちょっとわかりにくいなと私は思いまして伺った

んですけど、こういう事例というのはありました

か。 

○建築課長 

 ちょっと私の知る限りでは、中身を見てみない

とわかりませんが、市税のほうの知立市のほうの

完納証明か、市外であれば市外の完納証明がつけ

ればいいのかなというふうに今、思うわけですけ

ど。 

○中島委員 

 固定資産税は払いましたという市税はあるけど、

市民税まで払ったかどうかをチェックするんです

か。 

○建築課長 

 固定資産税が該当するかと思います。 

○中島委員 

 ちょっとその辺も市外の大家の場合はこうだと

いうようなことがね、もう尐しわかりやすいとい

いんではないか。 

 古いアパートもなかなか住民からいったら安い

からいいわということで、取り壊しまでは同意が

いただけないようなところでね、尐し補強ができ

れば安心かなというふうに思いますので、そうい

った質問させてもらいましたが、この要綱の表現

のところに、市外の方の場合はこうしてください

というようなことがね、大家があったらいいんで

はないかと、こんなふうに思いました。その辺、

そしゃくして要綱について尐し手直しをしていた

だけますでしょうか。 

○建築課長 

 一度内容をよく読みまして、検討してみたいと

思います。 

○中島委員 

 南海トラフの大きな被害予想が出まして、待っ

たなしの大きなテーマで、監査委員の意見書の中

でも一つの項を立てて木造住宅の耐震補強という

ことで出されておりますよね。これを大いに進め

てほしいと。 

 平成24年度はシェルター等にも補助ということ

で進んでおりますね。いろんなメニューで、いろ

んな形で身を守る手だてをとっていただくという

ことが大事かと、こんなふうに思いますが。シェ

ルターとベッド、これは今年度早い段階で、門が

詰まってしまったよということでしたけれども、

その後どのようになっていますか。 

○建築課長 

 それでは、平成24年度の現在の状況だけ説明さ

せていただきます。 

 耐震診断が先週現在、９月21日現在ですけど36

件、耐震改修が13件、シェルターとベッドを含め

まして３件、非木造の診断が１件という状況にな

っております。 

 シェルターのほうは、一応予算の枠内は門が詰

まったということですが、もし出てくれば、それ

は中で対応しようということを考えております。 

○中島委員 

 改修も13件ね、もはや申請があったということ

ですね。やっぱり危機感というのは尐しずつ広が

っていると思いますし、お金がついてくる問題な

のでそういうことになるわけですけども、補助制

度も100万円までこれまでじりじりと引き上げて

はきたんですけれども、この辺で例えばたくさん

お金のかかる人、簡単に済んで、十分100万円未

満でできてしまったという人いようかと思うんで

すが、最近の改修費用というのはどういうふうに

現状なっておるんですか。 

○建築課長 

 耐震改修の工事費なんですけど、これは大体

200万円前後ぐらいで推移しております。 
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 したがいまして、その耐震診断の結果の数値が

やっぱり低いと、それなりに大きな金が要るとい

うことになってる感じがしますね。 

○中島委員 

 今、シェルター等については、また出れば広げ

て受けるよということですね。ぜひそれお願いし

たいと思います。 

 家具転倒防止の金具について、この間、向こう

のほうでやったんですけども、防災の関係でね。

なかなか民間アパートに住んでると傷つけちゃい

かんとか言われて、家具の金具もつけることがで

きない人もいるわけですね。長寿介護課のほうで

は、65歳以上の高齢者については無条件で無料で

配付しようという、この間答弁をされておりまし

た。委員会で、無条件で。あの手、この手でやっ

ていかなきゃならないだろうと。 

 ほんとに賃貸の方たちは、シェルターを置くわ

けにもだめだし、ベッドぐらいは入るかもわから

ないけど、賃貸の人というのは、なかなか身動き

がとれないなと。大家が改修してくれるか、大家

が何かやってくれないとなかなかねというふうに

なってくるので、さっき木造住宅のアパートの件

も言いましたけれども、その辺、スポット当てて

木造の集合住宅、そういうところに住んでいる方

たちへの大家へのＰＲ、そして住民としてできる

ことということで、私はＰＲしてもらいたいなと。

アパートの方たちに。鉄筋コンクリートというわ

けなら関係ないわけですけども、結構安くて低家

賃のところには高齢者がたくさん住んでみえると、

こういう实態ですよね。そういったことについて

も把握しながらね、何かＰＲの方法はないかとい

うふうに思うんですけど、そういうＰＲするルー

トみたいなものってアパート業界とか何かありま

すか。 

○建築課長 

 昭和56年以前の木造建物ということで、私のほ

うは毎年そういう該当されると思われる方にダイ

レクトメールを出しておりますので、その中で気

づいていただくというのですかね、耐震化に協力

していただける方があれば、またその中から相談

をいただくというんですかね、アパートに限定し

たということは、今、正直選別はしておりません

ので、今後そういう目で見ても区分していきたい

なとは思いますけど、毎年、平成14年から行って

ますので、かなり自分が昭和56年以前の建物だな

ということは、皆さんかなり承知をしているのじ

ゃないかなと私のほうは思っております。 

○中島委員 

 ちょっと特化したＰＲ、さっき言ったように、

ここに住んでない大家もいるかもわかりませんの

で、だから今のお話ですと、住んでなくても大家

が安城市だとかというふうになると、安城市にも

お手紙を出していらっしゃる、対象の物件につい

ては。 

○建築課長 

 残念ながら市外のほうには、ちょっとまだそこ

まで調べてないということですけど、多分通知は

市内に限定でやってると思いますので、またその

辺も一度考えていきたいなと思います。 

○中島委員 

 ぜひこの監査委員の指摘について、どうやって

進めていくのかという具体的な方策をきちんとと

ってもらうということでなければ監査の意味がな

くなってしまいますから、この辺を十分にやって

もらいたい。 

 長寿介護課のほうは固定の家具を一生懸命こう

やって広げますといって新たな方針を出しました

よ。ここのところでは新たに何をやるのかと。Ｐ

Ｒだけではちょっと足りんなという感じがするけ

ど、何か新たな、ローラー作戦でいろいろという、

まちごと勉強会というのも大きな効果があるかな

とは思いますけれども、今まで勉強してもなかな

かすんなり改修にはいかないということもありま

したが、ことしはもうやられたんですか。 

○建築課長 

 ことしも昨年は地震に強いまちづくりというこ

とで、山町をやらさせていただきました。ことし

は、もう尐し早くできないかなということで、新

地町と弘法町に協力をお願いしたところ、よい返

事をいただきましたので、初回の第１回はもう既
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に開催済みでございます。 

 また、10月に入ってから第２回、第３回という

ふうに進めていきます。その中で、また耐震ロー

ラー作戦もやっていくと。一町を今回は４回開催

で締めようかなと思っております。 

○中島委員 

 新たな取り組みが何か功を奏する様なものが出

てくればいいんだけど、補助金をふやすしかない

のかなとかね、そこへくると皆さん急にきますも

んね。国の予算が30万円ついたときには、一気に

ぱっときたというのがありましたからね。そうい

うのも含めて検討の余地があるのかどうか、財政

のことがいつも出るので大変なのかなとは思いま

すけれども、やっぱり今さっきの落合ポンプ場じ

ゃないけども、絶対必要なものは必要なんだよと。

命を守る対策、こういったものも必要なんだよと

いうことで、その辺でもう尐し比率を上げていく

ということ。 

 改めて、その耐震補強の数の目標数値と、さっ

き到達点は出ましたけども、平成23年度ではどこ

までいくという目標であったのか。年度ごとには

なってなかったかな。ちょっとその辺が、予算化

は目標といえば目標なんだけども、どうですか。 

○建築課長 

 目標ということですけど、市が仮に目標を立て

ても参加していただけるのは、ほんとに耐震をや

っていただける人が参加していただかなければ、

私のほうはＰＲするとか補助金は幾らあげました

とか、そういうものが精いっぱいということにな

りますので、毎年毎年、当初予算であげさせてい

ただいている数字がありますので、そこまでこれ

れば、もう最高かなというふうに思っております。 

○中島委員 

 そういうことでいうと平成23年度の目標は何件

でした、改修目標。 

○建築課長 

 平成23年度は補正をさせていただきましたので、

57件だったように記憶しておりますけど、今年度

は20件ですね、改修に関しては。 

 あと、非木造のほうでも何とかやっていただけ

るという人も相談にありますので、そういう方の

ほうの集合住宅というんですか、共同住宅という

んですかね、たくさんの方が住んでみえますので、

そういうところの人がやっていただけると相当そ

の効果が上がるのかなということも考えておりま

す。 

○中島委員 

 町内のほうにこういったこともＰＲをしながら、

地域ぐるみで防災組織があったりするところもあ

りますけども、不十分でも一応防災組織があって、

地域ぐるみでそういうことを考えるようなね、ロ

ーラー作戦までいかなくても出前講座をちょっと

町内会にやるとか、区長会でもしっかりやるとか、

何か手を打っていったらいいなというふうに思い

ます。 

 それから、ちょっと話変わりまして、小さい予

算の話ですけども、散歩みち協議会があって、平

成23年度は150万円の協議会への支出をしており

ますよね、予算化がされて。 

 これは、散歩みち協議会として相談しながら、

新たな取り組みがそこの中で出てくればやるみた

いな、ちょっとファジーなものであったかなと気

がするんですけれども、これについては、どうい

う結果でしたか。 

○川合委員長 

 ここで10分間休憩いたします。 

休憩 午後３時55分 

――――――――――――――――――― 

再開 午後４時06分 

○川合委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○都市計画課長 

 散歩みちの件に関して、ファジーな面もあるが

全体的にはどのように決定したかというところで

説明をさせていただきます。 

 この散歩みち協議会というものを組織されてお

ります。これは18名の方が参加されておるわけな

んですが、非常に熱心にやっていただいておると

ころでございます。 

 そういった中で、散歩みちの中にも花壇を設置
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しようというところもあります。その中で、八橋

町のほうから、これは２カ所、今回この散歩みち

で整備をさせていただきました。 

 その中で、散歩みち協議会の提案をさせていた

だきまして、場所として八橋町に花壇、パティオ

のほうの間瀬口川のところに散歩みち転落防止柵

として整備をさせてもらいました。これが整備し

たところの状況でございます。 

○中島委員 

 花壇の整備、八橋、間瀬口川で防止策と、これ

で転落防止ね、これで150万円を執行ですか。執

行がどうでしたかね。借りたのかな。 

○都市計画課長 

 事業費といたしましては、八橋町の源田谷のと

ころなんですが、そこの花壇の設置工事で80万

1,150円、そして、転落防止柵ですが、61万4,250

円、合わせて141万5,400円でございます。 

○中島委員 

 協議会の方たちの会合だとか、いろんな事務費

だとか、そういうものについての支出はされない

んですか、この中からは。別途ありますか。 

○都市計画課長 

 特にそのメンバーの方たちに支払う報償金だと

か、そういったものは特にございません。 

○中島委員 

 報償金じゃなくて、事務費とか会場費だとかそ

ういうものが要るじゃないですか、多尐の。そう

いうものについては、全くこれはないですか。ボ

ランティア何とかで補助があるんですか。 

○都市計画課長 

 会場は知立市の市役所の中の会議审を使用して

おります。やり方として、月に１回、散歩みちを

時間にすると１時間程度、ごみを拾いながら散歩

みちの検証をすると。帰って来てから、それぞれ

のあそこの散歩みちはどうだろうとか、そういっ

たことでやっております。 

 そして、年に１回、11月の最初の土曜日ですが、

わくわくウオーキングと名を打って、そういった

ものに散歩みちのＰＲをしているというところで

ございますので、特にその会場の使用料だとか、

そういったものに関してはございません。 

○中島委員 

 市役所のほうがいろいろと負担して、实質的に

は面倒見てるから要らないよということですね。 

 それで、私、きょうそれ持ってくるの忘れちゃ

ったんだけど、散歩みちの大きな地図、立派な地

図がありますよね。あれは例えば、知立駅におり

たときに、知立駅、ちょっと歩きにきたよという

人が手にすることができるように知立の駅には置

いてありますか。それじゃなくて、こういう大き

な散歩みちの。それがあれば同じようなものか。

小さいのね、それはね。それは知立駅には置いて

ありますか。 

○都市計画課長 

 各施設にも置いてあるんですが、図書館だとか、

公民館、そして我々の窓口、八橋町の駅、知立の

駅にも担当者のほうは持って行ったというように

報告は聞いておりますので、ありとあらゆるとこ

ろには置かせていただくというのが思っておりま

すので、対応しております。 

○中島委員 

 品切れにならないようにチェックして、あると

いいねという話があったので、あるといいねとい

うことは、なかったんだなと思って。知立駅にな

かったよというふうで、知立の漫画コーナーが前

ありましたけど、あそこに置いてあるんですか。

置くならば、ＰＲ版は、散歩みちの。ちょっとそ

ういうＰＲも上手にね。かきつばた見に来た人も、

こういう道があるのかと思いながら歩いてもいい

し、そのつもりの人はね、そういうＰＲも必要で

はないかというふうに思うんですよ。いい図がで

きているもんね。 

 ですから、その辺、各駅品切れにならないよう

に、わかりやすい場所にあるかどうか確認をして

もらわないとね。私も見たことがない。 

○都市計画課長 

 我々担当者も気を遣ってやってるところなんで

すが、駅のどこにというところまで、知立駅ので

すけども、把握しておりませんで、それに対して

は、今後徹底して詰めさせていただきたいと思い
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ます。 

○中島委員 

 その中で、プチ歴史散歩みちというのが、それ

はこれじゃないか。農協のあれかな。いろんな散

歩みちの、それは牛田のかきつばたとは関係がな

いんですが、一里塚やら来迎寺城跡とかね、侍塚

とかね、今さっきのというのも書いてあるんじゃ

ない。 

 それは、ある意味非常に貴重なんですよ。あま

りＰＲされてないんだけど、貴重なんですね。そ

れ、プチ歴史散歩みちというのを見たことがある

んだけど、そこにはないですか。 

○都市計画課長 

 失礼しました。 

 来迎寺、牛田あたりのほうに、プチ歴史みちと

記されておりますので、あります。 

○中島委員 

 これは観光のほうも力入れなきゃいけないこと

なんだろうと思いますけども、一里塚が大きなの

がありますよね。影に隠れてもう一つの一里塚が

あると。それは御存じですか。 

○都市計画課長 

 私も来迎寺の一里塚というのは、山になってる

ものですから承知はしておるんですが、もう一カ

所の影が奥にあるのかというのは、私は把握をし

ておりません。 

○中島委員 

 市長は地元に近いので、おわかりですよね。 

○林市長 

 塚に乗ったのとか、山に乗ったらわかるんです

けど、ちょっとこちらのほうのやつは、今確認は。

ぼやんとしてまして。すみません。 

○中島委員 

 御存じの方、ちょっと手を挙げてください。あ

まりないですね。副市長よく知ってらっしゃる。

場所もね。 

 その来迎寺のほうへ入っていく道から見えるん

ですけども、公民館が前に建っているんですよ。

公民館があって、その裏に隠れてるんです。今は

来迎寺の駐車場がありますけども、前は家が建っ

てたのでまるきり見えなかった。 

 私も知立市の方が書いた歴史の自变伝的なもの

があって見て、ああそうかと思って深めたんです

けれども、東海道の一里塚は両側にあるのが従来

のほんとの姿。だけど両側残ってるところは、極

めて尐ない。みんな片側になっちゃって。狭い道

だからか何かわかりませんけども、両側残ってる

ところは非常に貴重だというんですよ。その方の

本に書いてあって、認識新たにしたんですけども、

両側にあるんですね。ところが前に公民館が建っ

てるので、道からは全く見えない。 

 そこの中には、両側にあるということは一応書

いてあるみたいですけども、あるんですよ。やっ

ぱりそういう認識もない。散歩みちということで、

ここは観光ではないだけど、そういったこともや

はり歴史を深めるために、散歩みちの皆さんにア

ピールしてもらうのもいいんじゃないかと、ここ

のプチ歴史道というのは、こういうところがある

と。桶狭間の戦いで敗れた、敗れたわけじゃない

けど、今川が敗れたんですが、織田信長が勝った

んですが、なくなったお侍たちのあれが祀ってあ

るのが侍塚というふうにあって、来迎寺の中に今

崎城址という石碑があると。 

 ここに昔はお城があったのかと。今崎城という

のがあったと。来迎寺城ともいうという形で残っ

ている。散歩みちでこういうところをよく理解し

ながら、観光ボランティアであまりここのところ

はやってないんじゃないかと思うんだけども、そ

の辺にも目を向けると、新たにおもしろい散歩み

ちだなということを私はいろいろ見ていて思いま

して、きれいにお花を飾ったり、いろんなことを

するということと同時に、知立市のよさというも

のをそういう意味で歴史も深くちょっと掘り下げ

るような散歩みちということでできるといいなと

いうふうに思います。そんな勉強会も講師招いた

りしてやられるといいんじゃないかと。非常に二

つあるのは珍しいそうですよ。 

 ですから、その公民館のあり方ここでは論じら

れませんけれども、公民館についても、できれば

つづってほしいなというような、私としては思い
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があるんですけど、福五さんのお寺に協力いただ

ければ、ずずっとして日の当たるところにそれが

見えるように、高く土盛りにして昔のままの一里

塚がそこにあるんですよね。そういうことも散歩

みちの中で一つはＰＲができたら、ただ歩くじゃ

なくて楽しく、深く勉強しながら歩けるなという、

そんなふうな提案をさせていただきたいと思いま

すが、あまり認識されていない方がね、市外から

来ていらっしゃる方は特にわからないと思います

けれども、そういうことです。ぜひそういったＰ

Ｒも、私はとてもいいことだなと思って、こんな

ところがあると思いましたので、ぜひお願いしま

す。 

 もう一つ提案は、猿渡川の六反橋から下流に向

かって左岸のほう、要するに、419号線が走って

いる側のほうなんですが、あちらの一定部分につ

いては桜並木などをつくったっていいんじゃない

かと思うんですよ。よく田んぼのあるほうは、い

ろいろ農地の方に迷惑をかけるからいけないとか、

いろんなことがありました。なかなかこれは实現

が難しいのかなとか、そんな話がありますけども、

今いろんな規制とか何かありますか。そういうも

のが植えてはならないとかいうことがありますか。

これは河川の専門のほうも含めて、もしおわかり

になればお聞かせください。 

○都市計画課長 

 その猿渡川の左岸堤のほうに桜を植えるという

御提案も市民からの手紙だとか、そういったとこ

ろでお聞きしております。 

 しかし、残念ながら、県のほうにも私も確認し

には行っておるんですが、やはり河川法の関係で、

堤防敶のところには高木となるような樹木、低木

もそうなんでしょうが、植えてはいけないという

御判断をいただいておるものですから、そういっ

たところで河川管理者との話の中では、尐し難し

いかなというふうに判断しております。 

○中島委員 

 今、花壇がつくってありますよね、あそこ。六

反橋に尐し下のほうに花壇もつくってあってとい

う、ああいう尐し余裕スペースってあるじゃない

ですか。河川ぎりぎりじゃなくて、こちら側の

419号線の側道に近いほう。歩くところも結構広

くてあるし、道路まで行ってはいけない、もちろ

んそういうことではありますけれども、そういっ

たスペースもあるので、あちらなら今の言われた

規制からもいいんではないかなと。いけないのか

な。それは私、理解できない。 

 田んぼの中の向こう側は、いろいろ農地と思っ

たけど、農地じゃなく河川でいけないという話で

すけども、今の話は。河川なんかいくらでもある

じゃないかと、桜並木が。何でいかんのっていう

話ですよね。特にこんな土盛敶の堤防じゃないか

らでしょう。外はフラットになってるわけだから、

そこで壊れてしまうということもないし、堤防が。

そういうことでいえば、十分に植えるのが可能な

堤防ではないかなと、そんなふうに思うんですよ

ね。どうもそれ、うのみにしていらっしゃるだけ

じゃないか、何かあるんじゃないかと、そんなふ

うに思いますけれども、もっと研究してもらいた

いな。 

○都市計画課長 

 六反橋のところは河川敶に、ある程度の余裕が

ございまして、そこのところは土があって、ハナ

ミズキも植えて、愛護会という形で管理をしてい

ただいておるところでございます。ボランティア

の方に。 

 残りの刈谷市側のほうに向かって管理堤がずっ

と続いておるわけなんですが、419号線に歩道に

沿って。そこのところは管理堤を除くとわずかな

スペースしかございません。419号線の歩道に沿

ったところは、わずかではございますが、419号

線の歩道から若干のりをつくって、すぐ管理堤に

なって河川ののりに入っていくわけですけども、

内のりに入っていくわけなんですが、そこのとこ

ろに県の維持管理のほうに絵をかいて以前持って

行ったことがございます。やはりどうしても桜の

葉のぐあいですね、それがどうしても非常に張る

ものですから、419号線の歩道のほうへの影響、

そしてまた、管理堤への影響がございまして、そ

の辺は、やはり御遠慮いただきたいというふうに
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御判断をいただいております。 

○中島委員 

 桜でなければいいわけですか。こうならない桜

でなければ、こうなる木ならいいということです

か。イチョウとか。ケヤキはだめですよね。ハナ

ミズキは大きくならないから、ハナミズキならハ

ナミズキでずっと植えるとか。１本、２本あった

って感動しないもんね。やっぱり並木がいいもん

ね。やっぱり散歩みちを歩こうと思うのは、そう

いったこれは水と緑の散歩みちだけどね、花はな

いもんね。やっぱり花を添えてほしいと思うんで

すよ。桜でなければ、広がらなければいいという

ことでいいですか。 

○都市計画課長 

 私、桜に限って今ちょっとお話をしたんですが、

樹木というのは高木になるもの、イチョウにして

も上に成長していくものなんですが、それも高木

というものはまずいという話。そして、ちょうど

419号線の歩道の境目、河川との間にのりがちょ

っとあるもんですから、そこに関しては低木、ツ

ツジの類だとか、そういったものはいいんじゃな

いかというふうに聞いておりましたが、それはも

う四、亓年前の話でございます。 

 総合公園ができる以前に話をさせてもらって、

将来的には総合公園の反対側は総合公園の予定地

だったものですから、そういった形であわせて整

備できるのかなというところでお聞きしたときの

意見でございます。 

 そしてまた、最近でもそういった声も聞いてお

ったものですから、私は県のほうに確認したら、

なかなか難しいというところでございました。 

○中島委員 

 なかなか難しいということですけども、来迎寺

のほうで四季桜、誰か植えちゃってますね。どこ

かにもありましたね。牛田町尼子田の辺かな、散

歩してたら、四季桜だと。植えてるんですよ。皆

さん勝手に植えてる。何かほしいという思いが強

いんですよ、皆さんが。自分で勝手に植えるわっ

ていうので植えちゃってるというかね、そんなこ

とまでして皆さんは願っているんだなということ

を思いますので、低木でもだめだとか言わないで

くださいね。萩はどうとか、いろんな楽しみ方が

あるんですよ、四季、四季。ですから、その辺は

散歩みち協議会の皆さんがどんなふうに議論して

いただけるかわかりませんけれども、そういうこ

とにも目を向けて、特に女性だとほしいなという

のが強いんですけど、男性からもありますけども、

桜植えなさいっていうて。そういうこともやっぱ

り豊かな気持ちになれる。今は水と緑、コイの散

歩みちですね。ラブじゃなくて泳ぐコイですけど

ね。コイの散歩みちということで、花がないと。

何とか花を添えてほしいということだけ。私は、

あまり長々できません。もしできたら、協議会の

皆さんと一緒に实現できないかということで一回

話し合っていただきたいなと、そんなふうに思い

ます。 

 最後に、山町の区画整理事業はあきらめないと

おっしゃってるけども、何かだめなんでしょうか

という感じがしてしまって、平成23年度の決算で

すから現状ばかり聞いておってもいけないけども、

平成23年度から動いてないかなと思いますけども、

そのあたりはどうなっているのかお話いただけま

すか。 

○まちづくり課長 

 知立山土地区画整理の件でございます。 

 平成23年度からというよりも、当初の5.5ヘク

タールから平成20年に3.4ヘクタールに見直しを

して、そこら辺の話からでございますけども、ち

ょっと時系列で言いますと、平成22年に3.4ヘク

タールで区域を見直しまして、全体説明会を行い

まして事業計画の策定を開始いたしまして、そこ

から平成23年３月、全体計画の経過について、ま

た同じように全体説明会を行い、同５月に愛知県

より事前協議の回答に基づき同意書の取りまとめ

を開始いたしました。 

 平成23年10月には同意率が83％になり、認可申

請の手続をしました。人数的には83％というのは、

権利者30名のうち25人でございます。 

 しかし、11月、認可者８件でございますが、認

可の協議を開始しましたんですけども、さらなる
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合意形成を図る指導がありました。なぜかと言い

ますと、もう既に5.5ヘクタールから3.4ヘクター

ルになったときには、もう反対者の方を除いてい

るので、この区画整理においては、基本100％同

意を目指すことということでございます。 

 それ以外におきましては、同年中におきまして

は役員と我々とで未同意者に対しまして合意を図

るために何度か交渉を行いました。 

 結果、平成24年４月以降なんですけども、未同

意者からは理解を得られず、現計画では認可は非

常に難しくなっておりまして、ことしの５月には

役員と当地区でのまちづくりにつきまして、再度

検討を行いまして、事業の方向性を現在も地元役

員と調整中でございます。 

 繰り返しになるんですけども、では、現状の話

なんですけども、平成23年度から事業化を目指す

ために合意形成に努力しておりましたが、認可申

請ができる状態には至っておりません。さらに引

き続き役員と我々とともに計画の見直しの検討を

進めていますが、公共的なまちづくりとなる事業

計画の策定までには至っておりません。 

 今後は、全関係者と協議の上、事業計画を策定

し、計画の促進を図っているところでございます。

ざっくり言いますと、強硬な反対者がおみえにな

りまして、その反対者を除いた区画整理において

は、今のところ尐し事業計画として成り立たない

というというのが現状でございます。 

 以上です。 

○中島委員 

 強力な反対者、ちょっとボタンのかけ違いがあ

って、市にも責任が大きいなという話を聞いてお

りますけど、へそを曲げてしまったというような

ことがあって、変にへそを曲げたというと、その

人に失礼なんですけども、ちょっと失礼があった

ようなところもあってそうなってしまったという

ようなことも聞いてますけども、１人その方を除

くと、これは成立しないということですね。同意

がもらえなければ、もうこれは中断じゃなくて計

画を断念すると、こういうことになるということ

ですか。まだ光が尐しはあると思って頑張ってい

らっしゃるんですか。協議しているというふうに

言いますけどね。 

○まちづくり課長 

 いまだ私たちは、あきらめておりません。まず、

その合意がいただけない方の土地を外した場合に

おいて、どういったまちづくりができるかという

ことも視野において検討しとるわけなんですけど

も、現在のところ区画整理手法が我々としまして

は、一番この地区のまちづくりに対していいとい

う方針は変わっておりません。 

 ですが、もろもろ考えまして、山地区のまちづ

くりに対して地権者の方、関係者の方と今後も検

討を重ねていきたいと思っております。 

 以上です。 

○中島委員 

 気持ちはわかるけども、これもずっとそれを続

けているだけなのかしらんという心配があってね。

都市計画決定がここでやってどうのこうの、さき

の三河線の話じゃないけども逆算したらここなん

だというのがあるから、何が何でもそこというの

はあるけども、これの場合は、合意ができたらと

いうことでずるずるいってしまうんではないかと

いう気がしてならないんですけども。頑張ってい

らっしゃることはわかりますけど、その辺は反対

者との解決の多尐なりとも雪解けというものが感

じられなければ成功しないですよね。その辺は、

尐しは見込みがあるのかという、ここですね、問

題は。どうですか。 

○まちづくり課長 

 こういった区画整理事業というのは、すんなり

いかないことが往々にしてありまして、他事例に

もおきますが、長い間かかっていると、そういう

ことがありますので、引き続きあきらめることな

くまちづくりに対して地域への投げかけは続けて

いきたいと思っております。長い時間かかると思

います。 

○中島委員 

 西丘町の公園の中に一つまだ家が残ったままと

いうね、同意されない方が今も公園のど真ん中に

おうちを構えて、周りをフェンスに囲まれて、ボ
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ールが当たってはいけないからフェンスに囲まれ

て１軒だけまだ残っていると。まちのど真ん中じ

ゃないので、まだそっとしとくかなという感じか

もわかりませんけれども、やはり１人だけそうい

うふうになってしまうようなまちづくりというの

は、やっぱりよくないなというふうに思いますし、

ぜひ雪解けを待つしかないのかなと思いますけど

も、あのままではよくないですよね、山屋敶町は

ね、確かに。山町、何回も視察してきたし、ミニ

区画整理はどうだということで亓十何ぼにして、

さらにそれがミニミニになっちゃってという中で

ありますので、ほんとにこれはずっと予算をちょ

ぼちょぼでも使いながらやってるということであ

れば、早くめどをつけないと、その税金はどうな

んだということになりますよね。ですから、ぜひ

もう尐し足を何回も運んでいただいてやってもら

いたいなというふうに思います。 

 たくさん聞かせていただきました。 

 以上で、私は終わります。ありがとうございま

した。 

○三浦委員 

 失礼いたします。 

 それでは、最初の質問でありますけど、現在の

知立駅の駅前広場、ロータリーにあります障がい

者の駐車スペースについてお伺いいたします。 

 過日、私のところに電話がありました。知立駅

の送迎に車椅子用のスペースを使いたいが、狭く

て入りにくい。また、出るときに前後に車に挟ま

れて出られないということで、どうかならないの

かということで電話がございました。 

 この方は、その時点で名鉄に聞いたそうです。

そうしましたら名鉄は、市のほうに言ってくださ

いということで、その方は市の都市整備だと思う

んですけど、４階のほうに来ていただいたと思う

んですけど、そこへ市に来まして聞いたら、貴重

な御意見をありがとうございました。それだけで、

それ以上の何もしてくれなかったということで帰

られたそうであります。この件は聞いてますでし

ょうか、御存じでしょうか。 

○都市計画課長 

 数年前にそういったことでお話を受けたことは

ございますが、最近では私は、申しわけないんで

すが聞いておりません。 

○三浦委員 

 これはほんとの最近のことでありまして、私も

初めて聞いて、見て来たんですね、知立の駅前の

駐車場のスペース。そうしましたら、やはり縦列

駐車ですか、送迎用のところにスペースが書いて

ありますけど、それを見ましたら、やはり小さい

んですね。 

 私もはかってみましたけど、縦が５メートル40

センチで幅が２メートル80センチで50センチの歩

道みたいなのがあるんですけど、合計でも３メー

トル30センチということで、この寸法を見てみま

すと、相当大きいですよね、つくる場合には。縦

列の場合と並列と違うかと思いますが、大体つく

る場合には６メートルと３メートル50センチぐら

いのスペースがほしいということで聞いておりま

す。 

 このスペースが非常に小さいということで、前

後に車をとめると、縦列ですから余計に入れない。

それから、出るときも出れないということで、や

っぱりこれは問題ではないかと思うんですけど、

このユニバーサルデザインの推進計画の中に書い

てあるんですね。そのときから問題提起されてま

して、障がい者用の駐車スペースがわかりにくい、

設置位置が不適切、こんなようなこともここに書

いてあるんですね。これは何年にできたかわから

ないんですけど、相当古くからこの位置にあると

思うんですけど、改善されてない。この件につい

て、ちょっと御意見お願いします。 

○都市計画課長 

 ユニバーサルデザインのこの推進計画の47ペー

ジの部分にございます。このユニバーサルデザイ

ン推進計画ができたときに設置したのかなという

ふうに思っております。 

 この位置も私がちょっと携わってなかったので

申しわけないんですが、警察のほうと名鉄と都市

計画課のほうと協議をしながら、その何年にやっ

たかというのはちょっと今、記憶にないんですが、
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今の形態より以前の状態のときも、そういった乗

降される、送り迎えされる車の関係で、非常に支

障になっていたというところで、バスの路線と一

般の車両と区分をして、そのポールを立てたりし

てやったのかなというふうに解釈しております。

そのときに、この位置がスペースができたのかな

というふうに解釈しております。 

 これもちょっと問題がございまして、おりたと

ころがすぐ勾配がついたり、段差がついたりとい

うところがあって、これがせっかくのユニバーサ

ルデザインの計画があっても、それに機能対応し

ていないというふうに思っております。 

 そのときにどうするのかというところもあった

んですが、今後のこのユニバーサルデザインの重

点地区にもなっております。しかしながら、まだ

尐し整備するのに新しい駅のロータリーになるま

では非常に時間があるものですから、そういった

ところを御意見があったところは非常に恐縮なん

ですが、そういったところで今現状でどのような

ことができるのかというものは、やはり検証して

いかなくてはならないのかなというふうに思いま

すので、またその辺のところは早急に検証したい

というふうに考えます。 

○三浦委員 

 これは検証ではなくて、实際にこのスペースだ

と縦列駐車できないですよね。健常者でもなかな

か難しいということで、マナー的なものですけど、

やはり車がここへたくさんとまりまして、ここへ

いっぱいに車をとめる。普通でとまってる場合も

ありますし、なかなかこのスペースでは出入りが

できない。これも無用の長物になっちゃいますの

で、例えば簡単に幅を広げるだけでも解決、解決

というまでにはいきませんけど、一応のあれでき

ると思うんですから、早急にやっていただきたい

なと。 

 やはり障がい者の対応ということで、これは何

年か前に、今おっしゃられましたけど、ポールか

何か立てて一回変更しましたね、乗降実のスペー

スを。そのときにこれは変えなかったんですね。

一緒だったんですね、今までと。その辺は。 

○都市計画課長 

 ちょっと私もその辺がまことに勉強不足で申し

わけありません。 

 そのときに改修したときに、これを設けたのか

というふうにも勉強不足で、申しわけありません。 

 その辺のことをどのようなことができるのかを

早急に対応したいというふうに考えます。 

○三浦委員 

 こういう声があったということで、ぜひ早急な

対応していただきたい。市役所のほうにも来たと

いうことですので、多分どなたかが受付をしてい

ると思いますので、ぜひ一回確かめてください。 

 今回そういう形での改修のほうをお願いするん

ですけど、新しくできる新駅前の広場、これにも

こういった形の対応は、ちゃんとできてますよね。

その辺を。 

○都市計画課長 

 今回皆様にお配りした報告書の中に出ておるレ

イアウト図ですけれども、これはあくまで交通の

流れを重点に置いて作図したものでございまして、

中の細かいレイアウトについては、この流れが確

定した段階で詳細を詰めていくことになります。 

 当然そのときには、今おっしゃられたユニバー

サルデザインには十分に注意をして作成してきた

いと思っております。 

○三浦委員  

 ありがとうございます。 

 当然そういったユニバーサルデザインを取り入

れて、ちゃんとした障がい者の駐車場スペースを

取っていただきたいと思います。 

 それでは、次の問題ですけど、先ほど中島委員

からもありましたが、連立の三河知立駅の移転に

つきまして伺いしたいと思います。 

 この三河知立の駅の移転につきましては、本会

議の一般質問で高橋議員も質問がありました。先

ほど中島委員が聞きましたように、今どうなって

るかということで、なかなか３者の話し合いはし

てるが結論に至ってない。何回もそういった形で

結論が出てないということであります。先ほども

聞きましたが、この１年が残された時間というこ
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とで、１年というか、半年でしょうかということ

だそうであります。 

 その中の最大の移転の目的は経費削減というこ

とで、先ほども聞きましたので確認をさせていた

だきました。経費削減ということが、やはり一番

メーンになるということであります。 

 それでは、この三河知立駅を廃止した場合、ど

れぐらいの経費が削減できるのか、また、新駅を

移動した場合、新しい駅に対して、新駅をつくっ

て、例えば周辺も整備しなければいけないと思う

んですけど、そういったのにはどのぐらい経費が

かかるのか、その辺の試算というのはしたことが

あるんでしょうか。 

○都市開発課長 

 当然、試算はしております。 

 今、まず最初に廃止というお話が出ましたけれ

ども、これを行った場合は、非常に問題がござい

ます。 

 それはどういうことかと言いますと、まず、都

市側からそれを発案しますと、現在の三河知立駅

と現在の知立駅、この駅部の区域が大きな一つの

ものになるということが考えられます。そうしま

すと、都市側の負担というのは、その大きな区域

から新しい駅の区域の比較をしますので、今まで

鉄道側が知立駅で18％負担していたものが、分母

が大きくなっちゃいますので、鉄道側の負担が下

がる可能性があります。鉄道側が下がれば、その

分は都市側に負担がかぶってくるということです

ので、安易な廃止という言葉は使えないというの

が、今状況です。都市側からは、決して発案でき

ない話であります。 

 新駅の事業費ですけれども、これは試算はして

おりますが、大きな枠でくくってる内容ですので、

ちょっと時間をいただきます。 

 試算はしておりますが、その数字がひとり歩き

することが非常に怖いものですから、ちょっと発

言を差し控えさせていただきます。 

○三浦委員 

 今の意見聞きますと、当然、経費削減にはなら

ないと、膨らんでしまうと、そういうことですよ

ね、どちらにしても。 

○都市開発課長 

 廃駅ということになりますと、そういった可能

性が出てきます。 

 新駅につきましては、やはり鉄道側の負担がど

れだけいただけるのかということが大きく左右し

てくるというところでございます。 

○三浦委員 

 先ほど経費削減と、まちづくりが必要だという

ことを言ってたんですけど、新しく山屋敶かわか

りませんけど、どこにつくるかわかりませんけど、

そこら辺で再開発ができるわけですよね、駅がで

きて。そういったのも構想というのはあるんです

かね、市のほうに。そのまちづくりというか、再

開発というか。 

○都市開発課長 

 以前、山町の区画整理の当初の段階で、そのエ

リアの構想をつくったものがございまして、それ

に私どもが直営で脚色をした素人的なものは持っ

ておりますが、それ以降、お金をかけて作成した

ものは持っておりません。 

○三浦委員 

 それはビジョンだと思うんですけど、そこら辺

が私たちも知りませんし、市長がどういうふうに

思ってるかちょっとわからないんですけど、なか

なかそういったビジョン、絵にかいただけで、私

たちも知りませんし、そういったぼやけた感じの

漠然としたものであって、それが市のほうから出

てこないんですよね。ここに新駅をつくって開発

しようというのは、そういう意見が見えないとい

うことで。 

 ですから、私は当然この計画というのは、今の

三河知立廃止した場合の経費の件、新駅つくった

経費の場合、それから考えれば、当然これは難し

いなと。現状の三河知立の駅で持っていくべきで

はないかと私は思うんですけど。今現在の計画で

三河線の豊田方面単線の高架ということで、今、

単線の高架ですよね、この図面を見ますと知立駅

から単線高架で知立の山町の踏切のところで下へ

おりて単線でいくという、そういった構造になっ
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ていると思うんですが、複線化の話もこの間もち

ょっとありましたけど、出てますよね。その辺は、

もう一度。 

○都市開発課長 

 鉄道高架事業は現況をそのまま上げるというこ

とですので、単純にいけば三河知立駅から事業の

終了区間、元国道１号線の下までは単線というこ

とになります。 

 今回その駅移設というお話を市から提案したと

きに発生した問題が、名鉄から駅が離れることに

よってダイヤの編成が難しくなるので、それを解

消するために新駅から三河知立までは複線化が必

要だという提案を受けております。 

 それは都市側からすれば、明らかに線増、今あ

る単線が複線になることですので、その分は鉄道

側の負担をしてもらわなきゃならないということ

を主張するわけですが、鉄道側は、あくまでもこ

れは機能補償であるので連立事業で負担すべきだ

というところで今見解が分かれており、結論が出

ていない状況でございます。 

○三浦委員 

 複線にするということは、ずっと高架でもって

くということですか、今。例えば、三河八橋まで

複線高架でもっていくという、そういう話なんで

しょうか。 

○都市開発課長 

 現在の駅移設でつくっておる計画は、現在、元

国道１号線、国道１号線が道路オーバーでできて

おりますので、それを高架で越えるということに

なりますと非常に高い高架になるということから、

そういった考えは持っておりません。 

 現在の計画どおり、元国道１号線の手前で現線

にすりつき、新駅までは地上の鉄道という、そう

いった計画でございます。 

○三浦委員 

 聞いたことがあるんですけど、その元国と１号

線の下、トンネル今通ってますね、単線で。あれ

複線で通れるっていう話聞いたんですけど。 

○都市開発課長 

 一番問題になっておりますのは高さです。幅は

何とか通れます。高さは、今ある河川、通常の河

川高さ4.5メートルですけれども、それが確保で

きないということから、あそこを通過するときは

多分パンタグラフがぺっちゃんこになって通って

いくような、そんな状況になるかと思います。 

○三浦委員 

 豊田市が三河八橋まで高架で複線でくるという

話、新聞か何かで見ましたけど、若林の辺も上が

るということで、それ聞いてますよね。 

○都市開発課長 

 三河八橋までは、御存じのとおり複線高架で築

造され、運行は単線ということです。その先の豊

田側の若林付近、つい最近ですけれども、連続立

体交差事業ということで進めるということで鉄道

側とも国とも了解が調ったということを聞いてお

ります。 

○三浦委員 

 豊田市は、豊田から知立経由で名古屋へ一本で

行きたいという、そういう気持ちで多分つくって

ると思うんですね。そこに知立が単線で三河八橋

までいけば一番通るわけですけど、それには今言

ったように、大変お金がかかるということで、な

かなか難しいということであります。 

 この豊田から名古屋まで高架複線というので、

豊田市と話したということはあるんですかね、何

か。 

○川合委員長 

 ここで10分間休憩とします。 

休憩 午後４時57分 

――――――――――――――――――― 

再開 午後５時05分 

○川合委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○都市開発課長 

 豊田市と複線化についての協議の状況はあるか

という問いでございます。 

 我々、事業の進捗について問い合わせと言いま

すか、一度教えてくださいというようなことは、

そういった接触はございますが、複線化について

協議したいという申し出は当方からもしてません
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し、豊田市からもございません。 

○三浦委員 

 その件については話してないということでござ

いますが、市長は、豊田からの複線化と言います

か、知立通って名古屋、この件はどう思っている

んですか。 

○林市長 

 その前に、先ほどの三浦委員の質問で、駅前広

場の駐車場ですね、市民の方が御要望来られた。

私ども上司が周知していなかったということにつ

いては、非常に申しわけなく思っております。こ

んなことないようにさせていただきたい。 

 もう一つ、ユニバーサルデザインでやる駅前広

場は、そんなことも新しい駅前広場になったら当

然やるんですけど、ユニバーサルデザインに基づ

いた今、私どもまちづくりやっているにもかから

ず、なかなか行き届いてなかったということで、

これも反省をしております。 

 今の質問でありますけども、複線化は私も当然

ながら、豊田市、名古屋市が複線化でいく、そう

すれば私ども知立市民にとっても、やはりメリッ

トは出てくるんじゃないかなと思っております。

賛成であります。 

○三浦委員 

 この三河線の移転に関しては、何一つ決まって

ないと思うんですよね、今どうするかということ

が。 

 私もちょっと話が前後しちゃうんですけど、三

河知立駅の移転に賛成か反対かというと、今の伏

線とかも絡めると、なかなか難しいんですけど、

根本的には三河知立駅は残してほしいというのは

私の持論なんですけど、何らかの形で、やはり今、

豊田から名古屋まで高架で複線ということは一番

理想だと思うんですね。駅はどうなるかというの

は、またその次なんですけど、そういった場合に、

それを实現するには、やはり今言ったように、私

は豊田市と話すということで、そうしていかない

となかなか解決はつかないと思うんですけど、市

長も今、複線には賛成ということなんですけど、

これは市長も豊田市の市長とかまた話していただ

いて、それから車のトヨタが絡めば、これはもっ

と实現するんじゃないかなと思うんですけど、こ

れは市長の政治力だと思いますので、その辺も一

回このなりゆきも踏まえて、市長もその辺のこと

を考えていただきたいと思っております。 

 先ほど複線で三河知立駅へずっといって山町で

おりるわけですけど、１号線二つはくぐれないと

いう、パンタグラフだということですけど、例え

ば、もう尐し下を下げればパンタグラフぐらいで

したらくぐれるかもわかりませんので、その辺の

ことも経費も絡むものですから、一回ちょっと考

えていただきたい。 

 そういったことを全てを、やはり一番気にして

いるのは、地元だと思うんですね。先ほど中島委

員、質問でありましたけど、地元で説明会してる

かということで、環状線に関しては、皆さんも移

転なんかの関係で説明会があったのは知ってます

けど、やはりこの高架問題については、全然説明

会がないということ、私も再三これは地元に説明

したらどうかということは何回か言ってると思う

んですけど、例えば、三河知立駅が廃止になった

場合は、仮線を北側にという話が出てましたです

ね。北側にということは、環状線の道ができると

ころに仮線をつくるという、そういうことですか

ね。 

○都市開発課長 

 まず最初に、元国道１号のくぐるところのパン

タグラフの件ですけども、パンタグラフと架線の

間隔が縮まりますが、通行は可能だということで

ございます。 

 それから、地元説明ということでございます。

計画がまだ固まっておりませんので、中途半端な

説明になってもいけません。方針が固まり次第、

御説明は差し上げたいと思っております。 

 それから、北側仮線の件ですが、今、環状線と

三河線の間に帯状の土地がございます。その土地

を主に使うわけですけれども、環状線の中にも入

ってくる箇所がございます。ですから、もし北側

仮線で用地対応していくということになりますと、

仮線がまともにかかる部分と道路でもかかる部分
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が発生しますので、その辺は、その二つの事業で

どのように負担をしていくのかということを検討

しながら進めていく必要が出てくると思います。 

○三浦委員 

 やはり今言いましたように、地元の関係してい

る人たちは、すごい心配してます。どうなるのか

ということをですね。 

 ですから、再三言ってます、わからないから説

明会はできないと、まだ決まってないからできな

いということは聞いてますけど、やはりそういっ

た意味においても地元の意見も聞くということが

私は大切だと思っております。 

 例えば、今、三河線の前に山本学園のグランド

ありますね。あそこも山本学園も将来的にはあそ

こへ学校を集めたいというような希望も持ってま

す。それも知ってると思いますが、そういった意

味で、やっぱり三河知立駅というのは重要な大切

なウエートを置いてると思うんですね。三河三弘

法の弘法山のおりる方もたくさんいらっしゃいま

す。いろんな意味で、やはり地元の駅がなくなる

ということは、皆さん方にも相当重要なことであ

りますので、ぜひ経過でも結構ですので、話し合

いは一回してほしいなと思っております。 

 何にしても、全然この三河知立の駅の移転問題

に関しては進展がないということでありますが、

今言ったような高架の問題もある、複線の問題も

ある、いろんな問題もありますので、ぜひ早急に

方向性決めていただきたいと思います。そうしな

しと、これは全然進まないですし、この平成31年、

平成33年までに終了という当局の目標もあるわけ

です。 

 そういった意味で、やはり経費の削減がどれだ

けできるかということを踏まえて、この問題を進

めていっていただきたい。地元の考えも十分に取

り入れていただきまして進めていただきたいと思

います。最後に。 

○都市整備部長 

 三河知立駅の移設につきましては、長い間時間

をかけて協議をさせていただいていて、なかなか

進展がないということで、やはり委員おっしゃる

とおり、地域の方の御理解が最終的には必要な案

件でございますので、なるべく早く情報提供する

というのが本来だと思います。 

 しかしながら、この移設の案の発端というのは、

あくまで連立事業の中で駅を移設しないとできな

いかという、いわゆる連立事業としてやるという

のが前提になってますので、そういう中で、事業

としてできるのかどうかというところがはっきり

しない中で移設問題を地域の皆様に投げかけると

いうのは、混乱をするんではないかということで、

これまでは、あえて控えさせていただいたという。

これはこれまでもお話をさせていただきましたが、

状況についての説明という中で、どんな形でお話

ができるかわかりませんが、今まさしく、さっき

も言いましたように、最終段階で詰めております

ので、そういう中で、一定の方向が見えてました

ら、そういった部分では地域の皆様にもお話をし

ていかなきゃいけないというのは十分理解をして

いるところでございます。 

 それと、やはり三河知立駅の移設の一番大きな

ポイントは、さっきも述べましたとおりコスト縮

減になるかどうか、連立事業の中で知立市の負担

が下がるのかといったところを一番キーポイント

になっておりますので、そこの部分の見きわめと

いうのは、なかなかできない。 

 これは、先ほど来、話しておりますように、移

設による複線化という中で、名鉄、鉄道事業者が

どんな対応をするのかということがキーになって

おりますので、そこも含めて、今、協議をさせて

いただいているところでございます。 

 それで、そこの中で、先ほどの複線化、豊田市

との協議を進めたらどうかという御意見もいただ

いたわけでございますが、やはりこれは知立区間

の複線化のキーを握っているのは、高架の区間の

複線でおりれるかどうか、これをもし万が一、単

線でおりた場合には、将来の複線化というのはか

なり時間かかるのではないのかなという恐れがあ

ります。ということは、豊田市と協議を始めても

今の連立事業の中で複線化ができるかどうか、い

わゆる高架複線でおりれるかどうかというところ
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が見えてこないと、豊田市と協議をしても知立区

間の複線化というのは、非常に後退した話になっ

てしまうということもありますので、私どもとし

ては、もう尐し状況を見た中で豊田市と接触すべ

きではないのかと。また、この複線化によって、

誰が一番メリットを受けるのかということも見き

わめながら、鉄道事業者なのか、豊田市なのか、

知立市なのか、そういう中で声をかけていくとい

うことも見きわめないと、費用の問題、そういっ

た部分の戦略的なところも考えながら対応してい

くべきじゃないのかなと私は思っておりますので、

豊田市との対応については、慎重な対応を私は必

要かなというふうに思っておりますので、今まず

は何といっても三河知立の駅の移設、これをどう

するんだという結論を早急に出していくというの

が最大の課題でございますので、まずはそちらの

方向性を見ながら複線化についても豊田市との話

をどうしていくかということを詰めていきたいな

と思っております。 

○川合委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

○永田委員 

 それでは、平成23年度の決算認定について、２

点ばかり質問させていただきます。 

 まず、主要成果報告書の100ページ、公園維持

管理費のこの施策管理一覧、172ページなんです

けども、その中で、この一番金額が多く載ってい

る施設管理委託料ですね、7,755万60円、この大

まかな内訳を教えていただきたいと思います。 

○都市計画課長 

 172ページの施設管理委託というところの7,755

万円というところでございます。 

 これは公園管理の委託料が主でございまして、

その中には公園管理委託業務として、その１から

その６までございます。これは年間を通して公園

の維持管理に努めていただくという形のものでご

ざいまして、これがその１からその６までで

6,240万2,550円、これが率でいきますと80％ほど

を占めております。 

 あとは、駅前もそうなんですが、広場清掃だと

か、公園のトイレ清掃等々ございまして、これが

経常的の予算でございまして、これが900万円ほ

どで11.5％ですので、合わせるとおおむねこの辺

で92％の内容になってございます。 

○永田委員 

 この中で、ほとんど公園維持管理ということで、

剪定だとかそういったのが主だと思うんですけど

も、この中に、公園パトロール事業ですか、この

公園パトロール事業というのは、この中に含まれ

ているのか、ちょっとその辺を確認したいと思い

ます。 

○都市計画課長 

 公園のパトロール、今１名でございますが、午

前中は道路のパトロール、午後は公園のパトロー

ルという形で今現状やっておりますので、この維

持管理の中ではパトロール業務は入って、今、平

成22年度の話をしてしまいました。 

 決算ですから平成23年度で言いますと、緊急雇

用対策事業ということで100％補助で２名を１日

をかけてパトロールをしておりましたが、この中

からの捻出はございません。 

○永田委員 

 となると、この決算の数字でいうと、公園パト

ロールというのは、どの部分に入るんですか。 

○都市計画課長 

 パトロールでいきますと、４目公園緑地の公園

維持管理費の中でございまして、この中で、賃金、

臨時職員賃金というところ、ここのところでは

433万1,234円というところでお支払いをしておる

ところでございます。 

 決算書のほうで、177ページの公園緑地費の賃

金という、ここの部分でございます。 

○永田委員 

 ありがとうございます。 

 では、ちょっとお聞きしたいんですけど、平成

23年度、緊急雇用対策でありながらの２名が緊急

雇用で公園パトロール、維持管理しておったんで

すけども、この成果、行った効果、結果ですね、

やってよかったのかどうなのか、その辺をお聞き

したいと思います。 
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○都市計画課長 

 この効果でございますが、これは３カ年、緊急

雇用対策事業として平成21年、平成22年、平成23

年と補助をいただいてまいりました。100％補助

で。 

 その以前は、職員みずからが一般業務をやる中

で、苦情が入ったら出かけるだとか、トイレの詰

まりがあれば職員が出かけて対応するだとか、さ

まざまな業務がほかにございました。 

 その中で、こういったパトロールのお話、緊急

雇用対策事業が出たところで、これはぜひ使いた

いなというところがございました。そういったと

ころでいけば、以前に比べれば知立市の公園とい

うものは、大分改善されて、きれいになってきた

のかなというふうに思っております。そういった

ところでいけば、それだけの投資に見合った効果

は十分確認ができているのではないのかなという

ふうに私は解釈しております。 

○永田委員 

 それだけ効果があったということで、先ほどち

ょっとフライングだったですけど、平成24年度は

緊急雇用対策じゃないけども、市で予算つけて、

もうことしからは緊急雇用対策の補助金がないわ

けですから、道路と公園１人で行ってるというこ

とですか。もう一度ちょっと確認を。ことしの平

成24年度の公園の管理、パトロールの状況を教え

てください。 

○都市計画課長 

 今の体制でございますが、午前９時半から午後

４時まででございます。 

 そういった中で、午前９時半から昼12時までは

道路のパトロールに出向いております。土木のほ

うから１名、都市計画のほうから１名という形で、

軽トラックなんですが、それに一緒になってパト

ロールをしています。昼からは午後１時から午後

４時まで、公園のほうのパトロールに出向いてい

ただいております。 

 今、採用をさせていただいてるのは、リタイア

をされた方で、ある程度社会的な経験が豊富なも

のですから、非常にテンポよくというか、効率よ

く回っていただいておるもんですから、比較的半

日の業務というものの、効果は得ているというふ

うに思っております。 

 しかしながら、以前のように１日の業務とは時

間的にも制約がございますものですから、そうい

った面では、多尐ロスしておりますが、非常に効

率のいい回り方をしていただいておるものですか

ら、現状としては非常に助かっておるというとこ

ろでございます。 

○永田委員 

 それは、ことしは緊急雇用じゃなくて、新たに

採用された人ですか。 

○都市計画課長 

 これは今までは100％の補助でございましたけ

ども、ことしからは単独で市費を利用して施行し

ておるところでございます。 

○永田委員 

 ありがとうございます。 

 もう一つ確認なんですけども、たしか、昨年は

警備会社に委託してこの公園パトロールを行った

というふうに思うんですけど、違いますかね。ち

ょっとその辺だけ確認させてください。 

○都市計画課長 

 私どものほうではなくて、恐らく夜間パトロー

ルのほうで、安心安全課のほうなのかなというふ

うに思います。 

○永田委員 

 ありがとうございます。 

 そうですね。たしか夜間パトロールと不法投棄

防止のパトロールは外部委託じゃなかったかなと

いうふうに思うんですけども、その辺で、先ほど

も、きょうも中島委員から就労支援だとか、そう

いった要望も出てきて、別のところで検討してる

というような答弁もいただいたもんですからその

辺はいいかと思うんですけども、ぜひともまたこ

ういった公園のパトロールについても、今、確か

に決算の意見では、やや景気が緩やかになってき

たというようなことを言っておりますけども、や

はり今、雇用が非常に回復してきたわけではない

のですから、またそういった事業もどんどん検討
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していただきたいなというふうに思います。 

 もう一つ、公園のことでちょっとお聞きしたい

んですけども、100ページの公園緑地費というこ

とで、公園の長寿命計画についてですけども、平

成23年度、一つの公園1,000万円弱かけて基づい

て計画されておると思いますけども、確認の上な

んですけども、これは平成32年までの計画だと思

いますけども、平成23年度が三つの公園、ここに

出ておるように。今年度が当初予算にも書いてあ

りますけども、四つの公園をリニューアルしてい

くというようなことであります。 

 大体こういった三つか四つぐらいの公園のリニ

ューアルの計画に基づいて進んでいこうというふ

うに考えておられるのか、ちょっとその辺を確認

させてください。 

○都市計画課長 

 毎年事業費のベースとして、3,000万円を予定

しております。そのうちの２分の１が国庫補助事

業としていただけるものですから、２分の１補助

でございますので、3,000万円を３カ所、基本と

して１カ所1,000万円程度を見込んでおります。 

○永田委員 

 国庫補助も２分の１いただけるということで、

うちのすぐ近くにも弘栄公園というのがあるんで

すけども、リニューアルしていただいたわけでご

ざいますけど、何か尐しやっぱり新しい公園に比

べると見务りしちゃうというのが感じます。 

 もともと古い公園ですので、古い公園から徐々

にやっていくんだろうとは思うんですけども、遊

具も本来新しい公園であればコンビネーション遊

具だとか、そういった遊具をつくってきれいに整

備されておると思うんですけども、リニューアル

となるとどうしても尐し寂しいなと。滑り台でも

昭和的な遊具であって、滑り台でも色を新しく塗

って、今までのちょっとつけ足してくっつけたよ

うなものかなというのがうかがえて、尐し残念な

感じもするんですけども、その辺について、こう

いった形でこれからも行っていくのか、コンビネ

ーション遊具となると、また費用がかかると思う

んですけども、その辺についてちょっと御所見の

ほうをお願いいたします。 

○都市計画課長 

 弘栄公園のほうもリニューアルをさせていただ

きました。あまりこれも現状と基本は同等の遊具

を交換していくというものがございます。 

 ですから、やはり今、新たにつくられる公園で

いきいますと、基本的には一から設計もできるし、

どのような遊具を入れるかというのは、事業費の

上限もあるとは思いますが、比較的皆様に御納得

いただけるような公園整備に努めておるところで

ございますが、今までずっと供用開始をしてかな

りの年数が経ていると、その広場、公園自体の使

い方には地区の方々の御意見がございます。 

 そうすると、やはり弘栄公園でもそうなんです

が、グランドゴルフを特にやりだいだとか、地元

としての行事もぜひ取り入れていきたいというこ

とになりますと、やはりどうしても遊具がバラン

スよく置きたいには置きたいんですが、やはり広

場を第一優先にしてくれというような形がござい

まして、地元の方たちと協議をして御納得の上、

そのリニューアルも対応していきたいというふう

に思いまして協議した結果が、ああいった現状の

公園の整備となりましたので、ひとつ御理解のほ

ど、いただきたいと思います。 

○永田委員 

 当然、地元との協議は必要でありますし、また

公園は、弘栄公園もそうなんですけども、グラン

ドゴルフ、ゲートボールもやっておりますし、ま

た町内の盆踊りなんかでも使うわけでありますの

で、スペース的には必要であるし、ただ、遊具が

一つ一つがちょっと古くさい形かなというふうに

思ったものですから、ちょっと言わせていただい

たんですけども、やはり公園でも新しい公園、古

いリニューアルした公園、見た目でいってもすご

いわかりやすいですし、何とかしてほしいんです

けども、どうしても古い公園となると砂場、私、

一般質問でも尐しふれさせていただいたこともあ

るんですけども、砂場が古い公園になると使用さ

れない、使用される率が尐ないというふうに思わ

れます。やはり公園の砂場というのは、衛生面と
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かよく言われておるものですから、弘栄公園に限

ってではないんですけども、砂場はかちかち、ど

うやって遊ぶだと。あれ使用しないだったらつぶ

しちゃったほうがいいんじゃないかというまでも

そういった意見もございまして、その砂場に関し

て、今、砂場遊びができる公園というのは非常に

限られていると思うんですね。その辺、対処、例

えば消毒してるのか、また、掘り返すことも考え

ているのか、そういった維持管理について、砂場

のことについて教えていただきたいと思います。 

○都市計画課長 

 私どもは公園の砂場は、以前清掃をしておりま

した。耕すような形ですね。耕運機の形で耕して

小石を取ったり異物を取ったりして、かごに落ち

てくるわけなんですが、そういった形でほぐしな

がら、そしてまたあわせて、消毒もしながらやっ

てきたわけなんですが、弘栄公園に関しては、平

成22年度にそういった形で一度やらさせていただ

きました。 

 しかしながら、すぐ雤が降ったりすると湿った

りするものですから、そういったことを同じ投資

をするんであれば、砂そのものを入れかえたほう

がいいんじゃないかという転換を最近やり始めま

した。 

 そういったところで、例えば、弘栄公園に関し

て言いますと、もう尐しお時間かかりますが、今

度やるときには、砂場そのものの砂を入れかえる。

もしくは地元と協議をさせていただきまして、必

要以上に砂場の面積が大きいんじゃないかという

ことになれば御協議をさせていただきまして、そ

の皆さんの御意見に合った大きさにして、そのと

きには砂そのものをごっそりと入れかえて、御要

望、御期待に応えるような砂場づくりに対応して

いきたいと考えております。 

○永田委員 

 ありがとうございます。 

 これでもう夏も過ぎて過ごしやすい季節が来ま

すので、また子供たちが熱中症には関係なく、外

で遊ぶ機会も、日は短くなってきますけども、休

日なんかは小さいお子さん連れて公園に遊びに行

くと思いますので、またその辺の公園の管理につ

いても対処していただきたいなというふうに思い

ます。 

 そのまた公園で質問なんですけども、今の今回

の決算にも載っております、長寿命計画とは違う

んですけども、公園改修工事の堀切２号公園、駅

前の区画整理である程度カットされて整備されて、

通称、昔からガラガラ公園というふうに言われて

おると思うんですけども、この公園について駅前

の区画整理が始まってくると、将来この公園とい

うのは一体どういう形になってくるのか、ちょっ

と教えていただきたいというふうに思います。 

○都市計画課長 

 駅周辺の土地区画整理事業で当然ながら変わっ

てくるわけなんですが、ちょうど三河線が来るわ

けなんですが、その新しく換地されているわけで

ございます。新しい堀切公園というところが、面

積まではちょっと把握しておりませんが、その中

で、新しく整備をされるものですから、今現状、

既存の堀切２号公園と同じ位置ですね、ちょうど

今の堀切２号公園が削られるということは、そこ

のところに名鉄三河線、碧南方のほうから来る三

河線が上を通るような形であそこの下に6,200平

方メートルの新しい堀切公園ができます。そうい

ったところで、今の公園は、そうなればなくなる

という形になります。 

○永田委員 

 このイメージ図になるということですね。ちょ

っと今、聞き漏らしちゃったところもあったと思

うんですけども、今の堀切１号公園、要は、たこ

公園ですね、２号公園のガラガラ公園、これがく

っつくということですか。 

○都市計画課長 

 堀切１号、２号がなくなりまして、その堀切公

園という名称になって一つに統合されます。 

○永田委員 

 今の堀切１号公園、明治用水の移設工事が終わ

って、その部分は大分草とか生えて、どっちにし

ろ使えなくなる公園ということで、あまり整備も

されてないようですし、公園自体が仮換地の場所
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になるということで、今、グランドゴルフやって

ますよね、新地の。大分言われておるんですけど、

毎年延び延びで、一体いつまで使えるんだという

のが、大分延びちゃってるわけですけども、今現

在、堀切１号公園、たこ公園、いつまで使用でき

るんですかね。 

○都市開発課長 

 駅周辺の区画整理に関連しますので、私のほう

からお答えさせていただきます。 

 今の堀切１号公園は、将来宅地化されるという

ことになっております。今、工事が進んでいませ

んのは、下水道がまだこのあたり完備されており

ません。埋設されておりません。今年度認可を取

って、来年度からそういった工事に入ってくると

いうふうに聞いておりますけれども、そうなりま

うと、いよいよその公園も区画道路を設置し、公

園の機能をなくしていくということになります。 

 ですけども、平成25年度以降、近々ということ

になりますが、公園の機能はなくなってくるとい

うふうに、そういうふうに進めていこうと考えて

おります。 

○永田委員 

 ありがとうございます。 

 それにかわって立派な堀切公園ができるという

ような、これはイメージ図ですけどね、あくまで

も、桜がいっぱい咲いてるんですけども、ここで

これはどういった公園なんですかね。通常の都市

公園、遊具もあって。 

 今、平方メートル言ってもらったんですけども

6,200平方メートルですかね。かなり広くなると

いうことですか。 

○都市計画課長 

 堀切１号公園よりも若干狭いかなというイメー

ジになろうかと思います。私の感覚で物を申し上

げておりますが、それほどは変わりはございませ

ん。 

○永田委員 

 今、知立市が市民１人当たりの公園面積3.08平

方メートル、類似団体よりかなり低い数値ではあ

るんですけども、この公園面積を今後どのような

形でふやしていくのかなとお伺いしたんですけど

も。自分の地元のことばかり言っておっては申し

わけないんですけども、やっぱり公園が非常に尐

ないと言われて、弘法町なんかでも町内公園しか

なくて、あとは借地公園が二つあるだけというよ

うな状況の中で、もちろん土地の確保が必要でも

あるし、これからどんどん区画整理が進んでいく

中で、やはり区画整理が進んでいるところは、い

い公園がどんどんふえていく中で、どうしても既

存のある町内というのは、非常に不備な点がある

と思います。その辺について、どのようなお考え

を持っているのかをお聞かせください。 

○都市計画課長 

 委員おっしゃるように、都市公園の１人当たり

の面積というのは、非常に尐ないというふうに理

解しておりますが、よその市町村で言いますと、

なぜ多いかというと、やはり緑地が多いだとか、

我々にはない総合公園だとか運動公園だとか、そ

ういったところで大分稼いでる部分もございます。 

 そうした中で、我々としては、知立市としては

７割近くが市街化区域でございます。そういった

中から、公園の土地利用というのはなかなか図れ

ないというジレンマがございます。そういったと

ころでいうと、やはりどうしても区画整理事業、

面的な整備をするところにおいて、公園ができ上

がってくるというところでございますのが、知立

市においては、身近な公園、歩いて行ける公園と

いうのは他市に比べると多いほうでございます。

歩いて行ける公園という比率でいきますと、知立

市の中で言いますと、80％ほどがございます。そ

ういった形からいきますと、歩いて行ける身近な

公園というのは非常に多いということで、よその

市町が訪れたときにそういった話をすると、すご

いじゃないかというお話を聞いております。 

 そういった中で、その市街化区域の中で公園を

稼ごうというのは非常に難しいんですが、やはり

どうしても借地公園というところのもしいい話が

あれば、そういった形で進めていきたいと。また

新たに身近な公園を整備していきたいというふう

に思っております。 



 

- 62 - 

○永田委員 

 ありがとうございます。  

 うちもそんなに遠いところにあるわけでないん

ですけども、危ないですよ、そこまで行くのに。

道路形態だとか、南陽通り、車の常日ごろ渋滞す

るだとか、そういったところも含めて、過ごしや

すい安心できる公園づくりに努めていただきたい

というふうに今後ともよろしくお願いいたします。 

 私の質問は、以上であります。 

○川合委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 認定第１号について、挙手により採決します。 

 認定第１号は、原案のとおり認定することに賛

成の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○川合委員長 

 挙手多数です。したがって、認定第１号 平成

23年度知立市一般会計歳入歳出決算認定について

の件は、原案のとおり認定すべきものと決定いた

しました。 

 次に、認定第３号 平成23年度知立市公共下水

道事業特別会計歳入歳出決算認定についての件を

議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○中島委員 

 公共下水道の普及率が54.9％ということになっ

たということであります。平成30年には普及率を

70％にしたいと大きい方針があります。 

 大きい方針に入る前に、この監査意見書のほう

の45ページに公共下水の資料がありまして、この

中に普及率のところで行政区域人口に外国人登録

者数の数値は含まない数値によって計算していま

すと、こんなふうに書いてあるんですが、これ、

含んだらどうなるのか、なぜ含まないのか、その

辺は、なぜこういう数字の出し方をするのかとい

うことですが、率直な疑問です。 

○下水道課長 

 下水道の普及率については、これまで全国的な

考え方の中で、外国人を含まない人口でもって算

出してきたと。 

 この７月９日から外国人登録の関係の法律が改

正されたことによって、今言った登録の把握をし

ないという中で、その方たちも含めた対応を今後

はしていくと。今ある数字については、昨年度末、

３月31日現在の数値を示させていただいておりま

すので、そういう表記をさせていただいておりま

す。 

○中島委員 

 みんな住基法の中に組み込んでいくということ

になりましたから、今度からはこういうふうに分

離はしないというような、こういうことですね。 

 四千何百人もいると、随分分母が小さく今なっ

てますよね。だから54点というのが实質入れたら

パーセントが下がってしまうと、こういうことに

ならないですか。 

○下水道課長 

 当然、今言われた分母が大きくなると。ただ、

既に下水道が使われる区域についても、そういっ

た方たちもお住まいになってございますので、そ

の分子側もその分を加えますので、ちょっとその

辺のしっかりした検証をしてませんが、さほど変

わってはこない。 

 知立市の場合は、かなりそういった方たちも多

い状況もございまして、私どもでいう処理分区で

また数字をつかんでございますので、そういった

意味では、この処理分区でつかんでいる数字につ

いては皆さんには公表してございませんが、そう

いった意味では、場所場所ではこの影響あるかも

しれないですけど、全体的にはさほど大きな影響

にはなってこないという思いをしております。 

 以上です。 

○中島委員 
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 分母とも合わせてその人数がふえると。分子、

分母ね。市街化区域に住んでる方が、多分ほとん

どだろうなという感じがするんですけど、そうす

るとまたちょっと違った意味合いになりますけど

も、理由はそういうことですね。住基台帳に載っ

ているいないで、これは扱いが変わっていたと、

これは全国版でこういうふうな扱いであったと、

こういうことですね。 

 そういうことで、こういう記載があえてしてあ

るので、なぜかということを思いましたが、かつ

て、あまりこういうふうな形で記載がなかったな

というふうに思ったので。 

 70％にという、平成30年度にはということでい

くわけですよね。駅のほうの完成平成34年といっ

て、その前にですかね、そこまでいこうと。この

辺の見通しはどうですか。 

○川合委員長 

 しばらく休憩します。 

休憩 午後５時56分 

――――――――――――――――――― 

再開 午後６時04分 

○川合委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○下水道課長 

 平成30年度普及率70％達成の見通しでございま

すが、現状から平成30年度70％を達成しようとし

ますと、毎年、今からで言いますと、あと７年ご

ざいます、今年度を含めて。２％を達成して14％

プラスで、今およそ55％でございますので69％と、

ほぼ達成される、２％達成すればですね、毎年ね。

ここ３年の平均の普及率のポイントのアップ率は

1.5ポイントでございます。1.5％でございます。

そうなると、ここ３年というと、ちょうどリーマ

ンショック以降かなり財政的にも厳しい状況が続

いている中で、繰入金もかなり抑えさせていただ

いてやらさせていただきました。そんな中で、こ

の状況のままいけば平均1.5％ですので、かなり

70％というのは厳しいんだろうと。 

 ただ、今後景気、まだ７年ございますので、私

どもとしては、この都市計画マスタープランに掲

げています平成30年度70％については、まだあき

らめる段階ではないというふうには思っておりま

す。 

 以上でございます。 

○中島委員 

 改めて聞きますが、平成22年、平成23年では

何％上がりましたか。今、３年まとめて言われま

したけど、平成23年度は何％上がりましたか。 

○下水道課長 

 昨年度末、この３月末で54.9％、一昨年度末で

53.7％でございます。1.2ポイントアップでござ

います。 

○中島委員 

 そうですよね。1.2％アップということで、平

均よりまたぐぐっと今下がってるということにな

ると、大変ことし並みなんていう考え方だったら、

どんどん離れていってしまう。これでずっといっ

たら、すごい乖離が２倍ぐらいかかちゃいそうな

ことになってしまうので、そこのところをどうキ

ープするかということですよね。 

 それで、この下水道の冊子のほうですけども、

平成23年度が下水道建設費総トータルですね、こ

この中で請負費とかそれに関係する職員給与も入

っちゃってますけども、小計というところで６億

2,000万円余ということで、下水道建設費という

ふうになっております。 

 公債費が６億6,589万8,000円と、公債費のほう

が大きくなってる。去年は建設費のほうが尐し多

かったんですけども、ことしは反対に公債費のほ

うが尐し上回っていると。4,000万円ぐらい上回

っちゃってるというような事態になっております。

公債費は待ったなしできますよね。これをキープ

しながら建設費をどうやって確保するのかと、こ

れ以上に。２％にすると幾ら要るんですか、建設

費は。 

○下水道課長 

 整備を進める場所によって、それは当然整備費

が変わってきます。ただ、単純計算にしますと、

およそ10億5,000万円というところですかね。た

だ単純計算しただけという数字でございます。 
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○中島委員 

 10億5,000万円というふうになりますと、過去

５年間では10億円というところで5,000万円を超

えるというのは、おととしがそうでしたね。小計

間違いました。見るところ違いました。なってな

いですね。ここ５年間は一度もないんだし、多分

過去もここまで建設費で取ったことがないんじゃ

ないかという記憶ありますか。どっと取ったとき

は、いつごろ取ったのか。建設工事費だけで５億

円取りたいというのが過去の議論の中でありまし

たけどね、今言ったのは、建設総務費も含めての

金額を私、言いましたからね。そういうことでい

うと、ここ５年間は多いところで７億2,000万円

ということ。 

○下水道課長 

 その10億円を超えた年というのは、たしか平成

13年度から起債をかなり激減させたと、半分ぐら

いにさせたと。要するに、起債残高がかなり大き

くなってしまうということでですので。 

 ですから今、御質問者が言われた、その10億円

を超える時期というのは、私が係で下水道課にお

ったころ、平成10年前後、そのころはここの今言

われたほかの工事請負費だけで、たしかそのころ

は10億円を超えてました。ですので、今のここで

いう小計で言いますと６億2,000万円という同じ

レベルで言いますと十二、三億円ぐらいの数字は

あがっていたと思います。ちょっと確認しないと

何とも言えないところですけども、私がおよそ記

憶しているのは、大体そういうところです。 

○中島委員 

 10億円を確保しないと目標の70％に平成30年度

に達しないと、こういう今お話があったわけです

が、今、借金の総額が85億6,154万1,000円と、こ

の11ページに書いてありますよね。 

 今までも繰上償還とかやってきた経緯がありま

すけれども、今ある政府資金が一番大きい金額に

なっておりますけれども、４％以上というところ

が15億円ですね。それ以上のところもありますけ

ども、金額的には尐ないと。この辺が何か手を打

つことができるのかできないのか、起債をしなき

ゃいけないので繰上償還というと、それなりのお

金がかかりますけど、その辺は、この利率がもっ

と安いものにということに切りかえもできるのか、

そういう工夫はどうですか。 

○下水道課長 

 起債の繰上償還ということで、平成20年度と平

成18年度ですかね、これを金融公庫の分について

５％以上の部分について借換債を借りて、その利

息の高い分を返したという中身がございます。 

 それはそのときのちょっと詳細な法律の規定は

私、心得てございませんが、そんな中でできると

いう規定がございまして、私どもの計画の中で健

全化計画を示しまして、それによって借換債を借

りて繰上償還ができるという中身でございました。 

 今、政府資金については、これは交付税の交付

団体であれば全て可能というわけではございませ

んが、交付団体でないところはそれはできないと

いう規定になってございまして、交付団体であれ

ばそれが適用できる範囲があると。ただ、その範

囲を私どもの財政当局と相談させていただいたと

ころ、今の知立市ではできないということで、こ

れについては繰上償還が今のところできないとい

うことで聞いております。 

 そこの中身までは、私ちょっと承知してないん

ですが、そういう話で私どもの今の状況の中では

知立市はできないという話を聞いております。 

○上下水道部長 

 当時の繰上償還ができる、借りかえができると

いう、今現在はそういう制度がございませんので、

当時の交付税の交付団体の場合は政府資金は、た

しか５％以上、一番最初は、たしか７％以上はで

きたというように記憶しておりますが、不交付団

体でございましたので当時の公営企業金融公庫の

部分は借りかえは、または繰上償還ができたんで

すけども、政府資金についてはできないというよ

うな条件がついておりましたので、できないと。

今現在については、そういう制度は私どもについ

ては確認をしておりませんので、そういう制度が

ないというふうに理解しておりますが。 

○中島委員 
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 そういう制度がなくなってしまったというふう

に理解している。私が理解できないので聞いてお

るんだけど、５％以上というふうになると限られ

たものになりますけどね、ここに書いてあるのは

ね。政府資金で２億4,599万円と３億円で５億

5,000万円ぐらいですね。５％以上のものについ

ての借金は。ここのところは、ちょっと交付団体

であればという、かつてそういうふうになって、

平成20年当時たくさん返したって言われましたよ

ね。平成18年、平成20年ですよね。このころはこ

の制度があってできたということですね。ほんと

になくなっちゃったのかどうか、その辺は確認を

してもらわないかんね。 

 やっぱり公債費がほんとに大きいということが

ありますので、こういう財政的にも半分は借金返

すほうにいってしまうという状況ですよね。７億

何ぼ一般会計繰り入れをしていただいた分は、全

部公債費というように見てもいいぐらいのものに

なっているということで、これはもちろん起債し

なければ工事はできてこないということもありま

すのであれですけども、これから２％を確保する

というね、10億円を確保するという、そういう方

向が实現するものかどうか、この辺は財政当局と

も話し合っていらっしゃるんですか、どうしても

70％にしたいといって。 

○下水道課長 

 私どもの下水道課については、实計でもって今、

平成30年70％達成するために10億円という要望を

出させていただいておりますが、ヒアリング査定

等で今の現状をやっぱり見ていただきたいという

ことの中で、ここ二、三年は削り込まれていると

いうのが現状でございます。 

○中島委員 

 副市長ね、こういう大きい目標があると、県下

でもおくれてるほうと、すごく。近隣からしたら、

また大変おくれているという知立市の普及率なん

ですけど、今の話で10億円ということがキープで

きるかどうかというのも条件みたいな形になって

ますよね。 

 二、三年様子を見ながらというふうに言ってる

と、そのあとさらに12億円進めなきゃいけないと

いうことにもなっていっちゃうわけで、その辺の

ことについては、どのようにお考えですか。 

○清水副市長 

 知立市の場合は、非常に市街化と言いますか、

面積が広い、分母が大きいというようなことも出

てくるわけですけども、本会議のときにも話があ

りました。その目標年次に達成ということになれ

ば、それは各年度一般会計からどんどん繰り入れ

をして、仕事をどんどんやっていけばいいという

ことなんですけども、先ほど下水道課長も申しま

したように、その施行する整備をする区域によっ

てもその辺の状況が変わってまいりますので、一

概には言えないわけです。 

 それと、もう一つは、本会議のときにも申し上

げましたけれども、現在、实施計画の中では約８

億円というような線で財政、企画、担当課という

ところでの協議で進んでいるわけですけども、い

ろいろな決算の中における経常経費の高まりとか、

いろんなそういうところも含めて全体的に考えま

すと、これもそれぞれまた優先順位ということが

ございますので、下水道事業だけに特化すれば、

さっき下水道課長が言いましたように10億円、12

億円というもの、こうなると職員の仕事量の問題

もありますので、今の現有体制の中でそれだけの

事業量がこなせるのかということをいろいろな問

題がまた出てくるわけでございまして、そういっ

たことでありますので、私どものほうとしては、

全体の長期計画、財政計画、实施計画、その中で、

やはり知立市としてやれる範囲と言いますか、ほ

かの事業との兼ね合いの中で適正な繰り入れ、繰

出額と言いますか、一般会計から言えば、そうい

うものの中でやらせていただくということが、今

申し上げられるところかなというふうに思います。 

○中島委員 

 この70％の目標数値というのは、愛知県のほう

で一応届けて目標計画、そういうものはどうなっ

てますか。 

○下水道課長 

 計画を県のほうに届けるという考え方の届け出
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もございますが、今、私どもの計画の中では、知

立市の総合計画の中だとか、都市計画マスタープ

ランの中で、それに基づいて知立市の下水道基本

計画、基本計画の中には具体的にその数値のうた

い込みはございませんが、それらを３年前につく

らせていただきました下水道ビジョンにそういっ

たところを示させていただいております。 

 ただ、今、委員の言われるような厳しい状況で

あるということは間違いございませんので、その

ビジョンについても、今７年、あと７年あると、

今年度入れて。５年を切った段階では、今からど

うなるかわからないですけど、その70％という数

字が到底達成できない数字とするならば、その辺

の見直しもしていかなきゃいけないのかなという

ふうに考えております。 

○中島委員 

 今、消費税の増税法案というのが通って、景気

がよくなったらというちょっと中途半端的なね、

どの段階で景気がよくなったとみるかというのが

くるくる変わってきてね、どんどん下がってくる。

１％経費が上がればいいんじゃないかというとこ

ろまで今、野田総理が下げてきちゃって、どうし

ても増税したいという意向が今、見え隠れしてま

すよね。選挙が今後ありますから、これがどうい

うふうになるかということがありますけども、

８％になったり、10％で今の倍の消費税をこうい

う工事費にも全部いろんな形でかかってくるとい

うことになりますよね。 

 10％になってくると、实質的な工事は一緒にお

金をかけても实質的にはその部分が目減りする形

になるんですよね。できる工事が。それでは駆け

込みで早くやらないかんじゃないかぐらいの、も

ちろん私たちは实施するなと、こんな時期にねと

いう立場でやってますけども、しっかり10％にな

るまで待ってると、すごい支出になってしまうな

ということも一方では感じるわけですよ。何千万

円と変わってきちゃう。やれる工事がね、同じ金

額で、そういうこともシビアに見ないといけない

のかと。法案が通って实施されるかどうか、その

辺の様子を見るということになってるのでわかり

ませんけれども、そういう政治判断もしなきゃい

かんことがあるんですよね。 

 だから眺めとったらと言ってたら、ちょっとい

けないんではないかという、そういう側面もある

んですよ。それについては、どのようにお考えで

しょう。 

○下水道課長 

 当然、委員の言われるように、消費税分工事を

発注すれば、発注と同時に消費税も上乗せされて

いくと。私ども下水道料金の中で消費税をいただ

いているという部分についてあるんですけど、そ

の部分が別に全て工事の消費税との相殺に回ると

いうことではございませんので、私も細かい中身

の部分になるとちょっとわからん部分がございま

すが、かなりの消費税アップにかかる経費が上乗

せされるんだろうと。 

 ということは、言われるように、工事費同じ状

況の中で予算確保される中では、消費税分が目減

りするというような結果になるというふうには危

惧しております。その部分を今ちょっと私、担当

としては、今の实計の中でそういった部分も含め

てどうのこうのというちょっと議論はしてござい

ません、まだ。 

 ですので、そういう感じはもってございますが、

实際の動きとしてはどうなるのかなというのは、

まだ实感としてはつかんでないという状況でござ

います。 

○中島委員 

 水道事業でも同じですし、全体の事業、連立で

も大きな工事費だからね、全部かかわってくると

いうことになると、その分が实質負担がふえて、

たくさんお金を出さないと同じ事業ができないと

いう関係になってくるので、この辺は計画をする

段階で、それも含めた試算をしながら財政計画ち

ょっと一回やってみないとえらいことになるよと

いう自覚を持たないと、みんなこういうときだか

ら取れ取れっていって賛成していったら、えらい

ことになるよということにも気がついてほしいし、

中小企業はもうつぶれちゃうよということを言っ

てるんですけども、そういう事態ですよね。 
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 ですから、全体の財政計画もそういうことも念

頭に置いてやらなきゃいかんという今、段階にき

てるんじゃないですかね、副市長。 

○清水副市長 

 今回の消費税の増税について、このことによっ

て地方消費税交付金、現制度のそういったものも

地方分をふえてくるというような部分もあるとい

うことでございますけども、いずれにしても、全

体の地方財政の姿というのがもう尐し見えてこな

いと、しっかりした計画と言いますか、具体的な

計画が立てにくいなというふうに、今回の消費税

が８％、10％になったときに、もろにその支出の

部分にオンされてくるのか、全然歳入のほうでは

影響がないのか、こうなりますと、今、御質問者

がおっしゃったように、その分だけ事業料が当然

減ってくるわけですし、負担がふえるということ

になりますので、その辺は地方財政の制度全体の

中がもう尐し明らかになってくると、その辺の入

りの部分と負担増になる部分との関係の中で、具

体的な財政計画をもう尐し見通しが立てれるんじ

ゃないかなというふうに思いますので。 

 それと、もう一つは、いろんな部分で一市民生

活をする者としては、負担がふえるということは、

これは間違いないわけですけども、地方財政の中

では、そういった仕組みというのがまだまだはっ

きりしてないのかなという認識でございます。 

○中島委員 

 社会保障にそれは使うんだというようなことや

らね、いろいろ直接入る消費税の交付金があるけ

ど、全体としては大きくそういうところに回せる

ようなものではなく、社会保障でもさまざまなと

ころで制度が変って、保育システムでもそうです

けども、財政的な仕組みを変えていこうかという

ようなことになってくると、それもほんとにプラ

スになるのかどうなのかわからないようなね。国

のほうも社会保障も削りたいというのが見えてる

わけで、こちら減らしちゃうけど、そちらに充当

しなさいと、こうなってくると下水道に回せるお

金が生まれるかどうかもわからないような事態だ

なというふうに私は見ております。そういった意

味で、70％これは早い段階で見直さないかんかも

しれないですね、残念ながらという気がします。 

 話はころっと変わりますが、マンホールトイレ

をつくっていただいて、本会議でちょっと言いま

したように、一般会計でやればいいんじゃないの

っていう話をしましたけど、平成23年度は知立小

学校へ５基マンホールの地下の部分をつくってい

ただきましたが、これは５基というのは、誰が決

めたんですか。５基という計画はどこでするんで

すか。 

○下水道課長 

 この５基の計画は、マンホールトイレを計画す

る段階で、避難所に来られる方の人数を把握しま

した。計画当時、平成15年のデータでございます

が、東海地震、東南海地震被害予測調査という中

身の中で、知立市避難所生活者１万1,000人と。

私どもが１万1,000人について、仮設トイレを100

人当たり１基ということで、１万1,000人が避難

者が発生するという中では110基必要という数字

を出してございます。 

 その110基必要という中で、50基がその当時、

避難所における仮設トイレが準備してあるという

内容でございました。ですので、差し引き60基が

不足するということで、その60基をこのマンホー

ルトイレで対応しようという計画をもってつくっ

たものでございます。 

○中島委員 

 そこのところについては下水道の担当で、どこ

の小学校に何基というのを決めたと、こういうこ

とでいいですか。 

○下水道課長 

 この中身については、現在でいう安心安全課と

私どもの担当者とそういった協議をさせていただ

いて、避難所、この避難所という中身は、国のほ

うのマンホールトイレが補助事業として受け入れ

られる基準が避難所の敶地面積が１ヘクタール以

上という規定がございまして、その規定の中で、

今、下水道が利用できる、それとその計画を進め

る中で、今、認可しておる区域で下水道が整備さ

れるという予測される部分の１ヘクタール以上の
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避難所について設置していこうというお話を私ど

ものほうから出させていただいて、安心安全課と

協議をさせていただいて、かつその設置をする小

学校のほうにもお話をさせていただいて、いろい

ろな協議をさせていただいた中で、今、工事を進

めさせていただいているという現状でございます。 

○中島委員 

 東小学校は、まだこれからですけども、３基と

いうことですよね、あそこの場合は。前ちょっと

伺ったとき３基と。 

○下水道課長 

 ３基でございます。 

○中島委員 

 あそこは避難民を何人に計算するかということ

から始まらなきゃいけないわけですけども、集中

した人口の多いところという意味では、３基は尐

ないなというふうに思いましたし、仮設トイレも

大変高齢者は使いにくいようなところがありまし

て、マンホールトイレのほうがいいなというふう

に思ったわけなんですけども、そういったもう尐

し現状との関係でこれは決めているのかなと私は

大変ちょっと疑問にも思ったわけなんですよ。 

 だから今、説明が一応ずっとされましたけど、

その説明でいくと東小学校は３基でいいのかと、

それがよく理解できないですねという感じですよ

ね。その辺は、設置する場所の条件もあるのかな

とは思いますけど、どうなんですか。 

○下水道課長 

 やっぱり数については、安心安全課のほうのデ

ータをいただいて、かつその避難所にある仮設ト

イレの数、今、その当時一時的に置く仮設トイレ

の数との整合だったのかなというふうには思うん

ですけど、私も個人的には、今、委員の言われる

数が三つというね、マンホールトイレを多分使え

るような状態、下水道が破壊されちゃって下流に

流せないという状況では、一時的にその管を大き

くしてますので、くみ取り便所式な便所みたいな

容量はあるんですが、今まで利用してきた避難所

の中にそういった仮設の便所を置いてそこでとい

う中身と比較しますと、においだとかそういった

面も考えますと、マンホールトイレというのは使

う人の身になれば、そちらのほうがいいんではな

いかなという気はします。 

 ただ、今この計画の中身でもって国の同意をい

ただいておりますので、ただ、これも変更が可能

かどうかという中身も含めて、私どもだけが数だ

けふやせばいいという中身ではございませんので、

そういった整合を図った中で、かつ今の考え方を

もってきたときに、そういった考え方ができるの

かどうかという部分はございますが、まだちょっ

とその数字的には申し上げられませんけど、感覚

的にはそういう感じは私もします。 

○中島委員 

 １基設置するのに幾らなんですか。下水道が通

ってる上に穴を掘って直接入るようにするんです

けども。 

○下水道課長 

 やっぱり下のですね、先ほど言いましたように、

下に大きな管、要するにくみ取り便所式な容量を

持たせるために大きな管を入れる。この部分のほ

うがかなり費用がかさみますので、この１基をつ

くる、この１基というのは塩ビ管の筒みたいなも

のですよ。ですので、その部分にはそんなにたく

さんお金はかからないですけど、それが何基かふ

えれば間隔を取る必要がございますので、その部

分の管がまた余分に延長が要るということで、１

基足すと幾らふえるかという、大変申しわけない

ですけど、今ちょっと私。 

 それと、避難所にマンホールトイレをどこにつ

るかによって、それをつなぐ下水管がどの場所ま

できているのか、それによっては避難所の中に管

をずっと走らせなきゃいけないとかいう部分でお

金が、お金の部分のお話ですが、変わってしまう

もので、今ちょっと上下水道部長のデータで申し

わけないですけど、４基で700万円と５基で500万

円というデータがございましたので一概に言えな

いし、各家庭の取りつけ管みたいなもので費用が

かなり違うという中身と一緒で、そのつくろうと

するところにどういった構造物があって、それを

横断しなきゃいけないとかそういった部分があり
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ますので。 

 ただ、その数字、４基で700万円とか５基で500

万円という数字を見ますと、１基ふやすのに100

万円ぐらいという感覚でもそんなに違いはないの

かなという気はしますけど。 

○中島委員 

 わかりました。仮設トイレよりも相当たくさん

お金がかかるなということは、もちろんわかりま

した。 

 ただ、それは使いやすさという意味ではいいだ

ろうなと思って、他市の状況なんかも、この間、

岡崎市の学校へ行ったときに10個並んで置いてあ

ったので、校舎の横に10基があるのを見て、学校

へ避難して来る方の数を考えれば、このぐらい要

るんだろうなというふうには思ったものですから、

これもちょっとまだこれから検討の余地があるな

らいろいろな面で検討していただきたいなという

ふうに思います。 

 それから、受益者負担金で、さっきちょっと休

憩中にも聞いたんですが、不納欠損額が毎年、平

成23年度は非常に尐ないですよ。6,000円と。多

いときは24万7,000円と。受益者負担金ですから

ね、１平方メートル350円ということで、網のか

かったところに徴収されるという、こういうこと

ですけども、これはこの面積的にここは供用開始

ができますよ。説明会をやります。１平方メート

ルこうですよ。その段階でもう納付書が自動的に

皆さんのところにいくと、これがスタートですか。 

○下水道課長 

 これにつきましては、供用開始をさせていただ

く広報でお知らせをさせていただきます。３月31

日現在で、この分のエリアが供用開始されますよ

と。そのときに、補足的に今後その部分に受益者

負担金が発生すると。そういった部分もお知らせ

をさせていただいて、今度、实際に受益者負担金

の付加がされる地主、地主でも建物所有者でも結

構なんですけど、いただければ結構なんですけど、

私どもとしては、その方たちに、どなたが受益者

負担金の負担をしていただくかという、そういう

通知をさせていただいて、要するに申告をいただ

く手続になってございます。申告をしていただい

た方に、その中身を送付するときに、もう既にそ

の中身もお話をしているんですが、９月に第１期

の納付を行いますと。その前に、これまでですと

６月ぐらいのときに、そのエリア、受益者負担金

を付加するエリアとなった供用開始区域の方たち

に説明会を開いておりました。 

○中島委員 

 それで、不納欠損までにその納付書みたいなも

のがいってから基本５年間というふうに聞いたわ

けですけども、不納欠損、土地を持ってる人がど

こへ行っちゃったかわからなくなるとか、そうい

うようなことを不納欠損というのはちょっと理解

ができないなと思って、その辺はもう尐し手が打

てないのかなと思うんですけど。 

○下水道課長 

 不納欠損については、うちの受益者負担金は５

年、１年２期で10回という支払いの納付書を送ら

せていただいて、その一括で払っていただく方は

別なんですけど、そんなふうにならないんですが、

それが払えない方について滞納繰り越しをさせて

いただいて、また通知をさせていただいて納付を

お願いするというような格好の中で、それが５年

過ぎた段階でも、もちろんその間にお支払いの連

絡をさせていただいたりだとか、状況聞かせてい

ただいたりだとかさせていただく中で、お支払い

ができない方について不納欠損になっていくとい

う格好で処理しているんですが。 

○中島委員 

 収入未済額も平成23年度は124万8,000円ありま

して、未済額、不納欠損にずっとなっていくとい

うことは、あまり好ましくないと。やっぱり請求

を小まめに行うということは、手続的にはそれを

防ぐことになるのかなというふうには思うんです

けどね。 

 それは事務的なことで、やっていただければい

いわけですけども、そもそもは都市計画税払って

ね、また供用開始するときには半分税金みたいな

ものをまず払わないといかんと。この二重に課税

されるような区域のものがありますよね。かつて
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大きな議論になったんですけども、受益者負担金

ですね、全体からしたらすごい大きなお金ではな

いね、支線をちょっと工事するのに使わせてもら

いますよという、こういうことにはなっておりま

すけれども、この辺は实際収入がないとか、そう

いう人は、ある意味では課税されない、税金が非

課税になっている人は、これを非課税にしなきゃ

いかんじゃないかと。非課税という言い方おかし

いですけどね。減免、そういう意味では。そうい

う措置を速やかにとればいいんじゃないかと思う

んですけど、どうですか。 

○下水道課長 

 たしかそういう方については、減免の対応をさ

せていただいてたと私は認識しておりますけど。 

 要するに、そのときに私どもが市内のものかも

しれないですけど確認をさせていただいた部分に

ついて、そういった届け出があった方については、

たしかそういう対応をしていたような気がするん

ですけど。今、委員の言われる、そこの不納欠損

の中でも生活困窮という中身が、うちのほう確認

をしてそういう処分をさせていただいたところも

もちろんございますが、今の委員の言われるそう

いった方たちについて付加する、しないという部

分については、ちょっと確認をさせていただいて

よろしいですかね。 

○中島委員 

 今、時間取ってもなんですから、生活困窮で付

加しないというような例があるならば、どこかで

また書類でいいですから報告をしてください。そ

ういうことです。 

 税金は払えないけども、これはどんどん払える

という人は尐ないと思う。税金も今、払えないと

いうような、非課税だというような人たちが、自

分はまだ下水に入る気もないし、家は古くて建て

かえもしないでこのままだなというような思って

る人から出しなさいと言っても何だから、そうい

うのは速やかに免除するというようなことも必要

だと思うんですね。それは件数がはっきりしたら、

また後ほど資料をいただければ結構ですから。 

○下水道課長 

 今、私どもが対応させていただいている中で、

今、御質問者が言われた、自分たちがまだ下水を

引かないとか、まだ今やらないとかいう方たちと

今の生活困窮の方たちとは私ども同じにしてござ

いませんので、今のデータについては、生活困窮

の方についてデータを調べて御報告させていただ

くということでよろしいでしょうか。 

○川合委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 認定第３号について、挙手により採決します。 

 認定第３号は、原案のとおり認定することに賛

成の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○川合委員長 

 挙手多数です。したがって、認定第３号 平成

23年度知立市公共下水道事業特別会計歳入歳出決

算認定についての件は、原案のとおり認定すべき

ものと決定いたしました。 

 次に、認定第７号 平成23年度知立市水道事業

会計決算認定についての件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○中島委員 

 水道組合のほうとの宿題になっていた夜間とか

お休みの日の対策について、どのような協議が行

われて改善されようとしているのか、報告願いた

いと思います。 

○水道課長 

 今、水道組合のほうと８月の頭でしたか、水道

組合の役員の方２名の方と今後の漏水当番の委託

に関してちょっと協議をさせていただきました。 

 近隣の市町の状況を調べさせていただいた中で、

今の私どもの委託契約が夜間、平日含めて24時間
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の対応ということで委託契約をさせていただいて

おったんですが、各近隣の市町のほうを調べさせ

ていただくと、通常の契約内容を見させていただ

くと、基本委託時間としては朝午前８時半からと

か、昼間の職員の勤務時間の中での漏水当番対応

ということがほとんどの市町でしたので、知立市

のほうとしましても、昼間の対応で午前８時半か

ら午後５時15分までの漏水当番の対応とさせてい

ただくと。 

 あと、近隣を調べさせていただくと、平日の対

応についてもいろんな対応があるんですが、知立

市としては、委託料について土日の対応の委託料

しか支払いをしておりませんので、平日の漏水当

番対応について協議をさせていただいて、その中

で、平日については組合とのお話の中では協力を

するというお話をいただきましたので、漏水当番

という形での当番制は廃止をして、平日の昼間に

関してはどういう対応をとるかまだ詰めてはいま

せんが、組合側としての協力をしていただくとい

うことを確約をいただきましたので、そういう緊

急漏水の対応があった場合には、その漏水契約を

していただいた業者に順番でお願いするのか、そ

の日ごとに申し出をしていただいて、その方にお

願いするのか、ちょっとその辺は詰めてはいませ

んが、そういう対応をとっていきたいというふう

に考えております。 

○中島委員 

 そうすると、お休みの日とか夜間はお願いをし

ないと。平日の昼間。そうすると年末年始という

のも一応なしですか。 

○水道課長 

 今の契約が365日24時間の対応の契約となって

おりますので、それを平日に関しては漏水当番対

応なしと。土日、祝日、年末年始、お盆の対応を

委託契約の中で結んでいきたいというふうに思っ

ております。 

○中島委員 

 平日の昼間はないとおっしゃった。何を対象に

するか、もう一回言ってください。 

○水道課長 

 今、考えておりますのが、平日に関しての漏水

当番の対応はないということで、今までですと順

番をつくってやったおったんですが、その平日当

番の対応をなくしますよと。そのかわり土日、祝

日、年末年始、お盆の期間３日ぐらいですね、13

日、14日、15日、その期間に対しての委託契約を

させていただくと。 

 平日の緊急な漏水の場合には、委託契約をして

いただいた業者に、こちらのほうから緊急の場合

は連絡して、修理していただくのか、そういう委

託契約してもらった業者のほうから、その日はど

こが対応できるかとか、そういう申し出をしてい

ただいて対応していただくのか、その辺をこれか

らちょっと詰めていきたいと考えております。 

○中島委員 

 平日については緊急の場合だけ、市の職員で何

ともならんというときだけ連絡をして、ルールが

まだ決まってないけれども協力をしていただくと、

こういうことですね。 

 今はお礼を出している有償の契約になってます

が、そのあたりは、先ほど尐しふれられましたけ

ども、土日の対応についてどういうふうに。平日

は、ただ協力してもらうというような感じですか、

無償で。 

○水道課長 

 平日の待機ということはないということで、当

然漏水修理をすれば修理費用に関してはお支払い

していくと。待機をしていただかなくなるもので

すから、その分に関してはどういうふうに対応す

るかは、今、詰めをさせていただくという状況で

す。 

○中島委員 

 有償部分はどういうふうに考えているんですか、

具体的に。 

○水道課長 

 有償部分に関しては、土日、祝日、年末年始、

お盆関係、基本これも平日の対応ということで、

午前８時半から午後５時15分までの対応というこ

とで、それ以外の夜間に関しては市の職員のほう

が連絡を受けて、もし緊急であれば、その漏水当
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番の業者にお願いしていくというような内容。順

番にお願いしていくということになるかと思うん

ですけど。 

○中島委員 

 だから有償という今までの金額が横に書いてあ

りましたよね。幾ら委託料出すのかという、ここ

のところについても、これはもう有償部分決まっ

て、一応提示しているですか。どのようになるか

ということです。 

○水道課長 

 有償部分の金額に関しては、配管工の金額に基

づいて計算をさせていただいておるものですから、

まだその具体的な金額というものは提示はさせて

いただいておりません。 

○中島委員 

 そうすると、今までの定額的なものじゃなくて、

具体的な仕事の内容によって変わるということに

なるんですか。定額でいくんですか。 

○水道課長 

 定額というよりも、今までが委託料に関しては

平日の対応の委託料が待機料としてみてなかった

ものですから、その平日の待機に関して、基本、

平日に関しては待機をしていただかないというこ

とにしましたので、土日、休日、祝日、年末年始、

お盆に関して待機料として計算をした金額を委託

事業として支出していくということになります。 

○中島委員 

 対象の日時についての待機料というような形で

の委託をするということですね、そこもね。 

 十分最終的に話し合いをして、防災関係にも協

力してもらうとか、いろんな形にいくようにスム

ーズにやっていただきたいなというふうに、信頼

関係をしっかり持ってね、協力してもらうところ

は協力してもらうということでやっていただきた

いなというふうに思います。 

 それから、この間、新聞で名古屋市の例が出て

おりまして、大規模小売店、病院など事業所が地

下水を利用すると。地下水利用が大変多くて、そ

の量を水道水に置きかえると７億9,000万円にも

なるといって試算をして、えらいことだというよ

うなね。地下水にも一定の利用が求められるよう

に国へ要望をしているという、こういう名古屋市

のほうのニュースが出ておりましたけれども、地

下水利用でというのも知立市の場合もあるんです

か。 

○水道課長 

 知立市の場合、そもそも大口の需要家があまり

いないということもありますので、当然、地下水

利用されている施設も中にはあるかとは思います。

例えば、国道１号線沿いにあるスーパー銭湯です

ね、そういうところが地下水利用されているとい

うことは聞いております。 

○中島委員 

 スーパー銭湯ですと、下水道料金のほうにかか

ってるんだね、これは、五戸水だから。 

 ちょっと関連ですけども、そうすると量がわか

るんですよ、どのぐらい水を使っているか。それ

把握していらっしゃいます。 

○下水道課長 

 スーパー銭湯ですね、下水の対応をしていただ

いていませんので。今、国道のところにあるスー

パー銭湯、対応いただいてませんので、大変申し

わけございません。 

○中島委員 

 お風呂の水を浄化槽でやって側溝に流してる。

下水道へ流さない。排水のところに、うなぎ屋が

問題になりましたよね。あそこ下水が入っておる

の。伊藤温泉のところも前、問題になったね。み

んなそういうのが全部料金もらうんだと。 

○下水道課長 

 下水道は入っているエリアであっても下水道に

接続をさせていただいてないという、大変申しわ

けございません。そういうこと。 

○中島委員 

 そういうのが問題でしょうというの。うなぎ屋

だって、うなぎを飼うのにきれいな水を、五戸水

くんでたくさん大量に使ってそれを流すのに全部

下水道料金がかかっちゃうと。伊藤温泉も、今は

やめちゃったけども、さんざん言って悩んでたわ

ね。風呂屋泣かせと。五戸水使っても下水道料金
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は出るよと。あのスーパー銭湯は全然そういう対

象になってないというのは、いいんですか、そん

なの。ああいうお風呂の水というのは、勝手に排

水しちゃいけないでしょう。浄化槽にきれいにし

て、あとは側溝に流せばいいということ。ちょっ

と不思議でわかりません。よく説明してください。 

○下水道課長 

 当然、施設最初にやられたときに、下水道計画

エリアで供用開始されていれば、たしかそれは接

続しなきゃいけないという中身だと思います。 

 今言われるように、お風呂の水をそのまま流し

てるというんじゃなくて、多分、合併処理浄化槽

の対応をしているということだと思います。その

先は下水ではないです。 

○中島委員 

 そんなのが近所の側溝をじゃあじゃあ流れてる

んですか。そんなの見たことないけど。 

○下水道課長 

 合併処理をした水が流れると。もちろんそこの

風呂がどれだけの量をどういうふうに使ってるの

かという把握はしてませんが、そういうことです。 

○中島委員 

 ちょっとどうしても解せないですよね。どなた

でもお風呂屋みんなそうやって流すのに苦労して

みえたわけですけども、伊藤温泉の辺だと下水道

があって、あそこは西町かな、流せると。でも相

当昔から流せる。五谷屋のあたりも流せると、下

水道が、そういう話になると。スーパー銭湯も流

せるけども流していないと。ちょっとそれは問題

じゃないですか。水道水がどのぐらい使うところ

が使ってないのかという五戸水の量はちょっとわ

からないですけど、何かわかることありますか。 

○水道課長 

 私ども、今、スーパー銭湯が五戸水だというこ

とを私が答えがしたんですが、もう一度確認をさ

せていただいて、お答えさせていただくというこ

とでよろしいでしょうか。私もうろ覚えの話が入

っておりましたので、一度確認を取りたいのです

が、しばらくお時間をいただけると。 

○川合委員長 

 しばらく休憩します。 

休憩 午後７時08分 

――――――――――――――――――― 

再開 午後７時10分 

○川合委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○下水道課長 

 先ほどのスーパー銭湯なんですが、スーパー銭

湯ができたときには、私どもの下水がまだ対応で

きてないという中で、スーパー銭湯を建設された

方は、自分ところの銭湯の水を合併処理浄化槽で

処理をする対応をしていただいておると。 

 そんな中で、下水がきたときに、当然、私ども

下水道への接続をお願いさせていただいたわけな

んですけど、自分のところの合併処理浄化槽を入

れた状況もあるかと思いますけど、そんな中で、

まだつなぐことをしていただいていないという現

状でございます。 

○水道課長 

 先ほどの五戸水の件なんですが、スーパー銭湯

のお風呂の部分に関しては五戸水を使用されてお

ると。飲食の部分に関しては水道を利用されてい

るということです。 

 以上です。 

○中島委員 

 合併浄化槽ですけども、スーパー銭湯はいつ始

まったのかははっきりわかります。西町ですよね、

あそこは。処理区のスタートの時期と両方教えて

ください。 

○川合委員長 

 ここで10分間休憩いたします。 

休憩 午後７時12分 

――――――――――――――――――― 

再開 午後７時20分 

○川合委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○下水道課長 

 先ほどのスーパー銭湯の地域の下水の供用開始

は、平成６年でございます。スーパー銭湯は、そ

の前に営業を始められて、そのスーパー銭湯から
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出る排水については合併処理浄化槽で対応されて

いるという状況でございます。 

 私どもの接続については、お願いをさせてはい

ただいておるんですけど、下水道への接続はまだ

实現できてございません。 

 以上です。 

○中島委員 

 いろいろ調べていただきましたけれども、これ

はお願いするということですけども、強制力はな

いわけだね。受益者負担金さえ払ってれば、あと

で接続するのは後ほどでも構わないという。でも

供用開始をしたら３年以内には接続してください

よということには一応なってるよね。そういった

点では、再三言ってるの。 

○下水道課長 

 接続の関係で、今、委員の言われた３年以内と、

下水道法で規定されている３年以内というのは、

くみ取り便所については３年という数字をその法

律の中でうたい込んで接続してくださいと。 

 ただし、その人の生活事情だとか、近い将来、

建て直しをするとかいう方に限ってはその限りで

はないという規定もうたい込まれてはございます。 

 そのほかの今、浄化槽で対応されている方につ

いては、３年以内という数字じゃございませんで、

速やかにというこの表現じゃなかったと思います

けど、感覚的には速やかにということで、説明会

等でも私ども使っておるんですけれども、速やか

って何年なんだという中身はございますけど、私

どもがその家庭の排水設備を整備する補助金を出

すとかそういうのは３年以内の方について、同じ

３年を使わせていただいて、３年以内の方につい

てそういった対応をさせていただきますよと。そ

れ以後の方については、そういった補助金等の対

応はできませんので、早いところ接続してくださ

いというお願いをさせていただいております。 

 そこについてもお願いをさせていただいてます

けど、最近、私の記憶ではお願いに行ったという

報告は受けておりません。 

○中島委員 

 そういうことでと、くみ取りは３年だけども浄

化槽なら速やかにというふうに言っているんだっ

たらね、３年ということにこだわらずに、もっと

早くやってくださいということでしょう。くみ取

りよりも切りかえが簡単だからということがある

んですよね。合併浄化槽ができていれば、もう中

で一つの槽のところにみんな集まって来るような

仕組みになってるから、その根本で取ればそう難

しくないということになりますから、それはもう

これ18年たってますよ。だからお願いしますと、

きちんと言われたほうがいいんじゃないですか。

水道使えということは、なかなか言えなくて、名

古屋市はこの五戸水をどんどん使うことにすらち

ょっと異議ありと言って大手が集まって全部やっ

てるに対して言ってるわけで、そこまでやるかど

うかはともかく、正規のルートで下水に流してく

ださいということは言わなければならないんでは

ないかというふうに思います。 

 あとは質問というか、耐震化という課題があり

ますけれども、出資金という意味では、管路の耐

震事業に対しては出資してほしいなということが

担当者から言われております。これからどのぐら

いの計画で耐震化を進めていくのか、費用的なと

ころでは年どのぐらい使って耐震化をしていくの

かと、こういうことも明らかにしていただいて、

出資金のことについても連動して考えてもらうと。

お金かかってしようがないから耐震化もおくれる

という話になるかもわかりませんけど、だけど、

その辺の今の計画、そして、どのぐらいの費用が

かかるのか、年間。出資額をそれに匹敵して入れ

てもらえるのか、そのあたりを伺いたいと思いま

す。 

○水道課長 

 先ほどの耐震化の事業のことになりますが、昨

年、管路の耐震化整備計画をつくりまして、今、

財政的な裏づけをとる必要があるということで、

その計画どおりにいけるかどうかということで、

今、検討をしておりまして、耐震化については優

先順位をつけまして、まずは基幹幹線と言いまし

て350ミリ以上の大口径の管路に関して優先で整

備していきたいと。それが基本、八橋排水場から
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排水される部分が基幹幹線になるということで、

その部分から順次耐震化をしていきたいというこ

とでは考えておりますが、何せ大きい管ですので、

なかなか費用的にも大分かかってくるということ

で、まずはどの間隔で整備していけるかというの

を財政計画と整合させまして年度計画を決めてい

きたいというふうに今、思っておりますので、今

それを作成中ということで、いつどれだけの量で

どれだけというのが今ちょっとお答えができない

ということです。 

 以上です。 

○中島委員 

 八橋排水場からの太い管を600ミリのところに

ついて、まず耐震化していこうというスタートは

そうなってるけども、計画はまだできてないとい

うことですね。 

 これは計画というのは、当然、費用的な面も含

めて計画の中に入ると思うんですけど、これ、い

つでき上がることになるんですか。 

○水道課長 

 昨年度、管路耐震化の計画としては、その優先

順位的なものを決めてはきたんですが、ただ、大

きなお金がかかるということがありますので、財

政計画との整合を図りながら順次進めていきたい

ということなんですけど、今現状、西町配水場の

建設をしておる状況ですので、それが一段落した

段階で進めていきたいというふうには考えておる

んですが、ことしその財政計画と管路の耐震化の

年次計画をすり合わせるということで、今現在、

調整をしておる状況でございます。今年度でどう

いう順序で、どういう費用で管路を耐震化してい

くかという計画をつくっていきたいということで。 

○中島委員 

 今年度中にある程度具体的なものが出てくると

いうことで、市民も防災いろんな意識があって、

水道管がどうなっちゃうかなということもあるの

で、これは市民的にＰＲできるような計画にして

いってもらいたいなと、そういうふうにお願いを

したいと思います。 

 あとは、西町配水場で１基目ということで、日

最大給水量が12時間分プラスされるというね、こ

れも災害対策ということで、渇水対策ということ

で出されたわけですけれども、相当大きな費用で

水道会計の中にも、ある意味で負担にはなる事業

ということですが、２基目ということは、まだな

いですね。 

○水道課長 

 今、１基目3,000トンの池をつくっておりまし

て、ことし平成24年度、平成25年度２カ年で電気、

計装、機械設備の整備をしまして平成26年に供用

開始を予定をしております。 

 ２基目ということなんですが、これも含めて財

政計画の中で検討していきたいというふうに思っ

ておりますので、これがいつ、できるだけ早い時

期に２基目をつくってきたいとは思っております。 

 ただ、財政検討の中で、赤字になってしまって

は困るということもありますので、その辺を含め

た形で本年度検討してまいりたいというふうに考

えております。耐震化も含めてですね。 

○中島委員 

 私は、西町の２基目をそう急がなくてもいいと

思ってるんですよ。渇水ということで、すごく水

が足らなかったときに大変だということになって、

あの国の基準ができて、今回つくらなきゃいかん

ということになって、その後、渇水というよりも

節水が非常に、電気と同じじゃないですか。結構

最大の排水量とかいろいろ資料も全部出てますけ

どね、そんなに上がってないですよね。人口が上

がっているわけですけども、１人当たりという意

味でいうと上がっていないし、私は耐震化よりも

優先しなきゃならないというふうには思うわけで

すけども、私は、その辺はちょっとゆっくりやっ

てもいいじゃないかというふうに思いますけど、

国の基準がどうのこうのということで、何が何で

も先というようなことが言われるかもしれません

けれど、やっぱりそれは財政状況でと言ってちょ

っとはね返すと、逆に。私は、もっと耐震化とか

重要なことがいっぱいあるので、先にやることは

先にやってほしいと、こういうふうに思いますけ

どね。 
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○水道課長 

 耐震化ということも必要でありますし、西町配

水場の２基についても必要であると。これが現状

今どういう状況かと言いますと、八橋配水場のほ

うが知立浄水場と八橋配水場で２割、８割の配水

を、八橋配水場のほうが受け持っておると。これ

も八橋配水場のほうも昭和47年に運用開始をして

おりまして、池とか建物に関しては耐震補強が完

了しておるんですが、ポンプ設備等、電気、計装

設備等も更新がまだされていないという状況がち

ょっとありまして、これを更新していくに当たっ

ては、知立浄水場だけの水量ではちょっと足らな

いということもありまして、もし八橋配水場のほ

うの更新をしていく、財政的な件もあるんですが、

そうした場合に、どうしても西町配水場の２基目

の工事をして水量の確保をしていかないと八橋の

ほうの更新工事のほうが難しいという面もありま

すので、その辺、財政との兼ね合いを見ながらど

ういうふうに進めていくか、ちょっとことし検討

していきたいというふうに考えております。 

○川合委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 認定第７号について、挙手により採決します。 

 認定第７号は、原案のとおり認定することに賛

成の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○川合委員長 

 挙手多数です。したがって、議案第７号 平成

23年度知立市水道会計決算認定についての件は、

原案のとおり認定すべきものと決定いたしました。 

 以上で、本委員会に付託された案件の審査は終

了いたしました。 

 なお、本会議における委員長報告の文案につき

ましては、正・副委員長に御一任いただきたいと

思いますが、御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 

 御異議なしと認め、そのように決定いたしまし

た。 

 以上で建設水道委員会を閉会します。 

午後７時35分閉会 

――――――――――――――――――― 
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